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令和７年６月横芝光町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和７年６月３日（火曜日）午前１０時開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期決定の件 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第１号ないし議案第９号、報告第１号ないし報告第３号について（町長政務 

      報告、提案理由説明） 

日程第 ５ 一般質問 

日程第 ６ 休会の件 

  ──────────────────────────────────────────────   

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

  ──────────────────────────────────────────────   

出席議員（１５名） 

  １番   森     大  地  君    ２番   内  田  美  穂  君 

  ３番   霞     浩  子  君    ４番   市  原  成  一  君 

  ５番   印  東  彦  治  君    ６番   小  倉  弘  業  君 

  ７番   森  川  貴  恵  君    ８番   秋  鹿  幹  夫  君 

  ９番   宮  薗  博  香  君   １０番   山  﨑  義  貞  君 

 １２番   鈴  木  輝  男  君   １３番   川  島     仁  君 

 １４番   川  島  富 士 子  君   １５番   鈴  木  克  征  君 

 １６番   鈴  木  唯  夫  君 

欠席議員（なし） 

  ──────────────────────────────────────────────   

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 
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町 長 佐 藤 晴 彦 君 副 町 長 平 山 貴 之 君 

総 務 課 長 鈴 木 正 広 君 企画空港課長 加 瀬 淳 一 君 

財 政 課 長 郡 司   勇 君 環境防災課長 平 野 和 美 君 

税 務 課 長 石 田 賢 一 君 住 民 課 長 越 川 直 樹 君 

産 業 課 長 小 川 健 二 君 都市建設課長 林   栄 司 君 

未 来 づ く り 
課 長 鵜 澤 順 一 君 福 祉 課 長 平 山 昭 彦 君 

健 康 こ ど も 
課 長 佐久間 真 一 君 

食肉センター 
所 長 林     栄 君 

東 陽 病 院 
事 務 長 吉 田   潔 君 会 計 管 理 者 鴇 田 須美子 君 

教 育 長 實 川 睦 子 君 教 育 課 長 野 村 浩 光 君 

社会文化課長 北 田 勝 也 君   

  ──────────────────────────────────────────────   

職務のため出席した者の職氏名 

局 長 古 作 健 二 書 記 椎 名 悦 子 
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎開会の宣告 

○議長（小倉弘業君） おはようございます。 

  開会に先立ち、ご報告申し上げます。 

  ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたし

ました。 

  これより令和７年６月横芝光町議会定例会を開会します。 

  なお、今定例会中、議会事務局などによる議場内の写真撮影を許可しましたので、あらか

じめご了承ください。 

（午前 ９時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎開議の宣告 

○議長（小倉弘業君） 本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎会議録署名議員の指名 

○議長（小倉弘業君） これより日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議規則第126条の規定により、 

    １５番 鈴 木 克 征 議員 

     １番 森   大 地 議員 

 を指名します。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎会期決定の件 

○議長（小倉弘業君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  今期定例会を本日から６月16日までの14日間にしたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、今期定例会の会期は本日から６月16日までの14日間と決定しました。 
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎諸般の報告 

○議長（小倉弘業君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  最初に、議長の出席要求に対する出席者については、お手元に配付の印刷物によりご了承

願います。 

  なお、説明員である課長に異動がありましたので、ここで紹介をお願いします。 

  紹介は自己紹介でお願いします。総務課長から順にお願いします。 

  総務課長。 

○総務課長（鈴木正広君） それでは、令和７年４月の人事異動によりまして課長職に変更が

ございましたので、私、総務課長から順次自己紹介させていただきます。 

  総務課長の鈴木正広でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○財政課長（郡司 勇君） 財政課長の郡司勇でございます。よろしくお願いいたします。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 企画空港課長の加瀬淳一でございます。引き続きよろしくお

願いいたします。 

○未来づくり課長（鵜澤順一君） 未来づくり課長の鵜澤順一でございます。どうぞよろしく

お願いします。 

○都市建設課長（林 栄司君） 都市建設課長の林栄司でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

○環境防災課長（平野和美君） 環境防災課長の平野和美と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○教育課長（野村浩光君） ４月１日付で教育課長に拝命いたしました野村浩光と申します。

よろしくお願いいたします。 

○社会文化課長（北田勝也君） 社会文化課長の北田勝也と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

○福祉課長（平山昭彦君） 福祉課長の平山昭彦と申します。よろしくお願いいたします。 

○住民課長（越川直樹君） ４月１日付で住民課長を拝命しました越川直樹でございます。ど

うぞよろしくお願いします。 

○税務課長（石田賢一君） おはようございます。税務課長の石田賢一と申します。よろしく

お願いいたします。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 健康こども課長の佐久間真一です。どうぞよろしくお願
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いいたします。 

○産業課長（小川健二君） 産業課の小川健二と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○食肉センター所長（林  栄君） 食肉センター所長の林栄と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○会計管理者（鴇田須美子君） ４月１日付の人事異動で会計管理者となりました鴇田須美子

と申します。よろしくお願いいたします。 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） 東陽病院事務長の吉田潔と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 以上で自己紹介を終わります。 

  次に、請願及び陳情の付託についてご報告します。 

  今期定例会に受理しました請願２件及び陳情１件は、お手元に配付の請願文書表及び陳情

文書表のとおり、所管の常任委員会に付託したのでご報告します。 

  次に、本日、町長から議案の送付があり、これを受理したのでご報告します。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第１号ないし議案第９号、報告第１号ないし報告第３号の上程、説

明 

○議長（小倉弘業君） 日程第４、議案第１号ないし議案第９号、報告第１号ないし報告第３

号を一括議題とします。 

  町長から政務報告並びに提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 佐藤晴彦君登壇〕 

○町長（佐藤晴彦君） おはようございます。 

  本日ここに、令和７年６月横芝光町議会定例会をお願い申し上げましたところ、議員各位

には、時節柄ご多用にもかかわらず、ご出席をいただき誠にありがとうございます。 

  また、平素より、町の各種事業の推進に当たり、格別なるご高配とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

  ５月臨時会におきまして、議会の新体制が発足したところでございますが、ここで改めま

して、議長に就任されました小倉弘業議員並びに副議長に就任されました秋鹿幹夫議員に対

しまして、お祝い申し上げます。 
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  お二人には、町議会を代表して多方面にわたり、ご尽力いただくことになろうかと存じま

すが、健康には十分ご留意されまして、円滑な議会運営のため、ますますご活躍されますこ

とを心からご祈念申し上げます。 

  それでは、現在の町の動き等諸般の報告を申し上げます。 

  初めに、５月末日をもって出納を閉鎖いたしました令和６年度の各会計の現時点での決算

概要について、ご報告申し上げます。 

  令和６年度横芝光町一般会計の決算見込みについてでありますが、歳入総額は149億8,804

万円、歳出総額は143億4,953万円で、形式収支では６億3,851万円の黒字となる見込みです。

これから、繰越明許費などに係る今年度への繰越財源１億6,903万円を差し引いた４億6,948

万円余りが実質的な剰余金として今年度への繰越金となる見込みです。 

  また、令和６年度の町債借入額は、小学校施設整備事業債と合併特例債を中心に15億

2,300万円の借入れを行い、６年度末の町債残高は97億9,371万円となる見込みです。一方、

一般会計に属する基金残高は39億2,806万円となる見込みで、主なものは財政調整基金15億

9,822万円、地域振興基金７億2,449万円、企業立地基金５億56万円となっています。 

  続いて、国民健康保険特別会計の決算見込みについてでありますが、歳入総額は25億

9,072万円、歳出総額は25億4,680万円で、形式収支では4,392万円余りが今年度への繰越金

となる見込みでございます。 

  続いて、後期高齢者医療特別会計の決算見込みについてでありますが、歳入総額は３億

6,169万円、歳出総額は３億5,388万円で、形式収支では781万円余りが今年度への繰越金と

なる見込みでございます。 

  続いて、介護保険特別会計の決算見込みについてでありますが、歳入総額は27億7,554万

円、歳出総額は26億3,188万円で、形式収支では１億4,366万円余りが今年度への繰越金とな

る見込みでございます。 

  続いて、東陽食肉センター特別会計の決算見込みについてでありますが、歳入総額２億

6,934万円、歳出総額は２億1,555万円で、形式収支では5,379万円余りが今年度への繰越金

となる見込みでございます。 

  続いて、東陽病院事業会計の決算見込みについてでありますが、患者数につきましては、

入院が延べ２万1,397人、病床利用率は61.7％で、前年度と比較しますと654人、病床利用率

で1.7ポイントの減となりました。外来については、前年度に比べ389人減の延べ３万5,404

人でありました。 
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  収支状況についてでありますが、病院運営に係る収益的収入は15億6,095万円で、収益的

支出は16億3,742万円であり、収支差引きでは7,647万円の赤字となりました。 

  次に、資本的収入は2,489万円で、セントラルモニタや職員勤怠管理システムの更新を主

とした資本的支出は5,492万円となり、収支差引きで不足する3,003万円は過年度分損益勘定

留保資金で補塡することといたしました。 

  令和６年度は、県の自治医科大学卒業医師及び千葉大学附属病院からの派遣医師の減、加

えて常勤医師の退職も重なったことから、医業収益が減収となり赤字決算となりました。 

  続いて、農業集落排水事業会計の決算見込みについてでありますが、農業集落排水事業運

営に係る収益的収入は6,670万円で、収益的支出は6,145万円であり、収支差引きで525万円

の黒字でありました。 

  次に、資本的収入は3,624万円で、資本的支出は3,923万円となり、収支差引きで299万円

の赤字となりました。農業集落排水事業会計の形式収支は226万円の黒字で、令和７年度に

補塡財源として繰り越すことといたしました。 

  以上、令和６年度の各会計の決算見込みにつきまして、現時点での概要を申し述べさせて

いただきました。 

  続きまして、令和７年度の主な事業のうち、本議会で改めてご報告申し上げる必要のある

事業等について述べさせていただきます。 

  初めに、企画空港課関係についてでありますが、横芝光町地域生活応援券、第３弾発行事

業につきましては、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている生活者の経済

的支援と、地域経済の活性化を目的として、２月１日の基準日に住民登録のあった方を対象

に、１人当たり2,500円分の応援券を４月10日に発送いたしました。協力店としてご参加い

ただいた町内各店舗などで、５月20日から８月31日までご利用いただけますので、物価高騰

対策の一助となればと考えております。 

  次に、令和６年度の成田国際空港周辺対策交付金についてでありますが、約14億5,900万

円が交付され、令和５年度と比較しますと約1,250万円が増額されました。 

  このうち、特別交付金について主なものとしては、横芝小学校改築工事、防災行政無線屋

外拡声支局更新工事などであり、対象となる事業を積み上げ確保してまいりました。 

  令和７年度も可能な限り獲得に努めるとともに、この交付金を活用しながら航空機騒音対

策の推進を図り、地域振興に資する施策を積極的に実施してまいります。 

  次に、環境防災課関係についてでありますが、悪天候により延期いたしました「町内一日
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清掃」は、６月１日の日曜日に行いました。数多くの町民の皆様にご協力をいただきながら、

事故もなく無事に実施することができました。ポイ捨てごみなどが回収され、町内の環境美

化推進が図られたものと認識をしており、ご協力をいただきました皆様にお礼を申し上げま

す。 

  また、６月15日の日曜日には「栗山川周辺環境ボランティア」活動として、町民の皆様、

各種団体や事業所の参加をいただき、堤防の草刈り作業やポイ捨てごみの回収作業を予定し

ております。 

  今後も、町のシンボルである「栗山川」をはじめ、町内の環境美化を図るため、町民の皆

様と共に協働のまちづくりを推進してまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力を

お願い申し上げます。 

  続いて、税務課関係についてでありますが、デフレ完全脱却のための総合経済対策におけ

る一時的な措置として、減税しきれないと見込まれる方へ支給した、令和６年度定額減税補

足給付金の支給額に不足が生じる方を対象に、その不足分を支給します。支給に係る事業費

につきましては、本議会に補正予算を提案させていただきました。 

  続いて、未来づくり課関係についてでありますが、横芝光インターチェンジ周辺の産業用

地整備につきましては、農振除外の課題とされていた県営かんがい排水事業の受益地から除

外する手続が、令和７年３月をもちまして完了いたしました。そして、土地所有者有志によ

る「横芝光インターチェンジ周辺の土地活用を考える会」が５月14日に発足し、土地所有者

による合意形成が進められております。 

  今後、町といたしましても、事業化検討パートナーと連携した進出企業の確保や、土地区

画整理事業に対する補助金制度の創設など、事業の実現に向けた具体的な検討に取り組んで

まいります。 

  続いて、福祉課関係についてでありますが、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総

合経済対策における物価高への支援としての低所得世帯支援給付金を、住民税非課税世帯へ

３月下旬から１世帯当たり３万円の給付を行っており、６月３日時点で2,596世帯に対して

給付し、支援率は93.4％、併せて、この世帯に扶養されている18歳以下の児童１人当たり２

万円を加算して給付を行っており、221人に対して給付し、支給率は98.2％、申請期限は７

月31日までとなっております。 

  以上、各会計の決算見込み及び現在の各種事業の進捗状況等について、ご説明させていた

だきました。 
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  議員各位には、今後ともさらなるご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、諸般の

報告といたします。 

  それでは、引き続きまして、本議会に提案いたしました各議案の提案理由をご説明申し上

げます。 

  お手元の「令和７年６月横芝光町議会定例会提案理由説明書」をご覧ください。 

  議案第１号 横芝光町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すが、本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

９条第２項の規定による個人番号の利用に、重度心身障害者（児）の医療費助成に関する事

務を追加し、町における事務の利用範囲を拡充するため、横芝光町行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一

部を改正すべく提案したものであります。 

  議案第２号 九十九里地域水道企業団規約の変更に関する協議についてでありますが、本

案は、令和８年４月１日から、九十九里地域の水道用水供給事業及び南房総地域の水道用水

供給事業を事業統合し、千葉県企業局が経営することとなるため、解散に伴う事務承継等に

関する規定を追加すべく提案したものであります。 

  議案第３号 九十九里地域水道企業団の解散についてでありますが、本案は、地方自治法

第288条の規定により、令和８年３月31日をもって九十九里地域水道企業団を解散すること

について、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を

求めるべく提案したものであります。 

  議案第４号 九十九里地域水道企業団の解散に伴う財産処分についてでありますが、本案

は、九十九里地域水道企業団の解散に伴う財産処分を定めることについて、地方自治法第

289条の規定により、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会

の議決を求めるべく提案したものであります。 

  議案第５号 町道路線の変更についてでありますが、本案は、首都圏中央連絡自動車道の

整備に伴い、既存町道を変更する必要があるため、道路法第10条第３項の規定により、議会

の議決を求めるべく提案したものであります。 

  議案第６号 令和７年度横芝光町一般会計補正予算（第１号）についてでありますが、本

案は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した定額減税補足給付金（不足

額給付）給付事業のほか、自動運転モビリティ事業、企画調整事務費等に要する経費に補正
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の必要が生じたため、歳入歳出それぞれ２億989万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ145億4,989万6,000円とすべく提案したものであります。 

  議案第７号 令和７年度横芝光町病院事業会計補正予算（第１号）についてでありますが、

本案は、公益財団法人地域社会振興財団の人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付

金を活用し実施するコミュニティナース活動に要する経費に補正の必要が生じたため、収入

支出それぞれ109万9,000円を追加し、収益的収支予算の総額を収入支出それぞれ18億1,189

万9,000円とすべく提案したものであります。 

  議案第８号 横芝光町教育委員会教育長の任命についてでありますが、本案は、横芝光町

教育委員会教育長の實川睦子氏の任期が令和７年６月21日をもって満了となることから、そ

の後任として小川重之氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４

条第１項の規定により、議会の同意を求めるべく提案したものであります。 

  議案第９号 横芝光町教育委員会委員の任命についてでありますが、本案は、横芝光町教

育委員会委員の加瀬博幸氏の任期が令和７年８月21日をもって満了となることから、引き続

き委員として任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規

定により、議会の同意を求めるべく提案したものであります。 

  報告第１号 令和６年度横芝光町一般会計継続費繰越報告についてでありますが、本件は、

令和６年度横芝光町一般会計予算のうち、継続費の年割額を逓次繰越した横芝小学校改築事

業ほか３事業に係る継続費繰越計算書について、地方自治法施行令第145条第１項の規定に

より、報告するものであります。 

  報告第２号 令和６年度横芝光町一般会計繰越明許費繰越報告についてでありますが、本

件は、令和６年度横芝光町一般会計補正予算（第４号）で繰越明許費を設定した横芝駅北側

周辺地区整備事業ほか７事業に係る繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第

146条第２項の規定により、報告するものであります。 

  報告第３号 令和６年度横芝光町病院事業会計建設改良費繰越報告についてでありますが、

本件は、令和６年度横芝光町病院事業会計予算のうち、建設または改良に要する経費の一部

を繰り越した受水槽更新工事について、地方公営企業法第26条第３項の規定により、報告す

るものであります。 

  以上、このたび提出いたしました案件につきまして、その概要をご説明申し上げましたが、

詳細につきましては、担当課長から説明を加えさせますので、ご審議いただき、可決、承認

賜りますようお願い申し上げます。 
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〔町長 佐藤晴彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 続いて、担当課長の説明を求めます。 

  議案第１号について、福祉課長。 

〔福祉課長 平山昭彦君登壇〕 

○福祉課長（平山昭彦君） 議案第１号 横芝光町行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、補足説明をさせていただきます。 

  資料につきましては、ピンク色の表紙、議案つづりの１ページから３ページまでと、黄色

の表紙、議案関係資料の１ページから４ページまでとなります。 

  初めに、黄色の表紙、議案関係資料の１ページ、制定の概要をご覧ください。 

  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわ

ゆるマイナンバー法第９条第２項の規定による個人番号の利用に、重度心身障害者（児）の

医療費助成に関する事務を追加し、特定個人情報を情報連携するため、横芝光町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部を改正するものです。 

  １、独自利用事務の情報連携は、本条例に定める事務、これを独自利用事務といいますが、

この独自利用事務に重度心身障害者（児）の医療費助成に関する事務を追加し、国が設置す

る個人情報保護委員会に届出することで、他の市町村が保有する地方税関係情報などの特定

個人情報を照会する情報連携ができるようになります。 

  続いて、２、情報連携の効果につきましては、情報連携を行うことにより、転入者等の前

住所地での地方税関係情報などが確認できるようになるため、申請者は、課税証明書等の添

付書類が不要となり、証明書の取得などに係る手続上の負担や証明手数料の負担が軽減され

ます。また、添付書類の取得に係る窓口での説明を簡素化することができることから、窓口

での手続時間も短縮することができます。 

  施行日を令和８年２月１日としておりますが、その他参考事項に記載のとおり、情報連携

を行うには、国が設置する個人情報保護委員会事務局へ届出書の提出が必要になります。届

出書の受付は６月、10月、１月の年３回で、６月中の届出を行うことで翌年２月１日からの

情報連携が可能となるため、同日を施行日としております。 

  続きまして、新旧対照表で説明させていただきます。２ページをご覧ください。 

  アンダーライン部分が改正箇所となります。別表第１の事務に、「重度心身障害者（児）
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の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」を加えます。 

  別表第２についても同様で、４ページをお願いいたします。「重度心身障害者（児）の医

療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの」を加え、特定個人情報として、「地方

税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で

定めるもの」を加えております。 

  恐れ入りますが、ピンク色の表紙の議案つづり３ページの改正文をお願いいたします。 

  附則といたしまして、概要で説明させていただきましたとおり、この条例は令和８年２月

１日から施行するとしております。 

  以上、議案第１号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可決、ご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

〔福祉課長 平山昭彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 議案第２号ないし議案第４号について、環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 議案第２号ないし議案第４号について、補足説明をさせてい

ただきます。 

  初めに、議案第２号 九十九里地域水道企業団規約の変更に関する協議についてでござい

ますが、資料につきましては、ピンク色の表紙の議案つづり５ページから７ページ、黄色の

表紙の議案関係資料５ページになります。 

  ピンク色の表紙の議案つづり５ページをご覧いただきたいと存じます。 

  本案は、町長から提案理由説明がありましたとおり、令和８年４月１日から、九十九里地

域の水道用水供給事業及び南房総地域の水道用水供給事業を事業統合し、千葉県企業局が経

営することとなるため、九十九里地域水道企業団規約を変更すべく、地方自治法第286条第

１項の規定により関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の

議決を求めるものであります。 

  黄色の表紙、議案関係資料つづり５ページをご覧ください。新旧対照表により説明させて

いただきます。 

  アンダーライン部分が変更箇所となります。本則に第５章、解散の章を加えます。 

  「第15条、解散した場合の事務の承継及び決算審査。企業団が解散した場合においては、

千葉県企業局がその事務を承継する。第２項、前項の場合において、企業団の企業長が調製

した決算については、千葉県の監査委員が審査を行い、その意見を付けて千葉県の議会の認
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定に付すものとする」を加えます。 

  申し訳ございませんが、ピンク色の表紙、議案つづりに戻っていただきまして、７ページ

をご覧ください。 

  附則といたしまして、この規約は千葉県知事の許可の日から施行することといたします。 

  次に、議案第３号 九十九里地域水道企業団の解散についてでございますが、資料につき

ましては、ピンク色の表紙の議案つづり９ページをご覧いただきたいと存じます。 

  本案は、地方自治法第288条の規定により、令和８年３月31日をもって九十九里地域水道

企業団を解散することについて、関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

  次に、議案第４号 九十九里地域水道企業団の解散に伴う財産処分についてでございます

が、資料につきましては、ピンク色の表紙の議案つづり11ページをご覧いただきたいと存じ

ます。 

  本案は、令和８年３月31日をもって九十九里地域水道企業団を解散することに伴い、地方

自治法第289条の規定により、保有する財産の全てを千葉県企業局に承継することについて、

関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めるもの

であります。 

  以上、議案第２号ないし議案第４号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可

決、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 議案第５号について、都市建設課長。 

〔都市建設課長 林 栄司君登壇〕 

○都市建設課長（林 栄司君） それでは、議案第５号について補足説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、ピンク色の議案つづり13ページ、議案第５号をご覧ください。 

  町長からの提案理由説明がありましたとおり、道路法第10条第３項の規定により、町道路

線の変更をするものでございます。 

  １枚めくっていただき、15ページをご覧ください。 

  町道路線の変更は２路線で、首都圏中央連絡自動車道の整備に伴い、町道の認定を変更す

る必要が生じたことにより町道路線の変更をするものでございます。 

  黄色の議案関係つづり６ページ、７ページを併せてご覧ください。 

  町道Ｂ074号線路線変更箇所図になります。町道Ｂ074号線につきましては、６ページの青
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色の線の町道路線を圏央道の整備に伴い、７ページ、赤色の線の町道路線に変更いたします。

延長が470.86メートルから513.57メートルへ、幅員が2.30メートルから2.60メートルが3.22

メートルから9.67メートルへ変更となります。その他の変更はございません。 

  続いて、８ページ、９ページをご覧ください。 

  町道Ｂ218号線路線変更箇所図になります。Ｂ218号線につきましては、８ページの青色の

線の町道路線を圏央道の整備に伴い、９ページ、赤色の線の町道路線に変更いたします。こ

れによりまして、終点が遠山字庚塚278番５から遠山字庚塚278番10へ、延長が124.00メート

ルから107.63メートルへ、幅員が5.10メートルから5.40メートルが5.03メートルから6.30メ

ートルへ変更となります。その他の変更はございません。 

  以上で議案第５号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可決、ご承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

〔都市建設課長 林 栄司君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 提案理由説明の途中ですが、ここで休憩します。 

  再開は午前10時55分とします。 

（午前１０時４３分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５３分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 提案理由説明を続けます。 

  議案第６号について、財政課長。 

〔財政課長 郡司 勇君登壇〕 

○財政課長（郡司 勇君） 議案第６号 令和７年度横芝光町一般会計補正予算（第１号）に

ついてご説明いたします。 

  別冊となっております議案第６号の一般会計補正予算書をご用意願います。 

  令和７年度横芝光町の一般会計補正予算（第１号）は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ２億989万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145億

4,989万6,000円とするものです。 

  ２ページをお願いいたします。 

  ２ページ、３ページは、第１表歳入歳出予算補正で、本補正予算の款項ごとの金額です。
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内容につきましては、後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ４ページから６ページまでは、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括ですので、後ほどご

確認をお願いします。 

  それでは、歳入歳出の内容につきましてご説明申し上げます。 

  ７ページをお願いします。 

  初めに、歳入です。 

  15款２項１目総務費国庫補助金の地域公共交通確保維持改善事業費補助金は、自動運転バ

スの社会実装の推進に係る補助金で、利用者の利便性を図るための運行経路の調整とバス停

の追加などに係る補助金を増額するもので、補助率は80％です。 

  次の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、令和６年度にデフレ完全脱却のための

総合経済対策として実施された定額減税補足給付金について、定額減税の実績が確定したこ

とから、当初調整給付額に不足が生じた方などへの不足額の支給に係る交付金を新規計上す

るもので、給付金の支給に要する経費の全額が交付されます。 

  ５目教育費国庫補助金の公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金は、１人１台端末の

令和８年度更新のため、７年度当初予算に計上いたしました校内ＬＡＮ環境整備業務委託に

係る補助金で、本年４月、国の交付決定があったことから新規計上したものです。補助率は

３分の１です。 

  16款２項４目農林水産業費県補助金の千葉県経営所得安定対策等推進事業費補助金は、経

営所得安定対策等に係る事務的経費に対する補助金で、物価高騰対策のため増額配分となっ

たことから増額するものです。 

  次の小規模飼料生産支援事業補助金は、飼料作物の生産面積の新規拡大に必要な機械の導

入に対し３分の１を補助するもので、畜産農家が購入する機械１件分について新規計上しま

した。 

  19款２項９目ふるさとまちづくり基金繰入金は、自動運転モビリティ事業の財源とするた

め繰り入れるものです。 

  20款１項１目繰越金は、今補正予算の財源調整として計上しました。 

  21款５項１目空港周辺対策交付金は、令和６年度に山武郡市広域行政組合立養護老人ホー

ム坂田苑が空気調和機器機能回復工事を実施したことに伴い、借入金の償還相当として、空

港周辺対策普通交付金の公共施設割が増加したことから増額計上しました。 
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  ７項１目雑入の基盤整備基礎調査事業地元負担金は、経営体育成基盤整備事業を予定して

いる南条１期地区の計画概要書策定業務委託に係る匝瑳市及び匝瑳市受益分の地元負担金で、

国庫補助金の内示額が減額となったことから、計画概要書の作成を町単独事業として実施す

るため、係る経費を案分し増額するものです。 

  ８ページをお願いします。 

  続いて、歳出です。 

  ２款１項８目企画費の企画調整事務費は、横芝光町地域公共交通計画の令和９年度改定に

向け、公共交通に関する現況把握や利用者アンケートの実施など、総合的な見直しのための

基礎調査を早期に実施する必要があることから、地域公共交通計画策定業務委託料を新規計

上するものです。 

  次の自動運転モビリティ事業は、運行経路の調整とバス停の追加など、利用者の利便性を

図るとともに、社会実装を促進する運用方策の検証・調査などに係る支援業務を委託するた

め、自動運転実証調査業務委託料を増額するものです。 

  11目空港対策費の騒音防止対策施設維持管理事業は、令和６年度に山武郡市広域行政組合

立養護老人ホーム坂田苑が空気調和機器機能回復工事を実施し、空港周辺対策普通交付金が

増額となったことから、山武郡市広域行政組合分の補助金を増額するものです。 

  ２項１目税務総務費の定額減税補足給付金（不足額給付）給付事業は、令和６年度に実施

された定額減税補足給付金について、６年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したこ

とから、本来給付すべき額が６年度に給付された当初調整給付額を上回った方に対して、そ

の差額を追加で給付するための経費を計上いたしました。３節職員手当は、当該事業の実施

に伴う時間外勤務手当です。10節需用費の消耗品費は、個別通知状の用紙など事務用品の購

入代です。11節役務費の通信運搬費は、支給確認書や振込通知書などの郵送料、次の手数料

は給付金の振込手数料です。12節委託料の電算処理委託料は、支給確認書や封筒などの作成、

印刷及び封入封緘などの委託料、次の給付金システム改修業務委託料は、給付対象者の抽出

を行うための住民情報系システムの改修費です。19節扶助費の定額減税補足給付金（不足額

給付）給付費は、給付対象者を3,200人と見込み計上しました。 

  ４款１項２目予防費の個別予防接種事業は、65歳の方などへの帯状疱疹ワクチンの予防接

種が、本年４月より予防接種法に基づく定期接種の対象となったことから、帯状疱疹ワクチ

ンの予防接種に係る経費を増額するものでございます。当該予防接種の対象者は年度内に65

歳になる方などで、５年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95
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歳、100歳になる方も対象となります。また、今年度に限り、100歳以上の方全員も対象とな

ります。10節需用費の消耗品費は予防接種個別通知用の用紙購入代、11節役務費は個別通知

の郵送料です。12節委託料は帯状疱疹ワクチンの定期接種に伴う個別接種委託料の増額で、

接種者を531人と見込み計上しました。 

  ５款１項３目農業振興費の需給調整対策総務事業は、物価高騰対策として、千葉県経営所

得安定対策等推進事業費補助金が増額となったことから、横芝光町農業再生協議会に対する

補助金を増額するものです。 

  ４目畜産振興費の飼料生産拡大整備支援事業は、町内の畜産農家１戸が整備する飼料収穫

用機械の導入に対する補助金を新規計上しました。補助率は３分の１で、千葉県の小規模飼

料生産支援事業補助金を100％充当し、実施しようとするものでございます。 

  ５目農地費の経営体育成基盤整備事業（南条支線）は、南条１期地区の令和10年度の事業

採択に向け、計画概要書作成業務に係る調査委託料を増額計上しました。南条１期地区の計

画概要書の作成につきましては、当初、国・県の補助事業の活用を予定しておりましたが、

令和７年度国庫補助金の内示額が減額となり、計画概要書の作成が先送りとなる見込みから、

事業計画の進捗を図るため、町単独事業で作成しようとするものでございます。 

  10ページをお願いします。 

  ７款４項１目都市計画総務費の横芝光ＩＣ周辺開発事業は、事業区域内に設置されている

揚水機場１か所が開発の推進により滅失した場合の影響や、近接する揚水機場１か所での代

替の可能性などを早急に調査する必要があることから、調査委託料を増額するものです。 

  ９款１項２目事務局費は財源振替で、歳入でもご説明いたしましたが、１人１台端末の令

和８年度更新に向け実施する校内ＬＡＮ環境整備業務委託について、本年４月、国庫補助金

の交付決定があったことから財源を振り替えるものです。 

  ４項３目共同利用施設費の文化会館維持管理事業は、文化会館和室上部のタイル屋根防水

シートが経年劣化により損傷し、雨漏りが発生するおそれがあることから、和室上部の屋根

防水のための施設改修工事を増額しました。 

  11ページ以降の給与費明細書の説明は割愛させていただきますので、後ほどご確認をお願

いします。 

  以上、令和７年度横芝光町一般会計補正予算（第１号）の説明とさせていただきます。慎

重審議の上、可決、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〔財政課長 郡司 勇君降壇〕 
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○議長（小倉弘業君） 議案第７号について、東陽病院事務長。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君登壇〕 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） 議案第７号 令和７年度横芝光町病院事業会計補正予算

（第１号）の補足説明をさせていただきます。 

  資料につきましては、別冊、議案第７号の補正予算書をお願いします。 

  今回の補正予算の要旨ですが、公益財団法人地域社会振興財団の令和７年度100年時代づ

くり・地域創生ソフト事業交付金の採択決定に伴う収入及び支出の補正であります。 

  １ページをお願いします。 

  第１条は総則で、第２条の収益的収入及び支出において、収入の第１款病院事業収益、支

出の第１款病院事業費用ともに、補正前の額18億1,080万円に補正額109万9,000円をそれぞ

れ追加し、収益的収支予算の総額を収入・支出それぞれ18億1,189万9,000円とするものであ

ります。 

  詳細につきましては、補正予算説明書で説明させていただきますので、３ページ目をお願

いします。 

  収益的収入及び支出の上段、収入ですが、１款３項２目１節の補助金は109万9,000円の補

正で、人生100年時代づくり・地域創生ソフト事業交付金の採択決定に伴う増額補正であり

ます。交付決定額は110万円でありますが、存目計上分1,000円を差し引いた109万9,000円の

補正であります。これは、昨年度から活動しておりますコミュニティナース事業、また、補

助採択事業名では東陽病院と地域をつなげるプロジェクトでありますが、当該活動のさらな

る推進に要する経費などがこのたび認められ、補助金の交付決定となったものであります。 

  下段、支出は、当該事業の経費などで、１款１項３目４節の職員被服費は11万円の増額補

正で、コミュニティナース活動用被服費であります。５節消耗品費で14万9,000円の増額補

正、11節印刷製本費２万円の増額補正で、パンフレット等を作成します。16節委託費30万円

の増額補正は、活動拠点となりますコミュニティルームの壁面へホスピタルアートを描くた

めのデザイン委託費であります。19節雑費は６万円の増額補正で、活動に要する雑費であり

ます。 

  また、６目研修費は、２節謝金25万円の増額補正は先進地外部講師への謝金であります。

３節図書費６万円の増額補正は書籍購入費、４節研修旅費15万円の増額補正は、コミュニテ

ィナースで活動します職員の先進地視察に要する旅費であります。 

  以上のように、３目経費と６目研究研修費を合わせました支出、病院事業費用の補正額は、
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収入である病院事業収益補正額と同額の109万9,000円を増額補正するものであります。 

  以上、議案第７号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可決、ご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 議案第８号及び議案第９号について、総務課長。 

〔総務課長 鈴木正広君登壇〕 

○総務課長（鈴木正広君） 議案第８号及び第９号につきましてご説明させていただきます。 

  初めに、議案第８号 横芝光町教育委員会教育長の任命について補足説明させていただき

ます。 

  ピンク色の表紙の議案つづり17ページをお願いいたします。 

  本案は、町長が提案理由で申し上げましたとおり、横芝光町教育委員会教育長の實川睦子

氏の任期が令和７年６月21日をもって満了となりますことから、新たに教育長を任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を

求めるべく提案したものでございます。 

  小川重之氏は、横芝光町横芝にお住まいで、昭和38年生まれでございます。同氏は昭和63

年５月に浦安市立見明川小学校教諭を振出しに、長きにわたり教育現場でご活躍され、浦安

市及び山武郡市内の教諭として地域や行政機関との連携を深めながら、常に子供の視点に立

った児童第一主義で教育を実践されてきました。平成24年４月から横芝光町立横芝小学校教

頭に着任し、平成26年４月から横芝光町教育委員会教育課主幹及び副課長を経て、平成29年

４月から横芝光町立白浜小学校校長に着任、平成31年４月から山武郡市広域行政組合教育委

員会教育支援課長を経て、令和３年から横芝光町立横芝小学校校長に着任し、継続は力なり

の校訓の下、確かな学力を持ち、心豊かで健やかな児童の育成という学校教育目標の具現化

を目指し、児童の健全育成、教職員の人材育成や意欲向上を図り、地域に信頼される学校づ

くりに努めるなどして、令和６年３月末に退職されました。 

  同氏は、教育分野に関する豊富な知識と経験を有し、かつ人格高潔であり、教育委員会教

育長として適任の方でございますので、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、議案第８号

の補足説明とさせていただきます。 

  次に、議案第９号 横芝光町教育委員会委員の任命について補足説明させていただきます。 

  ピンク色の表紙の議案つづり19ページをお願いいたします。 

  本案は、町長が提案理由で申し上げましたとおり、横芝光町教育委員会委員の加瀬博幸氏
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の任期が令和７年８月21日をもって満了となりますことから、加瀬博幸氏を引き続き教育委

員に任命したく、議会の同意を求めるものでございます。 

  加瀬博幸氏は、横芝光町横芝にお住まいで、昭和30年生まれでございます。同氏は令和３

年８月から町教育委員会委員に就任し、また、令和５年６月から現在まで教育委員会教育長

職務代理者を務めております。同氏は、昭和53年４月に山武町立山武中学校教諭を振出しに、

東金市立西中学校、同じく東中学校の教頭などを務め、平成20年４月からは芝山町立芝山中

学校、横芝光町立横芝中学校の校長を歴任されました。 

  現在も、教育行政の推進にご尽力をいただいており、教育委員会委員として適任の方であ

りますので、ご同意を賜りますようお願いを申し上げ、議案第９号の補足説明とさせていた

だきます。 

〔総務課長 鈴木正広君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 報告第１号及び報告第２号について、財政課長。 

〔財政課長 郡司 勇君登壇〕 

○財政課長（郡司 勇君） 初めに、報告第１号についてご説明申し上げます。 

  ピンク色の表紙の議案つづり21ページをご覧ください。 

  報告第１号 令和６年度横芝光町一般会計継続費繰越報告についてでありますが、本件は

継続費の令和６年度分年割額のうち、年度内に支出の終わらなかったものを翌年度に繰り越

したことから、地方自治法施行令第145条第１項の規定により、その繰越額を報告するもの

です。 

  対象事業の１つ目、２款総務費、１項総務管理費の総合計画策定事業は、契約における入

札差金を繰り越すもので、令和６年度継続費予算額1,099万4,000円のうち56万6,000円を翌

年度に逓次繰越ししたものです。 

  次の３款民生費、１項社会福祉費の社会福祉総務事務費（地域福祉計画策定業務）は、契

約における入札差金を繰り越すほか、町民及び団体アンケートの回収率を上げるため、期限

延長などの対応を行ったことにより、令和６年度に予定していた報告書の作成が年度内に完

了しなかったことから、令和６年度継続費予算額524万7,000円のうち321万2,000円を翌年度

に逓次繰越ししたものです。 

  ７款土木費、４項都市計画費の横芝光ＩＣ周辺開発事業（都市計画用途地域見直し等支援

業務）は、契約における入札差金を繰り越すもので、令和６年度継続費予算額1,232万円の

うち24万2,000円を翌年度に逓次繰越ししたものです。 
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  ９款教育費、２項小学校費の横芝小学校改築事業は、令和５年度に実施した契約事務に時

間を要し、５年度に予定していた工事の一部を６年度に繰り下げたことに伴い、建設工事全

体が後ろ倒しとなったことから、令和６年度継続費予算現額32億8,946万2,000円のうち12億

22万6,000円を翌年度に逓次繰越ししたものです。 

  続きまして、報告第２号についてご説明します。 

  23ページをご覧ください。 

  報告第２号 令和６年度横芝光町一般会計繰越明許費繰越報告についてでありますが、本

件は、令和６年12月議会定例会及び７年３月議会定例会で繰越明許費の承認をいただきまし

た事業につきまして、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、その繰越額を報告す

るものです。 

  繰越しを行った事業は８事業で、繰越額の総額は、翌年度繰越額の計の欄に記載のとおり、

１億5,460万8,000円となりました。 

  １つ目、２款１項総務管理費の地域生活応援券発行事業（第３弾）（重点支援交付金）は、

町内協力事業者で使える商品券を町民１人当たり2,500円分を配布するもので、使用可能期

限を令和７年８月31日までとしていることから繰り越したものです。 

  ３款１項社会福祉費の低所得世帯支援給付金給付事業（非課税世帯・こども加算）は、令

和６年度住民税非課税世帯に対し１世帯当たり３万円を給付し、対象世帯のうち18歳以下の

児童を扶養している世帯に対し、児童１人当たり２万円を加算して給付するもので、給付対

象者からの申請期限を令和７年７月31日までとしていることから繰り越したものです。 

  次の高齢者福祉施設物価高騰対策支援事業（重点支援交付金）は、町内の高齢者福祉施設

６事業所に対し、施設の定員数に応じ、定員１人当たり１万7,000円を交付するもので、申

請期限を令和７年４月18日までとしていることから繰り越したものです。 

  ５款１項農業費の成田用水土地改良区負担金事業は、下総幹線用水路整備補修工事に係る

負担金で、設計変更により年度内に工事が完了しなかったことから繰り越したものです。 

  次の広域営農団地農道整備事業は、作田川橋梁工事に係る負担金で、令和６年度に実施し

た下部工事に係る前払い金及び部分払いの請求が請負業者からなく、年度内に支払いがなか

ったことから繰り越したものです。 

  ７款２項道路橋りょう費の直営舗装事業は、中台地先において工事予定箇所の近接地で別

工事が実施されており、当該工事終了後に工事を開始するため、年度内に工事が完了しなか

ったことから繰り越したものです。 



－22－ 

  次の町道Ⅱ－10号線道路改良事業（横芝地先）は、物件調査委託等につきまして、関係機

関などとの協議に不測の日数を要し、年度内に完了しなかったことから繰り越したものです。 

  ４項都市計画費の横芝駅北側周辺地区整備事業は、横芝駅北側周辺地区まちづくり検討調

査業務委託において、関係機関などとの協議に不測の日数を要し、年度内に完了しなかった

ことから繰り越したものでございます。 

  以上で報告第１号及び報告第２号の説明とさせていただきます。 

〔財政課長 郡司 勇君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 報告第３号について、東陽病院事務長。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君登壇〕 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） それでは、報告第３号についてご説明申し上げます。 

  ピンク色の表紙、議案・報告つづりの最終25ページをご覧ください。 

  報告第３号 令和６年度横芝光町病院事業会計建設改良費繰越報告についてであります。 

  本件は、令和６年度横芝光町病院事業会計のうち建設または改良に要する経費の一部、受

水槽更新工事を繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第３項の規定によりまして、予

算を繰り越した旨を議会に報告するものであります。詳細につきましては、令和６年度横芝

光町病院事業会計建設改良費繰越計算書にてご説明させていただきます。 

  １款資本的支出、１項建設改良費の受水槽更新工事、予算計上額3,990万円を翌年度に繰

り越したものであります。これは、令和６年度中に２度の入札不調によりまして、工事着工

日の遅延により、適正工期を確保するためには工期が年度をまたぎ、年度内での工事完成が

できなくなり繰越しとなったものであります。 

  入札不調の要因としましては、１回目は入札資格要件であります専任技術者として必要な

１級管工事施工管理技士を確保できる業者がいなかったことによる不調、２回目の入札不調

につきましては、更新すべく管及び各資機材の製造・納品に不測の時間を要することが判明

し、唯一の入札業者から入札の取下げ申請が提出され、不調となりました。よって、３回目

の入札となったことから、適正工期確保のため繰越しせざるを得なくなったものであります。 

  以上で報告第３号の補足説明とさせていただきます。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 報告第１号 令和６年度横芝光町一般会計継続費繰越報告について、

報告第２号 令和６年度横芝光町一般会計繰越明許費繰越報告について、報告第３号 令和

６年度横芝光町病院事業会計建設改良費繰越報告については、ただいま説明のとおりですの
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で、ご了承願います。 

  以上で執行部からの提案理由説明を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

（午前１１時３０分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ０時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎一般質問 

○議長（小倉弘業君） 日程第５、これより一般質問を行います。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 市 原 成 一 君 

○議長（小倉弘業君） 通告順に発言を許します。 

  市原成一議員。 

〔４番議員 市原成一君登壇〕 

○４番（市原成一君） それでは、一般質問させていただきます。議席番号４番、市原成一が

議長のお許しをいただき、一般質問をさせていただきます。 

  私は、常にこの町の人口減少問題に危機感を抱いております。さらに、人口減少に起因し、

歳入面が縮小するにもかかわらず、予算規模は増大していく、このことに将来の行財政運営

は大丈夫かと不安に思っている一人でございます。そこで、過去の一般質問でも人口動態に

触れましたが、今回はさらに社会増減の年齢別、性別を中心に調査した結果からお話をさせ

ていただきます。 

  まず、人口減少の大きな理由は、やはり深刻な少子化がもたらす自然減です。死亡者数に

比べ出生数が極端に少なく、このことが人口減少の一番の要因であります。 

  次に、社会増減についてお話をいたしますと、転入人口と転出人口は、ここ５年ほどの動

向は転入が上回っております。しかし、これは過去にもお話をいたしましたが、外国人の転

入超過によるものでありました。 

  そこで、日本人に絞ってお話をしますと、明らかに社会減です。そのうち特筆すべきは、

10代、20代の転出超過であります。細かな分析をしたわけではありませんが、推測として、



－24－ 

10代では高校を卒業し、専門学校や大学への就学のためにこの地を離れます。その中には、

この町に住所を置いたままこの地を離れる人もおり、年平均15名程度の社会減。これが20歳

代になると、年平均75名程度の社会減となります。これは、大学や専門学校を卒業し就職す

ることを機に、転出届を出す方が多いのではないかと推測をいたしております。このまま若

者の転出超過が続けば、本当に限界集落や消滅可能性都市は避けられないと思っております。 

  この人口減少は、町の行財政運営にも大きく影響するものと考えます。生産年齢人口の減

少とともに税収などの自主財源が減少し、反面、社会保障費など財政需要は増加していき、

既に財政力指数、経常収支比率はともに悪化しているように見受けております。 

  各区に目を向ければ、現在でも各集落から推薦をいただく役職員の成り手がいないという

事態が発生をしております。このような人口減少問題は就業場所が少ない、これが大きな要

因と誰しもが思っていることでしょう。 

  そこで、町では各種計画の中に、生産年齢人口の増加のために、航空業界への就業に期待

する文言が表記をされております。人口流出を抑止または人口を呼び込み、一定の人口規模

を維持したいとしている計画であると解釈をいたしております。これが就業機会の確保の観

点から、成田国際空港の機能強化は千載一遇のチャンスと捉えていると思っています。私も

それを期待している一人です。しかし、思っているだけでは効果は表れません。 

  そこで、大綱１として、成田国際空港の機能強化について、この千載一遇のチャンスを生

かすために、具体的にどのような施策を打っているのか。そして、どのような効果があった

のか、お尋ねをいたします。また、未着手事業にあっても結構です。予定内容及び事前評価

について教えてください。 

  次に、町予算財源についてお尋ねをいたします。 

  先ほど申し上げましたように、この町は人口減少から自主財源が減少し、あわせて、地方

交付税や各種交付金も年々減少するであろうと予測をいたしております。そこで、国や県か

らの補助金等の依存財源はますます重要性を増すものと考えます。 

  しかしながら、昨年度の最終補正予算で、事業費に充てるべき社会資本整備総合交付金の

交付額が少なく、年度内に事業が進められないとの理由でⅠ－18号線の事業費が補正で減額

返上されました。この道路事業は、成田国際空港周辺地域整備計画に、この町唯一の道路事

業として掲載をされていたと記憶しております。Ⅰ－18号線としか計画書に書かれていない

ので、補助対象区間が限定されているのかもしれませんが、この計画書に登載されていると、

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律、通称成田財特によりま



－25－ 

して、通常50％の補助が30％のかさ増しによって80％補助と、大変有利な交付金事業ではな

かったでしょうか。 

  私が心配するのは、この成田財特法は時限が令和10年で終了すると思っております。この

ままですと事業完了ができないのではないかなというふうに心配をしているところでござい

ます。なぜに、潤沢に財源措置があるときに積極的に進めなかったのでしょうか。 

  私は、昨年度も国庫補助金を受けて実施しないのかと尋ねた住宅事業がありました。この

件は今でも本当に惜しいことをしたなと思っております。今さら遡って補助事業採択はあり

得ないので、同じことを聞くことは避けます。一番の心配は、ほかにもこのように有利な財

源を見逃したものはありませんか。これから様々な事業採択に向けて、しっかりと財源措置

も含め、計画的・効率的・合理的に進めていただきたいと思いを込めまして、大綱２点目と

して、町予算財源に関してお尋ねをいたします。 

  その１つ目、財源確保の観点から、国・県補助金の有効活用についてどのようにお考えか。

また、この先５年程度で補助金交付制度が期限を迎えるものはありませんか。 

  ２つ目、成田国際空港周辺対策交付金についてお尋ねをいたします。 

  町長は10年ほど前、成田国際空港の機能強化について、ゴーサインを出すべきか否かで大

変悩んでおりました。悩みに悩んだ結果、騒音下で暮らす町民のことを考えると断腸の思い

であり、苦渋の選択として、町発展のためにゴーサインを出しました。私は今でも、この町

長判断は正しかったと思っております。その結果が、町とＮＡＡとの良好な関係、そして空

港交付金の交付額などに現れているのではないでしょうか。町長が政治手腕を十二分に発揮

されたことに対し、改めて賛辞を送らせていただきます。本当にご苦労さまでございました。 

  ただ、この交付金の使い道について、時折疑問を感じることがあります。自治法上の町長

の予算調整権を侵害するつもりは毛頭ございませんが、ヨコシバテラスと自動運転モビリテ

ィ事業は、私の厳しい見方ですが、投資効果が乏しいにもかかわらず、財政リスクは全て町

が負う、いわゆる利益相反のような状態ではないかと思っております。ここへの財源充当が、

果たして町発展の振興策のためと言えるのだろうかと、時折考えさせられることがございま

す。当時、町長が悩んでいる姿に、町が発展するならとゴーサインに同調してくださった住

民の皆さんの意を酌み取る形なのか、疑問に思っています。どのようなお考えで、この２つ

の事業に充当されているのか、教えていただきたいと思います。 

  ３つ目として、小学６年生になると飛行機に乗れると、周遊フライトを心待ちにしている

子供たちに代わってお尋ねをいたします。この周遊フライトは、コロナ禍での修学旅行の代
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替事業としてスタートしたものと思っていますが、今では立派にキャリア教育の一環として

確立し、効果もしていると思っております。そのことから、そろそろ当初予算計上をするの

かなと思っておりました。しかしながら、当初予算にはございませんでした。過去には補正

予算措置であるので、今年も６月補正なのかと期待をしておりましたが、今回の補正予算に

もありません。当初予算説明で聞き漏らしたのかもしれませんが、今年度の周遊フライト事

業はどのようになるのか、お尋ねをいたします。 

  町長もご覧になったと思いますが、令和７年３月25日付の千葉日報、この記事を読む限り

は、周遊フライトを体験した子供たちは、将来の就業先として航空業界に目を向けてくれた

のではないですか。こういう事業こそが、若者に住み続けてもらう施策として効果的である

と思っております。まだまだ航空業界ではスタッフが足らず、またチャーター便の機材のや

りくりにも苦慮しているかもしれませんが、新聞報道にもありましたように、航空会社も積

極的に受入れを考えたいと言っております。ぜひとも実現に向けた準備をしていただきたい

と思います。 

  次に、大綱３点目の自動運転モビリティ事業についてお尋ねをいたします。過日の議会議

員全員協議会で質問をさせていただきましたので、なるべく簡略に済ませたいと思っており

ます。 

  １つ目として、１便当たりの乗車人員ですが、行事や視察を除き、平均的に１便当たり何

人が乗車をしているのでしょうか。 

  ２つ目として、乗客１人当たりの輸送コストは、試算が可能であれば、収支率も教えてい

ただきたいと思っております。現時点では、あくまでも実証運行ですので、この次に自動運

転もレベル４にステップアップし、経営面も考慮した実装という形での試験運行になります。

このステップアップは、この町にとって厳しい状況になるのではないでしょうか。 

  また、国が示している補助金交付要綱などを見ると、国土交通省も総務省もいずれ補助金

が終了することを示唆しております。私はわけもなく、この事業をすぐにやめてくださいと

言っているわけではありません。この事業をいつまでも続けては、補助金制度終了と同時に、

財政負担のみが重くのしかかりませんか。それを心配しております。今後、駅北側やインタ

ー周辺開発など、大型事業が控えているのではないですか。この町の財政状況は、財政力指

数、経常収支比率ともによいとは言えません。経常収支比率にあっては90％に近く、財政は

硬直化してきていると言えます。今こそ事業の選択と集中、スクラップ・アンド・ビルドの

精神で事業整理をすべきときと思いますが、いかがでしょうか。 
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  そこで３つ目、ずばり聞きます。いつまで自動運転モビリティ事業を継続するおつもりな

のか、お尋ねをいたします。 

  次に、人口減少問題についてお尋ねをします。 

  １つ目、消滅可能性都市に向かっている原因は特定をできていると考えております。その

対策としてどのような施策を考え実行しているのか、お尋ねをいたします。 

  ２つ目として、各区のコミュニティ活動を維持するために、長年その地域に住み続けてい

ただくことが肝要であると考えます。転出抑止は急務と考えておりますが、その点を執行部

ではどのように考えているか、お尋ねをいたします。 

  ３つ目として、人口推計と人口ビジョンに掲げる目標値に大きな差がありました。このた

び示された総合計画での人口推計では、ギャップは縮まったように見てとれますが、この目

標値を達成するために対策をどのようにお考えか、教えてください。 

  以上、壇上からの質問といたします。執行部の明快なご答弁をお願いいたします。 

〔４番議員 市原成一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  町長。 

〔町長 佐藤晴彦君登壇〕 

○町長（佐藤晴彦君） それでは早速、市原成一議員のご質問にお答えいたします。 

  なお、私からは大綱１点目、「成田国際空港機能強化について」にお答えし、その他のご

質問につきましては担当課長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  平成30年３月13日に、断腸の思いで成田空港の更なる機能強化に合意してから７年、これ

を一大契機と捉え、様々な取り組みを進めてまいりました。 

  主な例を申し上げますと、国、県への要望と協議を重ねることで栗山川河川改修が推進さ

れ、河道掘削に着手し、横芝光ＩＣから成田空港へ向かう道路整備は早期事業化を目標に調

査が開始されております。当町の税関の所管につきましても、横浜税関であることの弊害が

特例的に緩和されたことで、工業団地内に航空物流事業者の立地が進みました。 

  町内においては、増額された周辺対策交付金を活用し、地区への補助対象範囲拡大による

コミュニティ活動支援や、騒音区域住民への支援として補助の拡充を実施してまいりました。

学校給食費につきましても、他自治体に先駆けて無償化し、これらは移住・定住に資する施

策でもございます。 

  交通関係では、東京駅までの高速バスの誘致、成田便の運行開始と拡充、横芝駅のエレベ
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ーターもハードルが高いといわれていたところでありますが、国土交通省やＪＲ東日本と協

議を重ね設置することができました。 

  また、道半ばではございますが、横芝光ＩＣ周辺開発、こどもの国跡地周辺開発、横芝駅

北口開発等の各種開発に係る協定の締結により、まちづくり推進の土台が整備されてきたと

ころでございます。 

  このほかにも、人口減少の厳しい局面の中、女性活躍やＤＸ、国際化の推進といったソフ

ト事業を推進することで、増加が見込まれる空港従業員の定住促進を図り、引き続き千載一

遇のチャンスを生かすべく、努力を重ねてまいります。 

  以上で私の壇上からの答弁とさせていただきます。 

〔町長 佐藤晴彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 財政課長。 

〔財政課長 郡司 勇君登壇〕 

○財政課長（郡司 勇君） 市原成一議員ご質問の大綱２点目、「町予算財源について」のう

ち、「財源確保対策の観点から、国・県補助金の有効活用についてどのように考えているか、

また、この先５年程度で補助金交付金制度の終了を迎えるものはないか」にお答えいたしま

す。 

  初めに、「財源確保対策の観点から、国・県補助金の有効活用についてどのように考えて

いるか」でございますが、当町の財政状況につきましては、歳入においては、成田国際空港

周辺対策交付金が一定額見込めるものの、自主財源の根幹となる町税については、生産年齢

人口の減少及び少子高齢化の進展により、大幅な増収を期待することができない状況です。 

  一方、歳出においては、人事院勧告等による人件費の上昇など、義務的経費が増加となる

見込みのほか、投資的事業においても、公共施設の維持管理に要する経費に加え、成田空港

の更なる機能強化を町にとって千載一遇のチャンスとして捉え、横芝駅北側の開発、横芝光

ＩＣ周辺の企業誘致など、子どもたちが夢を持てるようなまちづくりに係る経費も必要でご

ざいます。 

  また、頻発化している自然災害への迅速な対応のためには、十分な一般財源を確保した健

全財政の維持が必要であり、国・県補助金を活用した財源確保も非常に重要なものとなって

おります。 

  このようなことから、当初予算編成方針におきましても、国及び県の予算編成や補助制度

の動向を把握し、補助対象となるものは積極的に活用することとしております。また、国や
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県からの財政支援の減少や廃止が見込まれる事業については、積極的に見直しを検討するこ

ととしておりますことから、国・県補助金は適切に有効活用してきていると認識しておりま

す。 

  次に、「この先５年程度で補助金交付金制度の終了を迎えるものはないか」でございます

が、国・県補助金の種類は多種多様でございますので、当町の令和７年度当初予算に計上し

ているものでお答えしますと、補助制度終了によるものは国庫補助金で１件見込まれており

ます。目的が終了した補助金等は廃止されますことから、補助金が存続している間は、可能

な限り有効活用を検討することで、町の一般財源の確保につなげてまいりたいと考えており

ます。 

〔財政課長 郡司 勇君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君登壇〕 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 市原成一議員ご質問の大綱２点目「町予算財源について」の

うち、「（２）成田国際空港周辺対策交付金について」と、大綱３点目「自動運転モビリテ

ィ事業について」と、大綱４点目「人口減少問題について」にお答えいたします。 

  初めに、大綱２点目「町予算財源について」のうち、「なぜに効果が薄いモビリティ事業

の補助裏に充当するのか。国の補助率100％が事業開始の起源では」についてですが、自動

運転モビリティ事業は、周辺の自治体にはない交通サービスの導入実現を目指すことで、魅

力ある住みやすい町として認知され、定住者の確保と移住者獲得へつながり、また、成田空

港の機能強化による新たな居住者獲得に向けた施策事業と結びつくことで、先進的なまちづ

くりにつながる事業として実施していることから、空港周辺対策交付金を活用可能な事業と

して考えています。 

  なお、本事業の財源は、当初から国の補助金を前提としていることに変わりませんが、ふ

るさとまちづくり基金とともに空港周辺対策交付金を充てることについて、事業開始の段階

で町議会のご理解をいただき、本事業に取り組んでいるものでございます。 

  次に、「計画的に実施すれば、不要であったヨコシバテラスの家賃補助に充当する理由は、

財源計画や展開手法の選択が正しければ、町負担は回避できたはず」についてですが、ヨコ

シバテラスは、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく移住定住促進事業として事業を開

始し、町への定住者の増加と子育て世帯に優しい町づくりを目指し、事業を実施しておりま

す。 
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  ヨコシバテラスにつきましては、入居開始が令和７年１月であり、開始当初からの満室入

居に至らなかったため、財政負担が増加してしまった部分はございますが、本事業を実施す

るにあたり、町の収支計画を算出しますと、直接収入は家賃収入、間接収入は町税や普通交

付税を見込んでおり、将来的に89％の入居率である場合、収支率はプラスマイナスゼロであ

るとの試算により事業に着手いたしました。 

  また、ヨコシバテラスは、空港機能強化を踏まえた新たな居住者獲得に向けたまちづくり

構想関連事業であり、空港機能強化により空港関連従業員の増加が見込まれるため、この

方々を町へ呼び込むための施策のひとつとして実施している事業であり、騒音区域内に立地

していることから、地域の人口減少抑制にも効果を見込んでおりますので、空港周辺対策交

付金の充当が可能な事業と考えております。 

  次に、「空港交付金を活用し子ども達の周遊フライトを続けた方が、今後の町づくりには

効果的と思うが」についてですが、周遊フライトは、航空業界学習事業として、航空機チャ

ーターによる周遊体験をすることで、航空機を身近に感じ、航空関係で働く人々に興味を持

ってもらうことを目的として、令和２年度より町内小学６年生を対象に実施しているところ

です。実施内容としましては、搭乗手続きを含む周遊フライトと整備士による空の上の航空

教室、機内食体験等を行っております。 

  周遊フライトを通じて、子ども達の感性や好奇心を刺激し、「楽しい」だけではなく、体

験学習を行うことにより飛行機を身近に感じ、「学び」や「成長」につながることが本事業

の大きな魅力であり、教育を通じ、町の価値を高めるという点からも、非常に効果的な事業

であると考えております。 

  町としましても、航空需要の回復により、機材の確保が難しくなってきている状況はあり

ますが、子ども達が空港の役割や町と空港のつながりについて考える機会と捉え、将来の航

空業界の担い手となっていけるよう、引き続き予算確保を目指し、事業を継続していけるよ

う努力してまいります。 

  次に、大綱３点目「自動運転モビリティ事業について」にお答えいたします。 

  初めに、「（１）１便当たりの乗車人数は（行事や視察を除き）」についてですが、通年

の実証走行を行いました令和６年４月１日から令和７年３月31日までの１年間における行事

や視察の利用者を除きました１便当たりの乗車人数は0.63人でありました。 

  次に、「（２）１人輸送コストは（試算可能であれば収支率も）」についてですが、令和

６年度の実証走行に係る経費から算出した輸送コストは、１人当たり７万8,172円の試算結
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果となります。 

  なお、収支率につきましては、本事業を開始した段階から無料で実証運行を行っておりま

すので試算できませんが、仮に町内バスの運賃100円と同額とした場合における収支率は

0.13％の試算結果となります。 

  次に、「（３）いつまで継続するつもりか、その理由は」についてですが、現在、国の掲

げている全国100箇所以上での自動運転レベル４による社会実装実現の目標年次の2027年度

までは、国の支援が続くものと見込んでおります。毎年度の国庫補助事業の採択を必須条件

として、当町における自動運転レベル４による交通サービスの実現に向け、本事業を取り組

んでまいりたいと考えております。 

  もっとも、今年度は今後の事業継続の判断が必要な年でもありますので、利用者の需要拡

大、社会受容性の向上、今後の財源見込みなどの課題を整理しながら、本事業の実績や効果

を丁寧に検証しつつ、様々な声を真摯に受け止めることが重要だと考えております。 

  また、継続する理由につきましては、自動運転技術を活用した新しい交通サービスの導入

によって、当町のまちづくり施策事業との連携による新たなサービスの創出とコンパクトシ

ティの実現に向けた事業であること、高齢化の進展と交通業界における人材不足による公共

交通の縮小、廃止などへの対応となり得ること、新しく先駆的な交通サービスとして、当町

の魅力向上に資する事業であることなどが理由でございます。 

  次に、大綱４点目「人口減少問題について」お答えします。 

  初めに、「（１）消滅可能性都市に向かっている原因は特定できていると考えるが、その

対策は」についてですが、人口戦略会議で公表された令和６年地方自治体持続可能性分析レ

ポートの分析結果において、20から39歳の若年女性人口の減少率が、2020年から2050年まで

の30年間で50％以上となる744の自治体が消滅可能性自治体とされ、この中で若年女性の人

口減少率52.8％であった横芝光町も該当とされました。 

  この分析結果から、若年女性人口の減少に歯止めをかける対策が必要であると考えます。

当町では、平成27年度に策定した横芝光町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき様々な

施策に取り組み、横芝光町まち・ひと・しごと創生会議において、総合戦略における施策の

効果検証を行ってまいりました。加えて、空港機能強化を契機として、冒頭にご説明させて

いただいた空港機能強化を踏まえた新たな居住者獲得に向けた調査検討において、メインタ

ーゲットとする空港関連従業員、特に20代後半から30代の共働き子育て世帯を定住人口とし

て誘引するため、各種施策を進めているところでございます。 
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  次に、「（２）特に、各区コミュニティ活動維持のための転出抑止は急務と考えるが」に

ついてですが、各区コミュニティ活動は、安全な暮らし、互助、地域の活性化など、地域社

会を維持するためには必要不可欠であります。 

  現在、当町においても少子高齢化が進行し、人口減少が進んでいる中で、各区コミュニテ

ィ活動の持続性を担保するためにも、中心的役割となる若年層の転出を抑止し、また、一度

転出した方の回帰を促進することが急務であると考えますので、当町に適合する施策を研究

し取り組んでまいります。 

  次に「（３）人口推計と人口ビジョンに掲げる目標値のギャップの補塡策は」についてで

すが、現在の第２期人口ビジョンにおける人口の将来展望は、第１期人口ビジョンの推計手

法を基に、成田空港の新規就業者による町への定住者が、2025年から2040年までに4,032人

増加すると見込んで設定いたしました。国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研の

推計人口は将来的に減少傾向を示すのに対し、第２期人口ビジョンの将来展望では、成田空

港の更なる機能強化に伴う就業者等における町への定住者の増加を見込み、2025年から2040

年までに約２万5,000人まで増加し、その後はおだやかに減少傾向で推移することとなって

おり、差異があります。 

  現在策定中の第３次横芝光町総合計画で展望する人口推計は、第２期人口ビジョンで設定

した将来展望の考え方を基本的には踏襲するものの、近年の動向を考慮して、社人研で推計

されている合計特殊出生率を採用して設定することを予定しており、第２期人口ビジョンで

設定した値より低くなる見通しであります。 

  人口減少問題は、当町にとっても喫緊の重要課題であるため、様々な事業の充実を図り、

目標とする人口を確保できるよう努めてまいります。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 

○４番（市原成一君） なるべく通告順で自席からの質問をしたいんですが、もし飛んでしま

ったらごめんなさい、先に謝っておきます。 

  まず、成田空港の機能強化の関係で、就業者数、従業者数を増やしましょうという目標値

が掲げられていたんです。空港内外で就業する方々の３％はこの町から行っていただけると

いいなという、これはあくまでも人口ビジョンなので目標値なんですけれども、今、何人ぐ

らい行っているのか。すぐの数字分からなくて結構ですので、直近でどのぐらいか分かれば

教えてください。 
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○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 申し訳ありません。今現在、正確な数字を持ち合わせており

ませんので、後でお答えさせていただきます。 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 

○４番（市原成一君） すみません、通告をしていなかったので大変申し訳ございませんでし

た。後ほど課のほうに行ってお伺いをすれば十分でございます。 

  ちなみに、３％を目標とすると、最終的には７万人、空港の中で７万人でしたっけ。

2,100人ぐらい、この町から通勤するのかなという数字が出てくるんですが、過去、私が記

憶している人数だと300人台だったと思うんです。これ本当に真剣に勤めていただく方を探

して、行ってくださいという紹介をして勤務していただきという、その具体的な動きをしな

い限りは、私は難しいのかなと思っています。今すぐにそれは無理でしょうというのがあっ

て、周遊フライトのほうの話も最後にさせてもらったんですが、300人、400人しかいないと

ころを2,000人台まで持っていくって本当に本当に難しい話で、冒頭、壇上から言いました。

10代、20代が、10代ですと15人毎年減っていくよ。20代ですと75人減っていくよという、そ

ういう数字もありますので、それを取り込んで、どんどん空港のほうへ就業していっていた

だければいいかなというふうには考えていますが、希望的観測としていかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 希望的な観測も含めて３％なのかなという部分があるんですが、現状、

若干ちょっとご説明をさせていただきますと、県のほうの成田空港政策課の皆さんが、せん

だって私どものほうに挨拶いただいたときに、これから成田空港が容量拡大をするにつけて、

４万戸のおうちが必要になるんだというようなお話を言っていました。 

  実際、今の状況の中でどれだけ用意できるか。周辺９市町自治体の中で２万戸ぐらいしか

できないだろうと。ということは、２万戸がそもそも絶対数として足らなくなるという積算

を県ではしておるところの中で、たまたま昨日、地元の建て売りをやっているそこそこ大手

の地元の不動産屋さんの営業が来庁しまして、今度開発をするのに、特に横芝小学校が今す

ばらしい建物が見えてきまして、その周りに家を建てられないかというオファーが近隣市町

からたくさん来ているという話も伺っていますし、また、先ほど空港政策課のお話の中で、

やはり成田市周辺は非常に土地が高くなって、全てが買えないわけじゃないですけれども、

なかなか若い人には手の届かない金額になっていってしまっている状況の中で、これからど

うやって、この地域の中で家を建てられる土地を開発できる、ある程度サポートというか、
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町がやるつもりはありませんけれども、開発業者にしっかりと頑張ってもらいたい旨のエー

ルを送る感じで、昨日そういうお話をさせてもらった中で、今後大きな期待をしていますし、

土地利用ビジョンの中で、この部分はやはり宅地に向けてできるようにしたらいいんじゃな

いか。たまたまですけれども、この６月から農業委員会、産業課のほうで、農振地区の除外

申請を受けられる準備が当町も整いましたので、そういう状況も含めて今後期待をしていき

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 

○４番（市原成一君） 町長、千載一遇のチャンスを生かすために、トップセールスとして結

構動いていただいて効果も出ていますので、今度、住宅開発のほうでも、なるべく町の予算

を使わずにやっていただく方法を取っていただければありがたいと思っています。 

  本当に、空港交付金については、総務課以外でもコミュニティ事業に使ってくださいとい

うことで交付金頂けるって、私、海岸のほうの人間なので非常にありがたいと。今、区長も

やらせてもらっていますので、非常にありがたいというふうに感謝をしております。 

  それから、町の予算財源についてちょっと触れさせていただきますが、Ⅰ－18号線って、

本当に成田財特だと令和10年に終わってしまうというのも私前々から気づいていて、遅々と

して進まずの工事があったんですが、ここまで来たら多分10年では終わらないと思いますけ

れども、町長の政治手腕の中では終わらせるのか、またはもっといい話があれば、もうこの

場で返事は結構ですので、そういう事業を生かしてもらうとか、とにかく道路事業を進めて

いただきたいという希望は持っています。 

  もう一つは、成田財特の法律の期限が、これ結構何度か後送り後送りで時限を広げてくれ

ているんですね。なので、今までも何年で終わりだよと言っていたのが結構延びてきていま

すので、それを期待するのと同時に、町長の政治手腕で何かいいものがあれば、答弁は結構

ですので大丈夫です。それを期待させてください。なるべく早めに。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） Ⅰ－18号線の件なんですけれども、社会資本整備交付金が今年度満額

つくことになりました。今年度中に歩道まで行けるかどうか分かりませんが、一応道路につ

いてはあそこの部分できることになりましたので、ご報告させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 
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○４番（市原成一君） すみません。そこまで終わったら、今度次で県道のほうまでつなげる

ようによろしくお願いします。 

  あと、先ほど細かい話で、ヨコシバテラスとかモビリティ事業に、利益相反の事業に突っ

込むのはどうなのかなというふうに疑問を持っていたんですが、それも私の勝手な思い込み

かもしれません。確かにお金は色ついていないので、全体のバランスを取った中で充当して

いくというのは、これは財政の立場としても必要だと思いますので、その辺やめてください

とかそういう話ではないので。とにかく効果があると思ったところにはやっていただきたい

と、その効果もずっと続くわけではないですよというのがモビリティ事業だったんです。最

後に残るのは重い財政負担なのかなというのを本当に心配しています、私。 

  先般の全協のときに、総務省の補助金のほうへ乗り換えるという考えもあるんですが、あ

れはちょっとまた異質のもので、電波とかＧＰＳがどういうふうに来るかという通信上のと

ころを主体にした、総務省の補助金というのはそういうものを主体にしたところかなと。で

も、それもやっぱり実証が終わったら補助金制度なくなりますよと読めるんです、補助金交

付要綱を見ると。ですから、やはりさっき言った財源のところで、先がもうこれ以上耐えら

れないというときには、町長、度胸を決めて本当におやめください。確かに、先駆的・先進

的な事業であるというのは私も認めます。でも、令和５年５月に私が言ったように、バスっ

てこの町にマッチしていない。乗車率も利用率も収益率も輸送コストも全て、バス事業って

悪いです。その辺も検討して、いつやめるべきかというのも見ておいていただきたいなと。

できることであれば、レベル４に乗っかる前におやめになったほうがいいのかなと思ったの

で、この間の全員協議会の中で強い言葉で言って本当に申し訳ないとは思っているんですが、

一番へこんじゃったのは担当課長と担当者かなというふうに反省していますので、よろしく

お願いします。 

  あと、ヨコシバテラスにちょっと触れたので、もし分かればで結構なんですが、あと１部

屋空いているというお話、10部屋中の９部屋埋まったよということなんですが、そこに人数

でいうと何人ぐらい転入されたのか。もし手持ちの数字があれば教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） ヨコシバテラスの今の入居している人数でございますが、今

現在９室入居しておりまして、23人の方が暮らしております。大人が18人、それから子供が

５人暮らしている状況でございます。 

  以上です。 
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○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 

○４番（市原成一君） これが、やはり住宅の購入補助金とかと比較すると、あまり効率がよ

くないのかなと思ったので、さっき町長に申し訳なかったんですが、今度住宅整備するとき

には、なるべく町のお金を使わずにやる方法を考えてくださいというところの根拠なんです。

年間最低でも600万をこの家賃補助で出します。空き部屋があれば、その分７万5,000円加算

されているという考えでいいんですよね、計算上は。なので600万円は優に超えると。それ

で、600万円に対して23名の転入であったというふうに見えるし、この転入が１年で終わら

ないんですね。３年、４年と長く住むと、それが投資した額が累積していくということなの

で、効率的ではないなというふうに私はちょっと自分で計算したときに思ったので、また言

わせていただいちゃいました。申し訳ありません。 

  あと、周遊フライトなんですが、先ほどの答弁ですと前向きなのかな、それとももうやめ

るのかなって、よく分からないんです。この周遊フライトって、例えばなんですけれども、

今回のモビリティも特別交付金頂いてきましたよね。こういう周遊フライトこそそういうも

のを頂いて、町も子供たちも空港会社もＮＡＡも、経済の循環でみんなウィン・ウィンにな

るので、そういうところを町長の折衝が上手なところで、700万ぐらいのお金をとにかく持

ってきていただければ、これ続けられるのかなと。子供たちが減っちゃうと、ちょっと効率

的じゃないなというのがあるので、将来的にはどこかの自治体と一緒にやるというのも想定

をした中で、続けていただくというわけにはいきませんでしょうか。町長どうでしょう。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） この関連で、教育課の子供たちの関係で周遊フライトともう一つ、グ

ローバル人材育成事業というのは10人をシンガポールに派遣するという事業、飛行機を使っ

ての２つの事業があって、私的には、まずグローバル人材事業のほうについてはそろそろ一

旦、選ぶ段階で難しいなというのは非常にあるので、公平感って常に私ども思っている中で

いかがなものかなという部分が１つありますが、ただ周遊フライトについては、議員ご承知

していただいていると思いますけれども、もともとコロナ禍の中で飛行機が空いてしまって

いる状況の中で、一番最初はたしか200万足らず、100万台でやってくれたんじゃないかな、

そんな思いでいます。 

  それが、やはり今空港需要で飛行機が足らなくなってきちゃうと、なかなか安い値段で貸

してくれなくなって、昨年は600数十万とかという金額になって、今年度も一応お願いは実

はしているんです、チャーターさせてくれますか。やれるとしたら幾らになりますかという
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話の相談を今内々でしていて、やれるものだったらぜひやりたいという思い、先ほど申し上

げましたけれども、その中でまず飛行機が空けられるかどうか。そして空けられても、もう

ちゃんとした正規の料金を払えばいいんですけれども、そうもいかないというところに裏腹

があるというのをご理解いただければなと思っております。きっと、日本航空、地元の副支

店長さんもおられるので、何とかしてくれると期待を込めて、これからもちょっとつっつい

て頑張っていきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 市原成一議員。 

○４番（市原成一君） 期待をしております。常に補正で持ってきたときに、補正のタイミン

グなので一般財源しか方法なかったと思うんですけれども、さっき言いましたように、財源

のほうもお金が残っていますので、その辺の折衝もよろしくお願いをいたします。 

  あと、少子化問題なんですが、本当に本当に深刻で、私の集落なんですけれども、５歳以

下の子供２人しかいません。うちの孫だけです。120戸ある集落なんですが。そういう事情

があるので、それが学校の近所に転居して、そのまま町に住んでもらうという傾向で、たま

たま海岸のほうが少なくなったなというのもあるのかもしれませんけれども、いずれにして

も、白浜地区内だけでも、白浜小学校区だけでも、たしか１桁しか生まれていないんじゃな

いですか、去年あたりは。 

  そういう現象がありますので、若い世代にとにかく就業場所を提供するぐらいの気持ちで、

すぐに住まいを提供するぐらいの気持ちで移り住んでいただいて、それも長く住んでいただ

かないと、多分、集落ごとのコミュニティーというか絆というのは全くなくなる。残るのは

民生費、扶助費、そういうところだけが残っちゃうのかなというのをすごく心配しています。

その辺も研究をしながら、これから移住・定住の促進をさらにしていただきたいなという希

望をお願いいたします。 

  後で、もし必要であれば、人口の動態もエクセルで私整理してあります。その基を作って

くれたのが住民課なんですけれども、住民課の女子職員、私が年度の切替えのすごく忙しい

ときに、転入・転出・社会増減の年齢別・性別データありますかと聞いたら、そういうもの

は作ってありませんと言われたんです。普通そこで終わりますよね、忙しいし。違ったんで

すよ、その言葉が。「これは町にとっては重要な課題です、作ります」。そうしたら、課長

も協力してデータを整理してくれたみたいなので、二、三日でデータが出てきました。後で

町長にもお見せしますが、外国人の動きって結構コロナ明けから多くなりました。日本人で、
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この町内から若い人が出ていくという傾向が見えるデータになっていますので、後ほどご覧

をいただきたいと思います。 

  とにかく人口減少には歯止めをかけないといけない。日本全体でも人口減に入っているの

で、人の取り合いということもあるかもしれませんが、その中でも定住を促進してある一定

レベル、２万人で維持していきたいというのも読み取れましたので、新しい総合計画からは。

それを維持していけるように、町長にしっかりとお願いをして、一般質問を終わらせていた

だきます。丁寧なご答弁ありがとうございました。 

  以上で終わります。 

○議長（小倉弘業君） 以上で市原成一議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後２時とします。 

（午後 １時５０分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 森   大 地 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  森大地議員。 

〔１番議員 森 大地君登壇〕 

○１番（森 大地君） 改めまして、こんにちは。 

  議長のお許しをいただきましたので、議席番号１番、森大地が通告に従い一般質問いたし

ます。 

  議員３年目となり、ほか市町村の議員との交流を通じて、情報発信のツールの活用など、

多くの学びを得ております。これらの知見を生かし、町政のさらなる向上に資する提言を行

ってまいります。 

  大綱１点目、情報発信ツールの現状についてお伺いいたします。 

  当町の情報発信ツール（公式アプリ、ＬＩＮＥ、Ｘ、フェイスブック等のＳＮＳ）の登録

者数及び発信頻度の現状について伺います。具体的には、ＬＩＮＥ公式アカウントの友達数、

ＳＮＳのフォロワー数、投稿頻度を教えてください。 
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  （２）公式ＬＩＮＥの充実について伺います。ほか市町村の議員との意見交換において、

公式ＬＩＮＥを充実させた自治体では、職員の業務負担軽減や住民への迅速な情報提供など

のメリットがあると伺いました。例えば、神奈川県座間市では公式ＬＩＮＥを活用し、災害

情報や行政サービスを効率的に発信しております。 

  当町でも、公式ＬＩＮＥの機能を拡充することで、行政の効率化と住民の利便性向上が期

待できると考えております。また、再質問では、総務課だけではなく、各課にも質問させて

いただきます。町の公式ＬＩＮＥの充実に向けた方針や具体的な取組について伺います。 

  大綱２点目、投票率の向上の取組について伺います。 

  投票率向上の取組と今後の施策、2025年５月25日、さいたま市長選挙の投票率は35.7％で、

前回の28.7％から上昇したものの、依然として低水準でございます。この上昇は、川口市で

の社会情勢や候補者の求心力による関心の高まりが影響したと推測されております。 

  来る参議院議員選挙を控え、当町における投票率の向上の具体的な取組と今後の施策、特

に若年層や無関心層への投票意欲を高める方策について伺います。 

  以上、大綱２点、壇上からの私からの質問といたします。よろしくお願いします。 

〔１番議員 森 大地君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  総務課長。 

〔総務課長 鈴木正広君登壇〕 

○総務課長（鈴木正広君） 森大地議員ご質問の大綱１点目「自治体ＤＸの推進について」と、

大綱２点目「投票率を上げる取り組みについて」にお答えいたします。 

  初めに、大綱１点目「自治体ＤＸの推進について」の「当町の情報発信ツール（アプリや

各種ＳＮＳ）の登録者や発信頻度の現状は」についてでありますが、現在、町からの情報発

信には、町ホームページをはじめとしてまちナビ２、公式ＬＩＮＥ、Ｘ、これは旧ツイッタ

ーです。インスタグラムのアプリやＳＮＳを活用しております。 

  ４月末日時点での利用者数ですが、まちナビ２はダウンロード数3,119人、公式ＬＩＮＥ

登録者数は522人、Ｘのフォロワー数は935人、インスタグラムのフォロワー数は840人とな

っております。 

  発信頻度につきましては、担当各課において必要に応じて都度発信しております。なお、

令和６年度の投稿数は、Ｘは171件、インスタグラムは52件です。まちナビ２と公式ＬＩＮ

Ｅは町ホームページと連動型の発信形式となっており、アプリとの連動は、記事の性質によ
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り担当各課で判断しているところです。 

  次に、「他市町村の事例を参考にして公式ＬＩＮＥを充実してはどうか」についてであり

ますが、現在のアプリでの町からの情報発信は、まちナビ２を多く利用いただいているとこ

ろですが、まちナビ２は運用コストが必要なことと、バージョンアップが技術的に困難な状

況であるため、令和７年度をもって終了する予定としております。 

  このことから、アプリによる情報発信は、運用コストが無料で、まちナビ２と性能が同等

以上の公式ＬＩＮＥが中心的に活用されることになる見込みとなっております。今後は、ま

ちナビ２の終了により不便が生じないよう、周知を図ってまいります。また、公式ＬＩＮＥ

を当町よりも活用している市町村を参考に、セキュリティ等への配慮をしながら、住民の利

便性向上や行政サービスの効率化に向け、調査・研究を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、大綱２点目、「投票率を上げる取り組みについて」の「当町の投票率を上げる取り

組みと今後どのようにして上げていくのか」にお答えいたします。 

  選挙の際には、広報よこしばひかり、町ホームページ、防災行政無線及び啓発物資を活用

して選挙に対する啓発を行い、有権者の関心を高め、棄権を防ぐよう努めております。 

  また、将来の有権者となる世代に選挙への関心を高めてもらうことを目的に、町内小中学

校の児童生徒に対して標語やポスターの募集を行い、中学校の生徒会選挙時には、生徒が選

挙をより身近に感じられるよう、実際に選挙で使用する投票箱や記載台の貸出しをしており

ます。 

  さらに、18歳を迎える新有権者には啓発物資を送付し、選挙への意識を促し投票を呼びか

け、二十歳を祝う式典においては、選挙制度をより理解してもらうための啓発用パンフレッ

トを配布しております。また、町内の園児に啓発用ぬりえを配布することで、保護者にも選

挙への関心を持っていただき、棄権を防ぐよう努めております。 

  なお、千葉県知事選挙、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の実施期間中においては、町

婦人会の役員を中心とした横芝光町明るい選挙推進協議会を設置し、選挙に対する有権者の

関心をさらに高めるため、町内の商業施設で街頭啓発を行っております。 

  投票率の向上に向けた取り組みは、一過性のものではなく継続的な努力が必要ですので、

引き続き積極的に啓発活動を行うことで、投票率の向上に努めていきたいと考えております。 

〔総務課長 鈴木正広君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 各種ＳＮＳのフォロワー数について理解をしました。 
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  私のこの質問の意図としては、まちナビ２アプリ、それを廃止するということでよかった

んですけれども、今まで年間33万円ほどの管理料というんですか、利用料がございまして、

その割には少し投稿頻度が少なく、あまり活用できていなかったかなという思いから、この

質問をさせていただきました。 

  これからちょっと進めてほしい公式ＬＩＮＥについてなんですけれども、これは質問とい

うよりも説明になってしまうんですけれども、公式ＬＩＮＥについては、ほか市町村の事例

を参考にして、どのような先進的な事例があるか述べさせていただきます。 

  壇上でも申し上げた神奈川県の座間市というところでは、人口13万人の都市型であります。

この現在の座間市の公式ＬＩＮＥを作成して、座間市は１年間で人口の約半分の６万人ほど

の登録があったようです。公式ＬＩＮＥの先進事例としてメディア露出もあり、現在では令

和３年からスタートした事業であるものの、10万人を超える登録者数があります。この中に

は、やっぱりほかの市町村の議員等が調査目的で登録している方がいたとしても、この登録

者の数は大成功だと思います。開始して１年で80を超える行政手続をオンライン化、道路の

通報システム等を実現させ、ＬＩＮＥの中にこの窓口の機能がずらりと並ぶ状況であります。

ただ、この座間市というところは人口13万人の都市型であって、ここまで実現するのは、コ

スト的には非常に難しいと思っております。 

  ただ、姉妹町の松田町は人口１万人ぐらいなんですけれども、公式ＬＩＮＥに力を入れる

ということで、いろいろ話を聞いて確認したところ、松田町の公式ＬＩＮＥは非常に簡素な

がら、広報、また通報システム、デマンドバスの予約が分かりやすくなっている状況でござ

います。人口約１万人の町に対して3,500人ほどの登録者がいて、人口の30％を超えており

ます。これは、やはりこの便利な機能を持たせ、周知することにつながった結果だと私は考

えております。 

  このシステムを利用することによって、私は様々な利点があると思っております。まず、

今までの情報発信ツールであれば、送信側だったんですけれども、このツールをうまく使え

ば、町民からの意見をたくさんくみ上げることができると私は思っております。行政側とし

ても、いろんなパブリックコメントとか発信していると思うんですけれども、どういうパブ

リックコメントが来ましたかと聞いたところ、基本的には来ていないと思うんですよ。町民

の意見を聞くパブリックコメントの重要性、また、現在何でパブリックコメントが来る件数

が少ないのか、この２点をお伺いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 総務課長。 
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○総務課長（鈴木正広君） お答えいたします。 

  パブリックコメントの重要性、議員おっしゃるとおり、このパブリックコメントは重要で

あると考えております。これは、町民が町政へ参加する機会の拡充というところに加えまし

て、町政運営の透明性とか公平性、こちらを確保するための重要な手段と考えるからでござ

います。 

  もう一つ、パブリックコメントの参加数が少ないのではないかというご質問で、何が原因

なのかというご質問であります。 

  こちらにつきましては、当町でもパブリックコメント少ない状況が見られるところではあ

りますが、パブリックコメントのまず制度を知らないとか、また、専門的な内容が多くて理

解がしづらいということが言われております。あとまた、意見を出しても反映されるのかと

いうような消極的なご意見もあろうかと思います。もう一つ言うなれば、電子申請など、こ

ういうような提出方法が分かりづらかったりだとか手間がかかる場合は、なかなか意見が言

えないという状況があるのかもしれません。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 確かに、パブリックコメントをするというのはなかなか勇気の要るも

のだと思います。ただ、パブリックコメントの募集というのは時々Ｘで流れてくるんですよ。

Ｘというのはスクロールしたらいなくなってしまいますし、それを見ていない人は町のホー

ムページを調べて、その課のページに入ったら、ようやくそこでパブリックコメントを募集

していることを知る人が多いと思います。 

  なので、この公式ＬＩＮＥのページにパブリックコメントを一覧でもいいですし、募集す

るようなページを設けることができたら、町としてはどういう意見を求めているのかという

ものを一覧にして見られることができると思うので、これだったら私は回答─回答という

か、質問することができるなみたいな町民の意見も増えるかなと思います。そもそも、パブ

リックコメントを募集しているというこの状況を、町民の方に知ってもらうというのは非常

に大切なことだと思っております。 

  すみません、企画空港課にお話伺いたいんですけれども、この公式ＬＩＮＥの機能を１回

お見せしたか分からないんですけれども、それＤＸ推進室にて進めることとかできたりしま

すでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 
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○企画空港課長（加瀬淳一君） 森議員のこちらの公式ＬＩＮＥのほう、ＤＸ推進室で進める

ことはできないかというご質問に対してでございます。 

  私のほうも、座間市の公式ＬＩＮＥの友達登録をして拝見してみました。私のほうで持っ

た印象としまして、昔から自治体ポータルと言われるような、住民あるいは事業者の方々が

町に対していろいろな手続をしたり情報を得たりする、基本的な入り口というような機能を

持っているのかなというふうな印象を持っております。 

  今るるご提案のほうをいただいたところではございますＬＩＮＥというサービスのほう、

確かにユーザー数が非常に多くて、また画面なども親和性、使っている方が多いことから入

りやすいサービスだとは考えております。こちらのＬＩＮＥのサービスを使うかどうかとい

うところも含めまして、その利便性、セキュリティー、それから業務の効率化というところ

を含めて多角的に研究したいと考えております。 

  なお、座間市のポータルのほうでは、恐らく後ろ側にＡＩの自動応答が動いていまして、

こちらで入力したものに対して即時に返ってきます。定型的なものはこちらのほうが対応す

ることで、省力化にもつながる部分ではないかというふうにも考えます。そこら辺も含めま

して、研究のほうは進めたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 今、自動運転バスの公式ＬＩＮＥとかつくっていらっしゃっているじ

ゃないですか。あの機能をつくれれば、問題なくつくれると思うのですが、それについてど

う思いますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 企画空港課のほうで、自動運転バスの公式ＬＩＮＥのほうを

運用しております。こちらのほう、公式ＬＩＮＥのページのほうから、バスが今どこにいる

かというバスロケーションシステム、それからバスの乗車予約をする予約システム、こうい

ったものをシステムで実施をしているものでございます。こちらのほうは、自動運転バスの

実証事業の委託の中で運用していただいているものでございます。 

  ただ一方、こちらのほうの様々な機能への連携という部分、アプリケーション同士の連携

という部分を付け加えますと、どうしてもコスト高になるという部分はあるようでございま

す。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 
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○１番（森 大地君） 分かりました。てっきり町でつくっているものかと思っていまして、

それは多分、自動運転バスのいろんな費用の中に、公式ＬＩＮＥのシステムをつくるのが組

み込まれているのかなということですね。分かりました。委託料かかっても、多分すごい効

果の出る事業だと思いますので、もしよろしければお願いします。 

  そして、町でもよこぴー号、デマンドバスを走らせていると思うんですけれども、その予

約システムとか組み込めると思いますので、違うページでパスワード入れてやるのもちょっ

と大変なので、もしそういうシステムが組み込めるのであれば、町の行政サービスの一元化

につながるのかなと思います。 

  都市建設課にもちょっとお伺いしたいんですけれども、僕、この公式ＬＩＮＥが何でいい

かと思ったときに、道路の通報サービスがあるんですよ。３月議会でも川島富士子議員から、

そういう通報システムの周知をという話があったと思うんですけれども、このシステムを使

うことで、いろんな破損状況とか、そういう写真とか場所とか送られてきて、その情報がた

まるので、たまったものを仕事を一緒にできるというか。電話が来たときに、道路補修の対

応とかしないといけないというと、物すごく仕事が大変だと思うんですよ、仕事がどんどん

割って入ってきて。道路補修業務、非常に大変だということだったんですけれども、実際の

業務の中で課長が思う大変なところを教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（林 栄司君） それでは、森大地議員の質問にお答えします。 

  ＬＩＮＥを使った通報アプリなんですけれども、３月議会で川島富士子議員のほうの一般

質問のご答弁でお答えさせていただいたとおり、都市建設課のほうでは、国交省がやってお

ります道路緊急ダイヤル＃9910、こちらのほうで道路の破損箇所等の通報を受けている状況

でございます。こちらのほうにつきましては町のホームページ、あと町のＬＩＮＥのほうで、

町民のほうに周知を図ったところでございます。 

  報告件数なんですけれども、令和６年度、昨年度途中から始めまして、６年度は７件の通

報がございました。令和７年度は５月までで５件の通報がございます。こちらにつきまして

は写真等もついて、全て役場の都市建設課のメールのほうに届くようになっております。修

繕がすぐ職員で対応できるものについてはその都度対応しておりますし、工事が業者委託し

なければならないものについては、予算の兼ね合いもありますので、予算が確保でき次第対

応するという状況になっております。 

  職員が大変というところで、道路、町内全箇所、何百キロということでありますので、穴
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が空いているとか、ガードレールの破損等多々あります。その都度、職員が現場へ行って確

認しながら、対応できるか否かというのも調整しておりますので、その辺が職員の負担増と

なっているところでございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 分かりました。多分、画像等がつくことによって少しは軽減されてい

るのかなと思います。それを公式ＬＩＮＥに組み込めば、みんなが視界に入る場所にあるの

で、通報しやすくなるということが見込まれます。 

  でも、業務が大変だということで、通報数が上がったらもっと大変になるという話もあり

ますが、極力まとめて、例えばパソコン仕事をしているときに入ってきて、それを一回一回

行っていたら大変だと思うので、今日はこれをやる、今日は道路補修をやるとか。それまた、

この前も会計年度任用職員にも任せてみたらどうかという話もしましたけれども、そういっ

た形で業務負担を軽減させていってほしいなと私は思います。 

  環境防災課にもお伺いしたいんですけれども、例えば火災が起きたときとかは、防災無線

でいろいろアナウンスがあるんですけれども、横芝光町に住みながら、ほかの地域に働きに

出ている人とかは、そういう火災が起きたとか、そういう災害状況というものはどのように

して手元に来るのか教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 森大地議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  火災情報につきましては、消防団員であれば登録メールがございまして、消防指令本部か

ら火災の情報がメールで発信されて確認できるようになっております。これは町内町外問わ

ずに、団員が登録していれば、それは確認ができるようになっております。また、災害情報

の電話案内もございますので、そういったもので町外から電話で確認をしていただくという

方法もございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 私も消防団なので、そのメールの通知は来ます。ただ、災害が起きた

ときに働きに出ていて、その災害状況が分からない方というのはたくさんいると思っていま

して、それも、このシステムを使えば災害状況の迅速な通知。あと、座間市防災マップみた

いなものを公式ＬＩＮＥの中に組み込んであって、どう避難したらいいかというのが１回で
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分かるようなシステムもつくっております。今後、災害等起きることもあるとは思うので、

仮につくるのであれば、そういうシステムを組み込んでいけたらいいかなと思っております。

答弁は結構です。 

  座間市は、各種申請をオンラインで行うことによって業務軽減を行っております。これら

の提言は、ＬＩＮＥ等のそういうＳＮＳをお使いになられない方への分断では全くなくて、

そういうところで申請をしてくる人が多ければ多いほど、そういうものを扱えない人に対す

る職員側が時間を使えることになると思うので、ぜひこのシステムは活用していってくださ

い。 

  次、大綱２点目です。投票率に関して、よく啓発活動をされていると思っております。あ

りがとうございます。 

  この質問の意図としては、投票済証明書を町独自で作ってみてはどうかという質問でござ

います。ここでいう投票済証明書というのは、こういうちゃんとした文書、例えば遅延証み

たいなそういうしっかりとした文書ではなく、名刺サイズの小さい紙に、町のよこぴーであ

ればよこぴーのデザインを載せて、そこに「投票ありがとうございました」と一言書くだけ

のものでいいと思っているんですよ。 

  私が二十歳の頃に初めて投票へ行ったときに、投票出口のところにいろんな名刺サイズの

投票済書、町のキャラクターが載っているかわいらしいような投票済書がたくさん並んでい

て、そこで町のキャラクターを知るだとか、町の情報を知るだとかということをしていまし

た。それは、今考えたら町としてのＰＲだったのかなと思って、これをちょっと導入してほ

しいかという質問でございます。 

  そういうものを作っている自治体というものが結構ありまして、どういう現象が起きてい

るかというと、ＳＮＳにそういう投票済証明書を写真で撮って投票してきましたと、それを

ＳＮＳに挙げる人というのが増えてきたかなと思っております。これ若者の投票に対する周

知とか、投票してきた私を見てくださいというような、そういう認識もあるとは思うんです

けれども、これによって選挙の認知が広がって、投票への波及効果が少なからず私はあると

考えております。 

  ３月16日投票日の千葉市長選挙、千葉県知事選挙では、千葉県のスーパーや飲食店にその

投票済証明書を持っていくことで、期日前投票期間に各種商品が割引になるクーポンを作成

しており、いわゆる選挙割のようなものを作っておりました。これ、投票済証明書を作った

ことによる波及効果であると感じております。 
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  当町でも、そういうものを作ることで、各種飲食店やスーパーなどでそのような流れにな

り、町一丸となって投票を促すことにつながるのではないかと考えております。これについ

てのお考えを伺います。 

○議長（小倉弘業君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木正広君） お答えいたします。 

  投票済証明書につきましてでありますが、この投票済証明書につきましては、公職選挙法

に特別な規定はありませんで、各選挙管理委員会の判断により発行することとなっておりま

す。全国的には、投票済証明書を発行していない選挙管理委員会もありますが、横芝光町選

挙管理委員会では、選挙人からの投票のための特別休暇等付与の根拠としまして、勤務先へ

提出するために必要な場合などもありますことから、私どもでは、Ａ４判のコピー用紙に住

所、氏名、こちらを記載しました投票済証明書というものを発行しております。 

  ただいま議員がおっしゃるようなカード式のキャラクターの入ったような、そのような投

票済証明書につきましては、作成することも含めて検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 分かりました。公職選挙法、ちょっといろいろあるとは思うんですけ

れども、分かりました。 

  過去に、私が選挙に興味がなかった会社員時代のことをよく思い出すことがあるんですけ

れども、初めて投票に行った理由として、その投票済証明書が出ている自治体だったので、

こういう小さいカード状の。それを勤めている会社に持っていけばクオカードをもらえるよ

という、そういうキャンペーンを会社がやっていて、それ自体が不純な動機でして非常に恥

ずかしいんですけれども。やっぱりそういうものを作ることで、会社とか職場絡みで、投票

行ってこれもらってきなさいよという流れも一つあるのかなと思っております。 

  なぜ、この発言をこのタイミングでしたかといいますと、今年度、横芝光町は20周年記念

ですよね。新しい新デザインもつくっています。そういった新しいデザインの投票済証明書

を作ってほしいという思いであります。 

  何でそれを作ってほしいかというと、投票数、大体平均にならすと四、五、六十％なので、

平均50％ぐらいだと思うので、そういう投票済証明書を投票所の出口に置いておくことで、

「横芝光町20周年記念投票ありがとうございました」とかいうカードを置いておくことで、

大体50％として１万人以上の方がその投票済証が視界に入るわけですよ。20周年になったこ
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とを知らない方とか非常に多いと思っていて、多分20周年記念のデザイン変わったのとか多

分知らない方多いと思うんです。それを見て、横芝光町20周年たったんだ。いろいろうれし

い思いもあったりだとか、感慨深い思いをする人って、僕は出てくると思うんですよ。それ

をみんなで、私はこういうものをもらったよということで周知をして、町の投票数というか、

横芝光町20周年ありがとうということにつながるんではないかなと私は思っております。 

  また、大綱１点目の公式ＬＩＮＥの充実につながる話なんですけれども、そういうちょっ

とした名刺程度の投票済証明書にＬＩＮＥのＱＲコードを載せてもらえれば、それを読み取

って、町の公式ＬＩＮＥ頑張っているから、これで周知すれば、またそれが１万人ほどに周

知できるわけですよ。全人口の９割がＬＩＮＥそのものを使っております。お孫さんとＬＩ

ＮＥをするためにＬＩＮＥを持っている人って結構たくさんいて、やっぱり国民の普及率９

割ということで、横芝光町の公式ＬＩＮＥを入れてもらえれば、いろんな災害状況とか、い

ろんな町の情報とか発信できるのではないかなと考えております。答弁は結構です。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木正広君） 貴重なご提言ありがとうございます。検討してまいりたいと思い

ます。ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 森大地議員。 

○１番（森 大地君） 以上で一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 以上で森大地議員の一般質問を終わります。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎休会の件 

○議長（小倉弘業君） 日程第６、休会の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  ６月４日から６月９日までは、議案調査のため休会にしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、６月４日から６月９日までは休会と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎散会の宣告 
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○議長（小倉弘業君） 本日の日程はこれをもって終了します。 

  ６月10日は定刻より会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ２時３５分） 
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎開議の宣告 

○議長（小倉弘業君） おはようございます。 

  開会に先立ち、ご報告申し上げます。 

  ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたし

ました。 

  本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎一般質問 

○議長（小倉弘業君） これより日程に入ります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 森 川 貴 恵 君 

○議長（小倉弘業君） 通告順に発言を許します。 

  森川貴恵議員。 

〔７番議員 森川貴恵君登壇〕 

○７番（森川貴恵君） 議長のお許しをいただきましたので、議席番号７番、森川貴恵が通告

に従いまして一般質問いたします。 

  質問は、大綱２点。１、町民の健康増進を図る施策について、２、町営住宅についてとい

たします。 

  最初に、１、健康増進を図る施策について、３点質問いたします。 

  横芝光町では、健康で生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、町民、各種団体、企業が

一体となって健康づくり運動を推薦するとともに、自殺対策に取り組むため、2018年、平成

18年２月に横芝光町健康増進計画及び自殺対策計画を策定しました。 

  そこでは、１、栄養・食生活、２、身体活動・運動、３、飲酒、４、喫煙、５、歯・口腔、

６、次世代の育成、７、生活習慣、８、心の健康・休養の８つの項目に分けて、健康増進の

ための行動計画と行動目標が示されています。 

  それぞれの項目で、行動目標と主な行政の取組、主な指導が立てられ、取組の内容が書か

れていますが、今日はこの中の１と２を中心に、横芝光町町民の健康増進を図る施策につい
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てお尋ねしたいと思います。 

  それでは、まず（１）、栄養・食生活についてお尋ねします。横芝光町健康増進計画にお

いては、主な行政の取組の（１）として、関係機関と連携した食を通じた健康づくりを推進

しますとなっています。関係機関とは、どのようなところでしょうか。その機関とどのよう

に連絡を取って、食を通じた健康づくりを推進しているのですか。 

  主な行政の取組の（３）として、年代や性別に応じた健康的な食生活の推進のため、健診

や相談、訪問指導、各種講座や教室において、食に関する知識情報の普及啓発を図りますと

あります。 

  そこで、質問の②、健診や相談、訪問指導、各種講座や教室の具体的な取組をお聞きしま

す。 

  次に、２、身体活動・運動についての取組について伺います。 

  主な行政の取組の（１）として、運動に関する正しい知識の普及と世代に応じた効果的な

運動を推進します。（２）として、身近な運動に関する情報提供と取り組みやすい環境づく

りを推進しますとあります。 

  そこで、①として、運動に関する正しい知識の普及手段を、②として、取り組みやすい環

境づくりの方法はどのようなものかをお聞きします。 

  （３）に熱中症対策について、４点お尋ねします。 

  このところ年々暑さが厳しさを増し、年齢を問わず熱中症となるリスクが高まっています。

炎天下だけではなく、屋内での作業でも亡くなる例があるそうです。厚生労働省は、労働安

全衛生法の省令を改正し、６月から全国の企業に対して、職場での熱中症対策の強化を義務

づけるといいます。そのほか、危険な暑さへの対策については、公共施設は気候変動適応法、

学校や保育園は学校保健安全法などの法令やガイドラインに基づき進められていますが、当

町ではどのような対策が取られているのかお聞きします。総務省消防庁によると、昨年５月

から９月の救急搬送者数は全国で累計約９万8,000人にも上ったそうですが、横芝光町の状

況はどうでしょうか。 

  ①に、町内における救急搬送や発生場所、年齢等の内訳を教えてください。時には死に至

ることもある熱中症ですが、②に、そうならないために、町民への啓発や注意喚起はどのよ

うになされているのかお尋ねします。 

  令和４年度から、誰もが気軽に一息つける居場所を山武地域全体で増やし、空間をシェア

し合える地域づくりを目的に、ホッとステーション活動を開始していると聞きました。その
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中で、熱中症予防協力活動、クールステーションをはじめ、ホッとステーション協力店舗の

うち、涼める場所を協力いただき、熱中症予防のための飲料水やうちわなど、必要に応じて

配布しているそうです。 

  ③として、具体的にその様子を含めて、町内のクールスポットの状況を教えてください。

そして④に、そのような行政サービスを支える職員の皆様や、業者の方々への配慮について

お尋ねします。 

  大綱２番目に、町営住宅についてお尋ねします。 

  （１）まず、状況をお聞きします。入居状況はどうでしょうか。築年数も随分たち、修理

しなければならない箇所も出ているかと思います。町ではどのように状況を把握し、どのよ

うに対応されているのか教えてください。また、家賃について、どのように金額が決められ

たのかをお聞きします。最後に、入居のニーズや入居者の要望をどのように把握されていま

すか。 

  その上で、（２）今後の方針についてお答え願います。 

  以上、私からの最初の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。 

〔７番議員 森川貴恵君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  健康こども課長。 

〔健康こども課長 佐久間真一君登壇〕 

○健康こども課長（佐久間真一君） 森川貴恵議員ご質問の大綱１点目、健康増進を図る施策

についてお答えいたします。 

  初めに、栄養・食生活についての関係機関と連携した食を通じた健康づくりの推進とは、

次の健診や相談・訪問指導、各種講座や教室の取り組みはについて、併せてお答えいたしま

す。 

  当町では、平成30年２月に、平成30年度から令和９年度までの10年間を計画期間とする横

芝光町健康増進計画及び自殺対策計画を策定し、令和５年３月に中間評価を実施し、計画の

見直しを行いました。 

  そのうち、栄養・食生活では、バランスの良い食事（主食・主菜・副菜）を心がけましょ

う。をスローガンとして取り組んでおります。令和６年度は、教育課と各小中学校を通じ、

小児生活習慣病予防の事後指導や食生活改善普及員の協力のもと親子の食育を目的としたお

やこクッキング、学校で開催される1000カ所ミニ集会での食育に関する講話、横芝敬愛高等
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学校においては、簡単クッキングを実施いたしました。 

  また、福祉課や住民課で行われている運動教室等には、加齢に伴い心身の活力が低下する

など、要介護状態になるリスクが高まった状態を早期に発見し、改善に取り組むフレイル予

防や減塩等の栄養講話、子育て支援センターで行われているさくらんぼクラブで離乳食の講

話を行っております。 

  その他、健康づくりセンタープラムで実施している乳幼児健診や乳幼児健康相談、特定健

康診査や後期高齢者健康診査の事後指導、糖尿病性腎症重症化予防事業等では、個別面談や

訪問による栄養相談を実施しており、年代や性別に応じた健康的な食生活の推進に取り組ん

でおります。 

  次に、身体活動・運動の、運動に関する正しい知識の普及手段はについてお答えします。 

  健康増進計画の身体活動・運動については、一人一人の体力、年齢、技術等に応じたスポ

ーツを楽しみましょうをスローガンに取り組んでおります。各種健診の事後指導や健康相談

等での相談内容によっては、身体活動や運動を勧めることがあり、その際に住民課主催の水

中ウオーキングやヘルスアップ運動教室、福祉課主催の元気はつらつ運動教室、各地区で実

施している筋力を維持するための貯筋運動、社会福祉協議会で取り組んでいる地域住民の交

流やふれあいの場となるふれあいサロン、社会文化課主催の軽スポーツ・パラスポーツ教室

の紹介等を行い、運動に関する正しい知識の普及と、世代に応じた効果的な運動ができるよ

う推進をしております。 

  その他に、栗山川沿いを歩く自主的なウオーキング活動、自ら運動や食事の目標を決めて

ポイントを貯める健康ポイント事業についても推進をしております。 

  次に、取り組みやすい環境づくりの方法はでございますが、各種運動教室の開催の他、ウ

オーキングの取りかかりについて相談のあった際は、ウオーキングマップを活用しておりま

す。マップについては、千葉県食生活改善推進員が地域で利用しやすい、歩きやすい道を選

び、ふさのくに歩いて健康まっぷを作成しております。当町においては、横芝地域と光地域

に１か所ずつコースを設定しておりますので、引き続き周知・活用をしてまいります。 

  続きまして、熱中症対策の町内における救急搬送や発生場所、年齢などの内訳はについて

お答えいたします。 

  令和６年度に町内の救急搬送で熱中症と判断された方は、13人おりました。発生場所は、

畑が１件、屋外の作業場が１件、学校の屋内が１件・屋外で３件、住宅の屋内が５件・屋外

で２件でございます。性別は男性が７人、女性が６人、年齢別では、10歳代が２人、20歳代
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が１人、50歳代が１人、60歳代が１人、70歳代が２人、80歳代が４人、90歳代が２人であり

ました。 

  次に、町民への啓発や注意喚起はどのようになされているかでございますが、熱中症の対

策、対応について、昨年度は町ホームページ、まちナビ２へ掲載するほか、各戸へリーフレ

ットを配布いたしました。また、熱中症への予防について、防災行政無線で放送し呼びかけ

を行っております。今年度においても、引き続き実施をしてまいります。 

  次に、町内のクールスポットの状況はでございますが、令和６年４月に、気候変動適応法

及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律が施行され、市町村長による指

定暑熱避難施設、いわゆるクーリングシェルターを設置することが措置されました。 

  クーリングシェルターとは、気候変動適応法第21条第１項に基づき、市町村が冷房設備を

有する等の要件を満たす施設を指定するもので、熱中症予防のために住民が休息できる施設

を指します。昨年度は、町民会館、文化会館、図書館、役場、健康づくりセンタープラムや

横芝駅前情報交流館ヨリドコロをクーリングシェルターに指定し、ロビー等の一部を休憩ス

ペースとして、熱中症予防のリーフレットやうちわを配布し、啓発を図りました。今年度は

クーリングシェルターの指定箇所を新規に増設できるよう調整をしております。 

  次に、行政サービスを支える職員や業者の方への対策はでありますが、町職員については、

労働安全衛生法の規定に基づき、職員の安全及び衛生に関し、必要な事項を定めるため、総

括管理者として総務課長、衛生管理者として保健師、産業医として医師などで構成された横

芝光町衛生委員会から、クールビズをはじめ、外気温に応じた室内の温度調整や熱中症予防

の周知・啓発に取り組んでおります。 

  また、今月１日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行され、職場における熱中

症対策の強化が図られました。一定の気温や湿度を伴う環境下での連続１時間以上か１日４

時間以上を超える作業を対象に、熱中症予防対策を義務化する内容になっております。 

  具体的には、安全配慮義務の一環として、熱中症患者の報告体制の整備や熱中症の悪化を

防止する作業手順の作成、それぞれの作業従事者への周知が事業者に義務付けられるもので

ございます。各事業所への周知については厚生労働省から行われますが、町ホームページ等

においても、熱中症予防全般について随時更新し、周知をしてまいります。 

〔健康こども課長 佐久間真一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 都市建設課長。 

〔都市建設課長 林 栄司君登壇〕 
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○都市建設課長（林 栄司君） 森川貴恵議員ご質問の大綱２点目、町営住宅についてにお答

えいたします。 

  初めに、町営住宅の現状はの入居状況、要修理箇所への対応はでありますが、令和６年度

末の実績で説明いたします。栗山町営住宅は、全体の戸数42戸、うち入居が34戸で、小田部

町営住宅は、全体の戸数44戸、うち入居が31戸であります。また、入居者から経年劣化によ

る水回りや床板等の改修要望がありましたので、適宜修繕対応いたしました。 

  入居者と町との修繕箇所の負担の棲み分けとしては、壁や屋根等の住宅の躯体部分に関わ

る箇所は、町が大家として修繕しております。令和６年度については、栗山町営住宅が７件、

小田部町営住宅は９件の修繕実績となります。 

  続いて、家賃についてでありますが、入居者からの収入申告をもとに所得額を確定し、そ

こから公営住宅法に定められた控除項目の該当を審査し、該当すれば控除を行って家賃算定

額の計算を行い、金額が決定されます。 

  令和７年度家賃について見てみますと、金額が上がった入居者が７戸、下がった入居者が

４戸、金額に増減がなかった入居者が54戸でありました。 

  次に、今後の方針はですが、町営住宅は、町民へ安定した住環境を提供することを目的と

して、栗山町営住宅は昭和45年から、また、小田部町営住宅は昭和44年から数年かけて整備

されたものです。ともに当初の建築から40数年が経過し、屋根や壁等の駆体部に老朽化が進

行していたことから、平成24年に横芝光町営住宅長寿命化計画を策定し、屋根の張替えやド

アの交換等の大規模改修工事を実施したところであります。一方で、これまでに耐震性が確

保されていない栗山町営住宅の戸建て住宅を８戸除却したところです。 

  このように、老朽化の進行と修繕に係る費用対効果を勘案しながら、管理の集約化を図っ

てまいります。将来的な見通しとしては、廃止が念頭にありますが、当面は入居状況を考慮

しつつ、適正な維持管理を行ってまいります。 

〔都市建設課長 林 栄司君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） ご答弁ありがとうございました。順番に再質問をお願いいたします。 

  まず最初、健康増進を図る施策についてのところで、町の実態というのをちょっとお尋ね

したいと思います。 

  今は人生100年時代とか言っています。その中で、健康増進を図る施策で重要になってく

るのが、やはりただ長生きすればいいというのではなくて、健康寿命の延伸だと思います。
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2023年の日本の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳です。そして、健康な生活を送れる期

間である健康寿命は男性が72.68歳、女性が75.38歳となっています。平均寿命と健康寿命の

差は年々縮小しているということですが、まず、横芝光町は同じような状況と考えてよろし

いでしょうか。当町は、超高齢化が進んでいると聞きましたので、どのようになっているか

分かっていたら教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 当町の高齢化率の状況でありますが、全国と比較しますと、若干

高めであると把握しております。高齢化率が37.6％程度だと把握しております。いずれにし

ましても、その高齢化率についても今後上昇していくというような推計となっております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 単純には言えないと思いますけれども、健康寿命はどんな感じなんで

しょうか。確かにお年寄りが多いと、健康なお年寄りがたくさんいらっしゃるのか、そうで

もない方が病院で長くいらっしゃるのか、その辺はお分かりでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） うちの福祉課で把握している数としましては、いわゆる介護認定

率というのがありまして、要は介護認定を受けている方がどのぐらいの割合いるのかという

ことになりますと、近隣で比較しますと、割と低いほうでありますので、健康寿命といいま

すか、健康な方が多いというふうに思っております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） それでは、ここに出ている平均寿命の男性が72.68歳、女性が75.38歳

よりも、高くなるのではないかという考えでよろしいですか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 健康寿命が長い、近隣と比べたら長いんではないかなというふう

には考えております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） やはりこういう大自然、恵まれた自然環境、それからおいしい食べ物

の中、健康な期間が長いというのは、やはり町の持っているいい面かなと思います。 

  そこで、もう少し行政として努力なさっていることもお聞きしたいのですが、やはり先ほ

どたくさんの課が何か入り乱れて、いろいろ健康づくりについて教室等開かれていました。

親子クッキング教室、それから食育講話、聞いているだけでもいろんな課がやっているので、
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果たしてこれが全体的に幾つぐらいあるのだろうかというのが、ちょっとつかめなかったの

ですが、全体的に健康増進に関わる講座、それから教室、どの程度あるのでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 福祉課で行っている事業といたしましては、元気はつらつ運動教

室というものがございまして、65歳以上の方を対象として、図書館と文化会館でそれぞれ月

２回行っている介護予防の運動教室がございます。 

  それと別に、地区ごとに行うきらり若返り運動というのがございます。これは地区の方を

中心に、週１回から月に１回程度、その地区の状況によりますが、皆さんお集まりいただき

まして、いわゆる貯筋運動、重りをつけての運動などを行っているというものがございま

す。 

  あとは、社会福祉協議会の事業になりますけれども、いわゆるサロン、ふれあいサロンと

いうのがございまして、そのふれあいサロンも今15地区ぐらいあったかと思いますが、その

中でも貯筋運動のような形で、保健師などが出向いて介護予防運動の指導をしたりというケ

ースもございます。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 福祉課さんは、主に高齢者をターゲットにということでしょうか。じ

ゃ、ほかの健康こども課でなさっている事業、それから社会文化課でもなさっている事業あ

りましたら、全体的に大体町として幾つぐらい健康増進の教室があるのかなということを知

りたいのですが、他の課もこういうのがありますよと、幾つぐらいありますよというのを教

えていただきたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 健康こども課についてでございますけれども、今福祉課

が言った事業に、保健師のほうがやはり出向いて、各行政区単位で健康教育を受けたいとい

うことで、自主的に集まった行政区単位の組織というのがございまして、令和６年度につき

ましては、22の地区に出向きまして、血圧測定や体力測定、健康教育、健康相談などを実施

しております。 

○議長（小倉弘業君） 住民課長。 

○住民課長（越川直樹君） それでは、住民課で行っている健康の関係の事業についてお答え

したいと思います。 

  住民課については、あくまでも国民健康保険、それと後期高齢者医療制度の被保険者を対
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象としております。事業としては、水中ウオーキング教室、ヘルスアップ教室、こちらの２

つの事業がございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 先ほどに加えまして、うちのほうの食生活改善普及会の

ほうがございまして、こちらでは健康講座や離乳食、先ほど申し上げた食生活を通じた講座

というのを年間を通じて行っております。 

○議長（小倉弘業君） 社会文化課長。 

○社会文化課長（北田勝也君） それでは、社会文化課の事業でございますけれども、軽スポ

ーツ、パラスポーツ教室を行っております。また、60歳以上を対象といたしました、寿大学

を開催しているところです。この寿大学の中で、講座として健康体操や免疫アップ体操教室、

ヨガ教室などを予定しております。 

  実際に実績ですけれども、これにつきましては、令和６年度、軽スポーツにつきましては、

延べ60人が参加しております。種目につきましては、ボッチャやモルック、またパラスポー

ツにつきましては、実績として10回行いまして、延べ342人、これはボッチャとフライング

ディスクを行っております。なお、令和７年度寿大学の受講生でございますけれども、この

間開校したわけではございます。73人が受講者として入っております。昨年の実績ですと、

14講座を行いまして、344名が大学生でした。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 人数までありがとうございました。 

  ほかの食生活とか、それは人数的な、何人ぐらいが参加したとか、恩恵を受けたとか、そ

ういうところは分かってカウントしてありますでしょうか、お尋ねします。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） カウント、人数は分かるんですけれども、集計していな

いので、全ての合計は分かりませんが、まず健康講座といたしまして、こちらにつきまして

は、まず糖尿病予防を実施した際には、12人の出席者と普及員が16名で、薬膳料理というと

ころでは、22人の対象となった出席者と12人の普及員、また、親子クッキングでございます

けれども、児童14名、保護者９人で、普及員13人の出席となっております。親子クッキング

につきましては、児童14名、保護者12名、普及員が13名の出席となっております。また、健
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康講座の発酵食品について、講話を行いましたけれども、出席者については22名、普及員が

16名の出席となっております。あと、横芝敬愛高校の簡単クッキングでございますけれども、

こちらにつきましては、合計高校生が６人と教員１名で、普及員が11名の出席となっており

ます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） ありがとうございます。 

  いろんなところで健康増進について、たくさんの課で福祉課や社会文化課、それから健康

こども課さんとか、たくさんの課で関わっている結果が、やはり先ほど福祉課長がおっしゃ

っていたように、健康寿命が当町では少し長いのではないかという結果につながっていると

思います。連絡を密に、いろいろ本当にやっていただいて、ありがとうございます。 

  その参加者の声を今後生かし、参加者のアンケートみたいな結果とか、もうちょっとこう

してほしいとか、こうすればもっと参加者が増えるんではないかと、そういう意見を取る場

というか、参加者の声を聞く場、それを今後生かす場ということで、何か考えていらっしゃ

るのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 福祉課で行っております元気はつらつ運動教室ですとか、貯筋運

動につきましては、定期的に活動の後、アンケートをいただいています。介護班のほうがメ

インになりますけれども、そちらの内容を協議した中で、こういったものを取り入れたほう

がいいんじゃないかとか、こういったものもできるんじゃないだろうかということは常に考

えて、また、専門的な健康運動、保健師さんもいらっしゃいますので、そういう方とも相談

しながら、内容のほうはまた検討させていただくというようなスタイルを取っております。 

○議長（小倉弘業君） 社会文化課長。 

○社会文化課長（北田勝也君） 社会文化課でございますけれども、先ほどの寿大学、これに

つきましては、講座が終わり次第、１講座ずつなんですけれども、アンケートのほうは取っ

ております。それに基づきまして、今回よかったのか、次回はどういうものがやりたいのか

ということで、それを次年度の事業に、それこそ事業に進めていくこととしております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 食生活改善普及会が行う事業におきましても、アンケー
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トを事業ごとに取っておりまして、動きのあるというか、引き続き行う事業や新たに改善し

ていく事業の参考として、参考にしております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） ありがとうございます。ちゃんと参加者の声も生かされているという

ことで、安心いたしました。 

  ただ、やはり参加者がとても少なかったりする講座については、やめる勇気というか、そ

ういうのも大事かなと思いました。お金、予算のかかることですので。でも、今のところ順

調に行われているようで、今後ともよろしくお願いいたします。 

  今みたいなのは、どうしても予算とか、お金がかかってくるのですが、お金かからないで、

各個人で健康を目指して、例えば高齢者については、介護にならないように自分で頑張ろう

みたいなのをやっていくときに、一番身近な場所というのは公園じゃないかと思うんですが、

誰もが日常的に安らいで活動し、それから交流もできる重要な役割を持っていると思います。 

  滑り台とかブランコみたいな遊具が備わった児童公園はよく見かけますが、大人や高齢者

向けに健康遊具とか、何かそういうものを設置した公園の整備が必要だと思うのですが、現

在、町内の公園では、そのようなことを意識した健康遊具を設置した公園があるのかどうか

をお尋ねします。 

○議長（小倉弘業君） 社会文化課長。 

○社会文化課長（北田勝也君） それでは、森川議員のご質問にお答えいたします。 

  当町では、光スポーツ公園と坂田池公園ございます。光スポーツ公園には健康遊具となり

得る遊具はございません。 

  坂田池公園には、プレスバーベル、これはバーベルを持ち上げて体を鍛えるということで、

あと、クライミングバーというのがございまして、これは両手両足を使い、バーを上り下り

するものでございます。シットアップベンチ、これは腹部だとか、背筋を鍛えるものになり

ます。このようなものが、体力の増強が図れる健康遊具として５か所を設置されております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） ありがとうございます。そういうのもあったということで安心いたし

ました。 

  ただ、置いてあると、やはりどなたかがお使いになるときに、不具合が出たりとか、雨ざ

らしでさびが出るとか、そういう状況もあると思いますが、現在置かれている健康遊具につ
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いての点検状況、それから今後何か変えなきゃいけないなと分かっている場所がありました

ら教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 社会文化課長。 

○社会文化課長（北田勝也君） それでは、森川議員のご質問にお答えいたします。 

  遊具の点検につきましては、資格を有した専門業者により、年に一度点検を行っておりま

す。また、その結果、修繕や補修の必要が必要な劣化があった箇所につきましては、修繕、

補修し、利用者が安全に楽しんでいただけるよう、維持管理に努めているところでございま

す。 

  また、今後の整備予定でございますけれども、昨年度、公園施設遊具点検を実施した際に、

坂田池のほうでハニカムブロック、これはブロックを積み重ねたものでございますけれども、

これについて、コンクリートの亀裂等が発見され、軽度の障害をもたらし得る可能性がある

と判断しているところから、当該遊具を撤去して、その跡地に横芝小学校建設工事に伴い、

不要となる鉄棒を坂田池公園に移設再利用すべく、準備を進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 再利用もちゃんとなされて考え、計画的にやっていらっしゃるという

ことで、今の時代に即したやり方で、大変ご苦労さまです。ありがとうございます。 

  先日の全員協議会のときに、第３次横芝光町総合計画策定のための住民アンケートの結果

報告書をいただきました。その中で、子供も大人も楽しめるような公園をつくってほしいで

すとか、ボールなどを使って自由に遊べる公園を増やしてほしいとか、公園をこうしてほし

いという要望がたくさん上がっていました。 

  子供の頃からやはり運動の習慣をつけると、高齢になっても公園に行くことが楽しいと思

うと思います。そういうことで、高齢者の健康維持、それから健康寿命増進につながるので

はないかと思いますので、公園の整備は重要な部分だと考えます。 

  公園でウオーキングすることも非常にいいのではないか。先ほどウオーキングマップを作

成しているということで、これもお願いして、何か景品とかも出たらいいなとか、ちょっと

思ったのですが、健康ポイント事業について後で質問されている方がいますので、そちらの

ほうにお任せしたいと思います。 

  次に、熱中症対策のことについて、もう少し質問いたします。 

  先日、実家のほうに戻っておりましたら、女性が訪ねてきまして、私はちょっと母が独り
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暮らししておりますので、来客もあまり少ないので、何だろうと思って母が出ているのを聞

いていましたら、地域の民生委員の方だと思います。回っていらして、お独り暮らしなので、

熱中症気をつけてくださいね、それから、暑いとこういうところ涼しいですよとか、リーフ

レットを持って一人一人のお宅を回っていらっしゃいました。 

  富里なんですが、当町でも高齢者のみの世帯とか、エアコンの利用できない世帯とか、そ

ういうところを確認したりとか、指導したりとかする早めの対策、呼びかけ活動などは行わ

れていますか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 当町におきましても、民生委員児童委員の方がちょうど５月から

７月ぐらいにかけまして、高齢者世帯調査ということで、高齢者の方のお宅を一軒一軒訪問

して、その状況を調査票にし、それを提出いただいております。 

  その中で、いろんなご意見をいただいて、福祉のサービスにつなげたり、医療機関のほう

につなげたり、そういう活動のほうはしていただいております。ですので、役場と民生委員

のほうが連携いたしまして、高齢者の見守り活動をしているという状況でございます。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 当町もやはり高齢者多い中で、そういうことも進んでいるということ

で、よろしくお願いいたします。 

  あと、クールスポットがあると、ヨリドコロとか、図書館とかあると言いましたが、利用

可能な曜日や時間帯はあるのでしょうか。ちょっとこれも職員の方の勤務時間等もあるので

心配なんですが、できるだけ長い時間が利用できるといいなと思うのですが、実態はどのよ

うになっているのでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） クールシェルターの利用時間については、通常の営業時

間を利用できるという時間に、利用できる時間としております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） じゃ、図書館ですと６時ぐらいとか、ヨリドコロですと５時ぐらい、

５時半ぐらいになるのでしょうか。ただ、今の時期考えますと、熱帯夜とかいう状況も出て

きます。できたら何か夜間、無理かもしれませんけれども、夜ちょっと涼める場所がいいな

と思うのですが、公共の場所は無理かもしれませんが、これ、民間との協力で、そのような

ところはありませんか。冷水機の置かれた場所とか、そういうところは、協力していただけ
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る民間はないのでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 同様の施設で、ホッとステーションというのが、非営利特定法人

リンクさんが国庫補助制度を活用して、誰もが気軽に立ち寄り、一息つける居場所づくりと

いうことでホッとステーションというのを行っております。 

  その中で、期間限定、７月から９月の間は、クールステーションというところで、涼める

場所、居場所の提供というのを行っております。町内に14か所ほどクールステーション登録

された事業所などがございますが、その営業時間につきましては、それぞれの事業所のご都

合等によりますので、あくまでも事業所がやっている間で、可能な限りでご協力いただいて

いるというところでありますので、ただ、募集につきましては、リンクさんのほうで、常に

常時協同機関というのを募集しておりますので、14機関というのがこの夏にかけて増える可

能性はあると思っております。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 暑くて寝られないみたいな日も、もしかしたら出てくるかもしれませ

ん。できたらコンビニエンスストアに、ちょっとご協力を依頼できたらいいかなとか思いま

した。寝ている間も熱中症になっちゃうみたいな高齢者もいるようですので、ちょっと夜が

心配です。特に、このような暑い状況で心配しておりますが、何かできたらよろしくお願い

します。 

  あと、職員の方の熱中症対策についてお尋ねしたいのですが、例えばスーパーマーケット

とかに行くと、レジのところで、職員が給水することをお許しくださいみたいな張り紙がし

てあったりとか、見かけます。そういう状況ですと、レジの方も安心して水分をとれ、お客

様の前でも間でとれると思いますが、役場の方の職員が、職員の方のテーブルの上にペット

ボトルを置いたりですとか、そういうことをやってもいいのかなと私は思うんですが、その

ような状況で、受付のところに水分の補給を、職員の水分補給のためにこういう状況ですみ

たいなお知らせがあるといいと思うんですが、今の状況はどんな感じでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 総務課長。 

○総務課長（鈴木正広君） お答えいたします。 

  今現在、机の上にペットボトルを置いておきますというような、そんな周知のほうはして

おりません。ただ、今熱中症の対策としまして、服装ですね。職員の服装で、勤務効率の向

上だとか、働き方の向上というところを通しまして、このように合わせた服装、ノーネクタ
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イだとか、ポロシャツだとか、そういうもので対応していただくということで、その中では

ＴＰＯをわきまえたような服装にしてくださいというようなこともありますが、そのような

もので熱中症対策に生かしております。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） ここら辺の冷房温度も28度とか何か、そういうふうに決められている

と思います。その中で、やはり暑いなと感じられる方もいらっしゃると思いますので、もし

要望が上がってくれば、水分いつでも補給可能みたいな、何かそういうのがあったらいいな

と思いました。 

  あと、もう１か所、とても心配というか、気になった新聞記事があって、大事に切り抜い

て持っているのですが、何かといいますと、救急隊、消防署の救急隊の方、その方たちが患

者さんを送っていった帰りですとかに、コンビニに寄るというので、理解をしてくださいと

いう記事がありました。 

  それを見ますと、大体の県内の消防局本部の救急隊のコンビニ利用状況は、コンビニや病

院内の売店の利用を認めている場所がほとんどです。それから、病院内だけの売店の利用を

求めている自治体もございます。 

  その中にあって、いずれも認めていないという市町村が５つございました。銚子市、成田

市、旭市、栄町、それから匝瑳市の横芝光町というのが書いてありました。横芝光町の方は

旭とか、遠くに行かれても、熱い思いをして今、防護服だとか、そういう厳重装備をしてい

かれるのに、そこで水分の補給をする場所がないのかなと、ちょっとこれは気の毒じゃない

かなと思ったんですが、現状はどのようになっているのでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 匝瑳市横芝光町消防本部のほうに、こちらの読売新聞、４月

の記事だと思うんですが、こちらの記事が出たときに確認をさせていただいておりますが、

うちの消防本部のほうでは、まだ救急搬送の回数等で、そこまでコンビニを利用しなければ

いけないというところまでの切迫した状況ではないということで、特段ルールとしては、コ

ンビニ利用を認めるというようなものをつくってはいないということでありました。 

  ただ、搬送の終了した後等で、適宜水分補給等は行っているということを報告を受けてお

ります。 

  以上です。 
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○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 時々スーパーマーケットとかで、お巡りさんが、警官の方が制服のま

ま籠を持ってお買物していらっしゃる姿を見るんですが、あれを見ると、何かほっとすると

いうか、安心するというか、ああ、お巡りさん、お仕事中もこうやって見ていらっしゃるん

だなという気になるんですが、私は。あれを見て、何だ、サボっているのかと思われる方も

いるのかな。でも、私にはちょっとそちらは理解できなくて、お巡りさんがいらっしゃると

心強いなと思います。 

  同じ状況で、コンビニに消防車がとまっていると、ああ、お仕事していらっしゃるんだな、

今倒れても大丈夫かなとか、思う気がするのですが、ぜひこれ認めて、もうちょっと暑くな

ったら、今は要らないかもしれませんが、夏になったらきっと右往左往する時期もあると思

いますので、認めていくほうになればいいなと思いますが、消防団員のほうは何か決まりが

あるのですか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 消防団員につきましては、当然夏の火災現場等、かなり暑い

現場になりますので、そちらについては各分団分については、自分たちの活動費の中等で水

分を用意していただいて、活動していただいております。 

  また、消防団本部につきましても、役場の指揮車や資機材車に常時水分を、ペットボトル

等を積んで用意しておりますので、その状況に応じて、そういったものを利用していただい

ています。 

  また、火災等の消火活動の状況により、団のほうの本部と相談しまして、水分補給等、必

要に応じてとっていただくような対応をしております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） 救助するほうが倒れちゃったら元も子もないので、やはりそういうと

ころをよろしくお願いしたいと思います。 

  あと、町長にお尋ねしたいと思います。東京都は、一般家庭800万世帯の水道料、水道基

本料金を夏場４か月無償にして、それを熱中症対策に生かすという発表をしました。横芝光

町、東京のように財源に恵まれているわけではないですが、町として町民全体を酷暑の夏か

ら守るために、何か考えているお考えのことがあったら教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 
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○町長（佐藤晴彦君） 今、酷暑対策という部分については、考えておりません。ただ、今物

価高騰に対する交付金も決まっている部分がございますので、物価対策については、私は考

えていかなければならないというふうに認識をしておりますが、現実問題、水道料金を４か

月の財源はなかなか厳しいものがあるという認識をしております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） これはリッチな東京都だからできることかなと思いますが、横芝もち

ょっとぐらい何かまねできたら、よろしくお願いします。 

  最後、町営住宅についてですが、実はこれ、ある方から、今年から何か私だけ家賃上がっ

たんだけれども、どうしてかいと聞かれて、私は答えられなくて、質問してしまいました。

私もちょっと家賃について知らなくて、勉強不足のところ、反省しております。これは住民

にはどのように理解を得たのか、十分な説明を行ったのか、お知らせが何かいくのかなと、

そういうところをお聞きしたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 都市建設課長。 

○都市建設課長（林 栄司君） 家賃の決定につきましては、先ほど申し上げた公営住宅の法

に基づきまして、計算したもので決定します。その決定したものにつきまして、政令月額認

定通知書または収入超過者認定通知書、こちらをもちまして、入居されている方々に決定金

額をお知らせしているところでございます。 

  森川議員ご質問ありましたとおり、今後につきましては、より丁寧な説明をしながら、家

賃のお知らせのほうをしていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 森川貴恵議員。 

○７番（森川貴恵君） やはりお手紙がいっても、かなりの高齢者だと読みづらいというか、

目の不自由な方もいらっしゃると思いますので、その辺十分な説明が必要だと思います。維

持や管理、大変厳しい状況だとは思いますが、まだ住んでいる方もいらっしゃいますので、

十分な時間をかけて住んでいる方の理解が得られるように言っていただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 以上で森川貴恵議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午前11時10分とします。 
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（午前１０時５８分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 霞   浩 子 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  霞浩子議員。 

〔３番議員 霞 浩子君登壇〕 

○３番（霞 浩子君） 改めまして、おはようございます。議長のお許しをいただきましたの

で、議席番号３番、霞浩子が通告に従い一般質問いたします。 

  質問に先立ちまして、一言お礼を申し上げたいと思います。昨年９月の定例議会において

要望させていただきました、ヨコシバテラスの入居条件の緩和、３つのうち２つを12月25日

に採用していただきました。１つは、更新は１回限りで最長６年のところ、子供が高校卒業

年度の３月10日までに変更いただき、２つ目は、子育て世帯で18歳以下の子供のいる世帯と

していたところ、夫婦のみの世帯でも夫婦ともに43歳未満であれば可と変更していただきま

した。これにより、次々と入居者が決まり、残りの空き部屋はあと１部屋と伺っております。

スピーディーに対応していただき、とてもうれしく思っております。 

  ヨコシバテラスは30年の債務負担行為がある事業なので、できる限り負担が大きくならな

いようにしていかなければならないと思います。そして、本来の目的である当町に魅力を感

じて永住していただける方が増えることを強く望みます。 

  それでは、質問に移ります。 

  大綱１点目、安全で安心なまちづくりのうち、（１）県道横芝下総線バイパス事故多発交

差点の安全確保のための取組についてです。 

  この件につきましては、令和５年９月定例議会で一般質問をさせていただき、千葉県警察

本部交通規制課からは、信号機がつかない理由として、設置条件の隣接する信号機との距離

が原則150メートル以上離れていることにおいて、ここは国道126号交差点の信号機から110

メートルしか離れていない。また、その信号機と重なり、誤認するおそれがあるため設置で

きない旨の回答があり、そのため、町は安全対策として、カラー舗装の延長、グリーンベル

トの設置、事故多発の注意喚起看板の設置等をしているとの答弁でした。 
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  事故発生件数は減ったものの、千葉県警察が発表している信号機なしの事故多発交差点で、

この交差点が千葉県で令和４年は第１位、事故件数６件、令和５年は第３位でしたが、事故

件数５件、令和６年に至っては、１位が県道横芝停車場白浜線、事故件数７件、２位がこの

横芝下総線バイパス、事故件数６件です。何とワースト１位、２位が当町の交差点と、何と

も不名誉な結果が発表されています。 

  そしてさらに、４月29日、日本テレビ、カズレーザーと学ぶ。という番組で、身近に潜む

交通トラブル最新対策というサブタイトルで、この交差点が全国ワースト２位とランクされ、

全国放送で横芝光町が危険な町と放映されました。 

  このままでよいのでしょうか。信号機設置は町民の切なる願いです。町民の声を町へ届け

ると約束した私は、質問せずにはいられません。前回の一般質問から約２年、どのような安

全対策をしていただいたのでしょうか。 

  次に、（２）として、自転車交通ルールの指導についての各世代の具体的指導状況はです

が、警察庁は、道路交通法施行令の一部を改正する政令案を公表しました。改正案には、自

転車をはじめとする軽車両の交通違反に対し、交通反則通告制度、いわゆる青切符による取

締りを2026年４月に施行する方針であることが示されました。これにより、16歳以上で違反

すると、反則金が取られます。 

  これからガソリンの高騰で、近所は自転車で行こうと考えたり、健康管理のため趣味のロ

ードバイク等で自転車に乗る方が増える傾向にあると思います。政令改正の背景には、ルー

ル違反が原因の事故が増えているということがあると思います。 

  ルールを守らない人が増えるから、だんだん罰則が厳しくなると思います。幼い頃からの

指導がとても大切で、その後も忘れないようにしていくことも重要と考えます。現在、町で

はどのように指導しているのか、状況を伺います。 

  大綱２点目、持続可能な農業の取組についてであります。 

  今メディアでは、毎日お米の価格や流通の話題を取り上げています。これほどまでお米が

注目されるのは、1993年に起こった平成の米騒動以来ではないでしょうか。このときは記録

的な冷夏に起因する米不足現象でした。今の米不足は単なる一過性の問題ではなく、供給の

不安定さと需要構造の変化が相まって、長期的かつ深刻な問題です。インバウンドによる需

要の増加、供給面では長年にわたる減反政策、気候変動や自然災害の頻発、そして農業従事

者の高齢化による労働力不足が、生産に大きな影響を及ぼしていると思われます。 

  当町の基幹産業は農業です。お米にスポットライトが当たっている今こそ、改めて農業を
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見詰め直すときではないでしょうか。そこで、農業の担い手不足の対策について伺います。 

  ①農業従事者への支援はですが、新規就農、また親元就農の場合において、米づくりをや

ってみようかなと考えたとき、どのような支援が受けられるのか教えてください。 

  ②移住者が農業をしたい場合の受入れ体制はですが、例えば、Ⅰターンで新しく当町でお

米を作りたいと相談があった場合は、どのように対応しているのでしょうか。つなぎ役とし

て、住む家、農地のあっせんなど、一連の流れを教えてください。 

  ③耕作放棄地の管理はですが、基本的には、土地の所有者が管理するべきものということ

は十分分かっていますが、ほっておくと病害虫の発生や芝火災の原因になるおそれがありま

す。環境の保全活動の指導や注意喚起等を行っているのでしょうか、伺います。 

  ④南城支線基盤整備事業の進捗状況はですが、基盤整備を行うことにより、作業の効率化

が図られ、生産性が向上する。まさに、担い手不足を解消する一番の手段ではないかと思い

ます。地元議員として、スムーズに事業が進んでいるのか伺います。 

  以上大綱２点、壇上からの質問とさせていただきます。町当局の簡潔で明快な答弁をお願

いいたします。 

〔３番議員 霞 浩子君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  都市建設課長。 

〔都市建設課長 林 栄司君登壇〕 

○都市建設課長（林 栄司君） 霞浩子議員ご質問の大綱１点目、安心で安全なまちづくりに

ついてのうち、県道横芝下総線バイパス事故多発交差点の安全確保のための取り組みについ

ての、直近２年間の安全対策はにお答えいたします。 

  令和５年９月定例会におきましても同様なご質問があり、その時点では、町道側の安全対

策として、視認性を高めるためのカラー舗装の延長、外側線の外側へのグリーンベルトの設

置、この先交差点ありや事故多発等の各種注意喚起看板の設置、路面に幅員狭窄擬似シート

を設置したことを回答させていただきました。 

  その後、令和５年度から令和６年度の直近２年間については、各種交通安全対策を実施し

た現状の交差点で、新たに交通安全対策を追加しますと、情報量過多となり、交差点を通過

する運転者の注意が散漫することから、追加での交通安全対策は実施しておりません。今後

も関係機関や関係部署と連携を図りながら、町道の交通安全対策に努めてまいります。 

〔都市建設課長 林 栄司君降壇〕 
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○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 霞浩子議員ご質問の大綱１点目、安心で安全なまちづくりに

ついてのうち、自転車交通ルールの指導についての各世代の具体的指導状況はにお答えしま

す。 

  初めに、幼児に対する指導については、幼児交通安全教育指導員による交通安全教室を実

施し、交通ルールの基礎を楽しく学べるよう取り組むとともに、併せて保護者に対してチラ

シ等を配布し、自転車の正しい乗り方やヘルメット着用の重要性について啓発を行っており

ます。 

  次に、児童に対する指導としては、山武警察署と交通安全協会が中心となり、各小学校で

年１回の交通安全教室を実施しております。自転車の指導については、第３学年から第６学

年を対象に、自転車保険への加入促進、定期的な点検整備、反射機材の取付、ヘルメットの

着用など、自転車に乗る前のルールと、車道左側走行の原則、歩行者優先、ながら運転の禁

止など、自転車に乗る時のルールを盛り込んだ、ちばサイクルールをもとに、自転車の安全

な乗り方や交通ルールについて実技を交えた指導を行っております。 

  なお、各中学校の生徒に対しては、交通安全教室の実施に加え、交通安全協会による自転

車安全点検を行うことで、交通安全意識の醸成に努めております。 

  また、高校生に対する指導として、横芝敬愛高等学校では、交通安全運動期間中にホーム

ルームでの周知啓発、自転車安全点検の実施等、学校独自で交通安全指導を実施していると

のことです。 

  次に、高齢者に対する指導としては、交通安全協会と連携し、地域の敬老行事の際に、加

齢に伴う身体機能の変化に配慮する内容の交通安全啓発チラシや反射ストラップなどを配布

し、自転車運転時の注意点や反射材の活用等について啓発を行っております。 

  この他にも、外国人に向けた取り組みとして、町ホームページや窓口において、多言語に

よる自転車交通ルールを周知し、誰もが安心して自転車を利用できるよう、情報発信を行っ

ております。また、令和５年４月から、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化された

ことを受け、全年代に対し、ヘルメット着用の重要性を呼びかけております。 

  今後も山武警察署、交通安全協会、学校等と連携を図りながら、各世代に適した交通安全

指導や啓発活動を行うことで、交通安全意識の高揚と交通事故防止に努めてまいります。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 
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○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

〔産業課長 小川健二君登壇〕 

○産業課長（小川健二君） 霞浩子議員ご質問の大綱２点目、持続可能な農業についてにお答

えいたします。 

  初めに、農業の担い手不足の対策について、農業従事者への支援は、稲作の場合でありま

すが、町の支援は、営農集団に高性能機械や近代化施設を導入する事業に対しての農業用機

械施設等共同化促進事業補助があります。その他、国や県への補助事業申請書類等の支援や

相談を行っております。 

  農業の状況は、令和６年度産米の価格が長い低迷から約30年前の水準までに回復したもの

の、高齢化や後継者不足、遊休農地の増加、高性能化による機械価格の高騰や物価高による

資材価格の高騰、温暖化による作物の高温被害など、一層厳しくなっており、農業の問題は

依然として喫緊の課題であります。町といたしましても、農業従事者に対しての支援を有効

かつ迅速に出来るよう、調査研究してまいります。 

  次に、移住者が農業をしたい場合の受入体制はでありますが、農業従事者の減少と農業の

担い手として期待している新規就農者の確保など、農業後継者の問題が深刻化しており、重

要な問題の一つであります。 

  当町においては、新規就農者よりも親元就農が多い状況でございますが、都市部などから

新たに農業に取り組みたいと来られる移住者の新規参入も必要であります。移住者が農業を

始めるにあたっては、農業技術の習得、農地の確保、農業機械の調達、資金や居住住宅など

多くの課題があり、これらの相談に千葉県山武農業事務所や農業団体と協力しながら対応し

ておりますが、町においても移住定住希望者や空き家住宅など、関係各課で情報を共有し、

ワンストップで支援できることが望ましいと考えられますので、その様な体制の構築事例に

ついて、引き続き調査研究してまいります。 

  次に、耕作放棄地の管理はでありますが、耕作されている方の高齢化や土地持ち非農家の

増加に伴い、耕作放棄地が増加しております。その様な中、耕作する方がいなくなり、遊休

化した農地の荒廃が進む前に、各地区の農業委員や農地利用最適化推進委員の方々から、地

権者や周辺の耕作者への農地の利用を働きかけていただいているところでございます。 

  また、令和７年３月24日に策定した地域計画は、令和７年度も引き続き地域での話し合い

の場を開催することとしています。各地域で出された農地の利用状況や問題点など、意見を

反映した地域計画地図の変更を行い、農地の有効活用と保全を図ってまいります。また、圃
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場整備事業や土地改良区施設整備事業等による農地の保全事業、多面的機能支払交付金事業

による地域での解消事業、農地中間管理機構を利用した農地の有効利用など、様々な事例を

研究し、耕作放棄地の管理に取り組んでまいります。 

  次に、南条支線基盤整備事業の進捗状況はでありますが、１期地区については、令和６年

11月の議会議員全員協議会で、採択目標年度を令和10年度に変更することについて説明させ

ていただいたところでございます。令和６年度は、事業計画書を作成し、併せて換地等調整

事業で農地の現地状況調査を行いました。令和７年度は、促進計画書作成業務を行い、事業

費、経済効果等の算定、営農作物、担い手等の将来構想をとりまとめ、令和８年１月の県の

審査会に諮り、承認を得て、令和10年度採択を目標に進めてまいります。 

  ２期地区については、令和６年２月に、南条２期推進委員会及び営農部会を設立しました。

営農部会で協議の結果、１組織、２個人担い手で、地区内農地の75％以上を営農する方向で

進めているところであります。令和７年度は、事業計画書を作成し、令和９年10月の県の審

査会に諮り、承認を得て、令和11年度採択を目標に進めてまいります。 

  ３期地区については、千葉県が行う事前協議の基準の仮同意率90％を超えた旨、地元から

伺っていますが、まとまった区域で同意を得られていないことから、引き続き同意を得られ

るよう話し合いを進めてまいります。 

〔産業課長 小川健二君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） ご答弁ありがとうございました。それでは、順を追って再質問させて

いただきます。 

  大綱１点目の県道横芝下総線バイパスの交差点の件ですが、この２年間、特に何もしてい

ただけなかったというのは、とても残念に思います。しかしながら、今も課長おっしゃった

ように、いろいろな表示、ポール、ガードレールがいろいろあって、これ以上何か取り付け

るのは逆に危ないんじゃないかということもよく分かります。 

  町長にお伺いします。横芝光町がメディア等で危険な町と取り上げられることは、どのよ

うに感じていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 当然、不名誉な認識であることは間違いございません。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 
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○３番（霞 浩子君） これからやはり成田空港の更なる機能強化により、住民が増えること

を強く願っている者としては、少しでもマイナス面を減らしていきたいと思います。 

  そこで、システムに１億円以上かかると言われている信号機は無理でも、赤の点滅だけの

信号機をつけてもらえるように交渉してはいただけないでしょうかと思います。動きのある

ものであれば、必ず一時停止すると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 私、結構あの交差点、あえて使っているんですね。この間、昔の北海

道屋さんのところのほうから入ってきましたら、止まれにＬＥＤの照明のぱちぱちぱちのや

つがついていて、あっ、これまた新しくついたんだというように思いがありまして、少しは

そういう機能的なものになって、最初言ったとき、それも断られたんですよ。でも、知らな

いうちについていて何なんだろうなと思って、逆に不思議だったんですけれども、もう少し

改めてちょっと、これは県警のほうといいましょうかね、お話をしてみたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） いや、本当そのお言葉を聞けて、すごいうれしくなりました。やはり

私もちかちかという、ついているのは承知しているんですけれども、やっぱり日中はどうし

ても分かりづらいかなというところで、夜だと光ってとても分かりやすいんですが、その絶

対信号機というのがついていると、やはり絶対止まるというのは皆さんあると思うので、例

外を認めてもらうことをお願いしているわけですから、二、三回の交渉で諦めず、根気よく、

ぜひちょっと交渉に行っていただきたいと思います。 

  続きまして、自転車交通ルールの指導についてですが、講習会等とてもよくやっていただ

いていると思います。ちなみに、子供たち、小中学生で、過去３年間の事故はどれくらいの

件数があったか教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 学校から教育委員会への報告がございました、令和４年度から令

和６年度までの過去３年間におけます、中学生の自転車での事故報告案件の受理件数の状況

をお答えさせていただきます。なお、小学生に関しましては、学校管理下での自転車による

事故報告の受理案件はございませんでしたので、申し添えさせていただきます。 

  令和４年度につきましては３件、全て下校時での時間帯で、自動車との接触２点、スリッ

プによる転倒１件となってございます。令和５年度につきましては５件、うち登校時での時
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間帯に２件、下校時の時間帯に３件で、全て自動車との接触となってございます。令和６年

度につきましては４件、全て登校時での時間帯で、自動車との接触３件、ペダルの踏み外し

による転倒１件となってございます。 

  ちなみに、令和７年度に入りまして、６月９日現在でございますが、１件、登校時の時間

帯で自動車との接触となってございます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） 事故は１件もないのが一番望ましいところですので、人間やっぱりル

ール等意識していないとすぐ忘れてしまうので、これからも頻繁に注意喚起等、指導してい

ただくことをよろしくお願い申し上げます。 

  また、先ほど、外国人の方なんですけれども、一応チラシ等渡していただいているような

お話だったんですが、やはりよく最近外国人の方が自転車に乗っているところをお見かけす

るので、例えばそれはどういうタイミングで渡したりしているのか分からないんですが、私

は、例えば転入届があったときに、住民課でそういった自転車のルールについてのチラシ等

渡していただけたらなと思います。これからはやっぱり反則金も取られますので、知らなか

ったよでは済まされないところがあると思いますので、転入届のときに、そういったチラシ

をお渡ししていただくのはどうでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 外国人の方への周知でございますが、現在はポスターとか、

チラシでの周知をしているところですが、直接そういった方が見える場所だとか、役場であ

れば、議員がおっしゃるような転入の届の時だとか、そういう来庁されたときに直接渡すだ

とか、そういったものも含めて、効果的な周知ができるように検討していきたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  次に、大綱２点目の持続可能な農業についての、農業の担い手不足の対策についてのうち、

①農業従事者への支援は、営農集団の団体には町の補助があるとのことでした。 

  今回なぜこのような質問をしているかというと、２月17日に行われました、町議会議員と

農業振興会との懇談会で意見があったものを取り上げさせていただいているところでござい

ます。そのとき、個人では大型機械の買換えに支援がないのは厳しいとか、親元就農だと、

親とは別の種類の作物をつくらないと国の補助金の対象にならず、しかも、それは５年以内
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に限ると条件が厳しいなどの意見がありました。こういった意見に対して、その後、産業課

では何か話合い等あったのでしょうか、伺います。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  先ほど答弁で申し上げました農業に関する諸問題に関しまして、町が行う農業者への助成

事業については、これまでも様々検討してまいりました。しかし、予算を伴う事業の場合は、

限りある町予算の中での検討となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） なかなかすぐに大きな支援というのは難しいと思いますので、１つ提

案がございます。６月１日に熱中症対策が義務づけられたことを受けて、農家の方へファン

ベストというんですかね、ここにファンがついているベストがあると思うんです。一度着た

ら手放せないと伺っていますし、建設業界ではそのベストを着ていないと現場に入れないと

いうようなことも聞いておりますので、近年、この夏の暑さは尋常ではありません。特に、

稲刈りの時期は酷暑の中、作業をされています。体が資本の農家さんですので、私たちの食

を支えていただいている感謝の気持ちを込めて、補助金というのを提案させていただきたい

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） ご提案ありがとうございます。農業者の健康を守る意味でも、大

変貴重な意見だと思います。今後、検討させていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） ぜひご検討をよろしくお願いいたします。 

  次に、移住者が農業をしたい場合の受入れ体制ですが、千葉県山武農業事務所や農業団体

と協力しながら対応していただいていて、移住担当は企画空港課、空き家住宅は都市建設課、

そして農業は産業課と、各課で情報を共有して、ワンストップで支援していきたいとの答弁

をいただき、とても期待しているところでございます。 

  ＵターンでもＩターンでも、例えば今、農業に元気を感じる旭市では、国や県の支援の対

象にならない親元就農者、雇用就農者へ支援を行っています。例えば、新規就農者支援事業、

機械取得50万円、農地賃借料20万円とか、親元就農チャレンジ支援金年間20万円を５年間、

また転入者農業チャレンジ支援金、雇用就農者に家賃月５万円を３年間等、いろいろありま
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す。 

  町長にお伺いします。近隣にこのような支援があって、当町の基幹産業である農業につい

て、支援をどのようにお考えでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） その旭市の政策については、承知しておりませんでした。少し勉強さ

せていただいて、横芝光町の農業支援の在り方について研究させていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） その言葉を聞いて、また安心いたしました。 

  やはり一番期待できるのは、親元就農じゃないかと思うんです。担い手として頑張る若い

力に、どうかご支援をご検討ください。よろしくお願いします。 

  次に、耕作放棄地の管理ですが、答弁の中に、多面的機能支払交付金事業による、地域で

の解消とありました。私はぜひこの交付金をもっと活用してもらえるように努力をお願いし

たいと思います。 

  私の住んでいる小田部地区は、資源保全会をつくり、交付金を受けているのですが、トラ

クターによる農道のり面の草刈り、砂利敷き、水路草刈りの人件費などに活用させていただ

いております。これにより、地域コミュニティーの関係は非常に良好です。現在、どれぐら

いの地区に交付されているのでしょうか、伺います。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  多面的機能支払交付金事業は、農業、農村の有する多面的機能の維持、発揮を図るための

地域の共同活動を支援する国の交付金です。現在、当町では15地区において、この活動がさ

れておりまして、その面積は町内農地の全体面積の約４分の１に当たります、 

  町では、この交付金事業につきまして、地区説明会の開催、活動組織の設立や各種の書類

作成等の支援などを行っております。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） まだまだ知らない方も多くいらっしゃると思います。もっと広報等で

特集を組むとか、周知を強化していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） ご提案ありがとうございます。この事業について、町広報紙への
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掲載は、できるだけ早期に実施したいと思います。また、この取組がさらに広まっていくよ

う、引き続き周知に取り組んでまいります。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） ぜひよろしくお願いいたします。 

  広報のことで言ったら、今月６月号のトップページで、農業の力で地域を元気にと農業振

興会を紹介されていて、執行部と気持ちが通じているのかなと、とてもうれしく思いました。 

  次に、４つ目の南条支線基盤整備事業の進捗状況はですが、昨年11月の議会議員全員協議

会で１年延びたことは報告を受けておりますが、その後何か課題となるようなことはありま

すでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） 今現状でどのような支障があるのかということに関しては、把握

はしておりませんが、進捗に支障がないよう、慎重に進めてまいります。また、問題が発生

した場合にあっても、事業に遅れが生じないよう、適切に対応してまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） 分かりました。 

  本議会で提出されている補正予算の中にも入っている経営体育成基盤整備事業、南条支線

委託料750万円というのがありますが、地元議員といたしまして、無事可決され、事業が遅

延することなく進んでいくことを強く願っております。 

  基盤整備事業を行うことにより、先ほどの耕作放棄地も生まれ変わると思います。整備し

たら、あと10町歩、作付け面積を増やしてもいいと言っている農家さんもいらっしゃいます。

農家が元気になることで、町の財政も元気になる仕組みになっているはずです。昨年のふる

さと納税も予想を大きく上回ったのは、やはりお米と聞いています。 

  ちなみに、当町で農業従事者はどれくらいの人数がいるのか、統計調査等で分かれば教え

てください。 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 霞議員ご質問の、農業従事者の人数ということでございます。

農業従事者の人数につきましては、農林業センサスにおいて、５年に一遍統計が出ておりま

す。現時点では2020年、令和２年の調査となりますので、ご了承ください。当町の農業従事

者数は、その時点では1,814人でございました。このうち、20代、30代は165人、約9.1％で
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す。続いて、40代、50代は446人、24.6％です。そして、60代、70代は950人、52.4％で、当

町の農業従事者の半分以上は60歳以上となっている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 霞浩子議員。 

○３番（霞 浩子君） やはりちょっと20代、30代が非常に少ないということを改めて感じさ

せられました。本当に担い手不足が心配でございます。当たり前に食べられていたお米が、

食べられなくなってしまう日が来てしまうかもしれません。危機感を持っていただいて、も

う少し農業に目を向けていただけることを期待しております。 

  最後に、厳しい財政の中、何を優先して何を我慢するのか十分検討し、町執行部と議会が

１つになり、夢を育むまち横芝光をつくっていきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 以上で霞浩子議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

（午前１１時５３分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ０時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 秋 鹿 幹 夫 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  秋鹿幹夫議員。 

〔８番議員 秋鹿幹夫君登壇〕 

○８番（秋鹿幹夫君） 皆様、改めましてこんにちは。議席番号８番、秋鹿幹夫です。議長よ

り発言の許可をいただきましたので、通告順に従い一般質問を行います。 

  1945年、太平洋戦争の終戦から、今年で80年という大きな節目を迎えました。戦争の惨禍

を体験した世代が年々少なくなる中で、戦争の記憶をどのように語り継ぎ、次の世代に平和

の尊さをどう伝えていくかは、自治体にとっても重要な課題であります。私たちが享受して

いる平和と民主主義は、多くの犠牲と反省の上に築かれたものであり、それを当たり前のも

のとせず、不断に学び続ける姿勢が求められます。 
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  私は10年前、戦後70年のときにも、一般質問の冒頭でそのときの思いを述べさせていただ

きました。昨今、世界中では紛争が収まらない悲しい現状もありますが、10年たった今でも、

日本では平和が続いてきたことは、国民の皆様が平和を願う心があってこそのことであると

確信をしておりますし、この平和が恒久的に続くことを心から願っております。 

  一方、社会情勢に目を向けますと、大阪関西万博が４月13日から10月13日まで開催されて

おります。今回の万博は、いのち輝く未来社会のデザインをテーマに、世界各国が参加する

大規模な国際博覧会で、日本全体、特に関西圏にとって大きな経済的、文化的インパクトが

期待されております。 

  開幕前より海外パビリオンを中心とする建設の遅れや会場での飲食代の高さといったネガ

ティブな情報が目立っておりましたが、現在では４つのパビリオンを残して、ほかは全て開

館されているという状況でありました。遠方である関西での開催でありますが、万博の開催

に伴い、各種旅行会社や航空会社が訪日外国人の地方周遊を促進するプロジェクトを開始し、

成田空港と大阪伊丹空港のアクセスを活用することで、地方観光への誘客が期待されるとい

うことでありました。当町も成田空港との更なる共生、共栄を目指し、空港利用客の前泊や

隙間時間の観光など、そのような立ち位置でも、インバウンド需要を取り込んでいくことが

できるのではないかと考えますし、今後の取組に期待をいたします。 

  さて、今回の質問は大綱４点です。大綱１点目に、防災、減災に関する質問でありますが、

気象庁の発表によると、今年の夏も平年よりやや高めの気温で推移する予報がありました。

これからの時期、台風などによる暴風や暴雨または土砂災害が予想されるほか、季節特有の

自然現象以外にも関係なく襲ってくる地震にも常に注意が必要です。自治体ＤＸの波及に伴

い、防災の分野でも取り入れていく自治体が増えておりますので、１点目に、防災ＤＸにつ

いて、当町の取組をお伺いするものであります。 

  続いて、消防団員確保の取組状況でありますが、令和４年度３月議会での一般質問の答弁

に対する進捗状況をお伺いするものです。災害の際に、消防団員は地域で真っ先に使命感を

持って活動していただける方々でありますので、頼りになる存在であり、また、前段のＤＸ

を進めていくに当たっては、ＡＩとＳＮＳを融合させたシステムやＩｏＴを活用した情報収

集など、パソコンやスマートフォンで提供される手法が多く取り入れられておりますので、

若者の多い消防団員にはリーダーシップをとっていただくことも想定されます。既定の団員

数を確保するために、私も常々考えておるところであります。進捗確認と併せて、さらなる

提案をいたします。 
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  大綱２点目、ごみの３Ｒの推進についてでありますが、既にご存じのとおり、リデュース

はごみそのものを削減すること、リユースは再使用、リサイクルは資源の再生利用で、その

効果は、環境負荷の軽減だけでなく、経済的にも社会的にも多くの効果が期待できます。ま

た、ごみの分別を積極的に進めて財源を生み出す自治体として、徳島県上勝町が取り上げら

れておりました。当町の現状をお伺いしながら、先進的な取組についても提案をいたします。 

  続いて、大綱３点目、近隣自治体との連携の中で、体育施設や文化施設など、各種施設や

行政サービスの効率的な連携を行い、予算を抑制する考えはについてでありますが、度々町

民の方より、近隣自治体で設置されている施設を横芝光町にも整備してもらいたいというよ

うなご意見をいただきます。 

  老人福祉関係の内容であれば、それは厳しいかもしれませんが、例えば健康な方を対象に

したサービスがあれば、相手の自治体と広域行政組合などの場を活用して連携を図り、使用

料の一部を負担し、市内や町内料金で利用できるようにするだけでも要望が解消するのでは

ないかと考えることがあります。また、立地条件によっては、施設を共有する形のほうが予

算支出を抑えることにもつながります。町の認識をお伺いいたします。 

  最後に、大綱４点目、健康ポイント事業の健康ポイントアプリを導入し、手軽にできる健

康増進事業の推進をについてでありますが、当町の健康ポイント事業は、プラムでポイント

カードを配布してもらい、健康診断を受診したり、各種健康教室に通ったりしてポイントを

ためていく形です。 

  前回の私の一般質問の際も取り上げました、健康長寿で有名な新潟県の見附市では、アプ

リを導入して、その中でポイントをためていく仕組みとなっており、好評だそうです。今は

クレジットカードもスマホで使用できる環境、当町もいつでもどこでも健康ポイントを手軽

にためられる仕組みを構築していただいて、町民の健康増進を推進していただきたいと考え、

質問をいたします。 

  以上、私の壇上からの質問といたします。町当局の明快な答弁をお願いいたします。 

〔８番議員 秋鹿幹夫君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 秋鹿幹夫議員ご質問の大綱１点目、防災、減災対策について

と、大綱２点目、ごみの３Ｒの推進についてにお答えいたします。 
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  はじめに、防災ＤＸについての取り組みはについてですが、近年、激甚化・頻発化する自

然災害への対応が喫緊の課題となっており、町民の生命と財産を守るためには、災害対応力

の一層の強化が求められております。その中で、デジタル技術を活用した防災ＤＸの推進は、

極めて重要な施策であると認識しております。 

  当町の主な取り組みとしましては、気象警報発表時の警戒配備では、情報収集体制として、

台風の予想進路や降水量などの気象情報に加え、河川の水位を監視する水位計やライブカメ

ラの映像等をＷｅｂ上で収集し、リアルタイムで状況を把握できる体制をとっております。

また、住民への迅速、的確な情報伝達手段の確保として、エリアメールの強化を図るため、

国内主要携帯電話４社に対応できるよう、令和６年度にシステムの更新を行ったところです。

これにより、災害発生時に迅速かつ的確な判断を行い、町民への避難情報発信へと繋げてお

ります。 

  また、町職員間の迅速かつ確実な情報共有を図るため、自治体専用ビジネスチャットツー

ルＬｏＧｏチャットを活用し、災害時における情報伝達体制の効率化を行っております。さ

らには、町民自らが災害リスクを把握できるよう、公開型ＧＩＳ、横芝光町地図情報システ

ムにハザードマップを掲載し、インターネットを通じて誰でも確認できる環境を整備してお

ります。 

  この他、災害物資の調達及び輸送調整等の支援として、新物資システムを導入しており、

有事の際には、国、県とシステムを通じて連携し、物資の支援要請や調達が速やかに行える

よう、体制づくりに努めております。今後も、災害に強い安心で安全なまちづくりに向けて、

防災ＤＸを積極的に推進してまいります。 

  次に、消防団員確保の取り組み状況はの、休団制度の規定改善に係る調査研究結果はにつ

いてお答えします。 

  当町における消防団員の取扱いについては、現在のところ、休団の制度は設けておらず、

個別の事情等により活動が困難となった団員については一度退団し、再び活動が可能となっ

た際には、再度入団の手続きを取っていただいております。 

  しかしながら、近年では団員の多様なライフスタイルや就労環境を踏まえ、柔軟な制度設

計の必要性が全国的にも指摘されております。なお、休団中は団員歴に加算せず、団員報酬

が支給されないことから、現在の取り扱いと同様であるため、当町では休団制度は設けてお

りません。 

  次に、消防団協力事業所への奨励金創設に係る調査研究結果はについてですが、消防団活
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動にご理解・ご協力をいただいている事業所への支援の充実は、団員確保の観点からも重要

であると認識しております。しかしながら、現在当町における消防団協力事業所に登録をい

ただいている事業所はありません。例年、団員からの希望により、事業所へ活動協力依頼を

通知させていただいておりますが、各事業所の対応に格差があるのが現状です。一方で、奨

励金制度の創設には、新たな財源負担が伴うため、慎重な検討が必要と考えております。 

  次に、消防団活動費を一部団員報酬にシフトする考えはについてですが、消防団活動費は

訓練や出動に係る経費、装備の整備など団の運営に必要不可欠な経費として、各部に８万円

の補助金を交付しております。令和６年度の実績としましては、26部中１部が精算により補

助金の一部を戻入しておりますが、その他の25部については、全額有効活用されております。

そのため、その一部を団員報酬に振り替えることについては、各部の運営に影響があること

から、慎重な検討が必要であると考えております。しかしながら、団員の処遇改善は重要な

課題であると認識しておりますので、今後も消防団の意見を伺いながら、団員報酬の引き上

げも含め、処遇改善に努めてまいります。 

  次に、大綱２点目、ごみの３Ｒの推進についてにお答えします。 

  ３Ｒとは、リデュース、発生抑制、リユース、再使用、リサイクル、再資源化の頭文字を

とった３つのＲの総称で、ごみの減量及び資源の有効活用は、持続可能な循環型社会の形成

に向けた重要な課題と考えております。 

  当町の取り組みとしましては、初めに、リデュースの推進ですが、町民や事業者の皆様に

向けたごみの分別の徹底、マイバックの利用やペーパーレス化など、ごみの発生抑制の啓発

活動等を行っております。次に、リユースの推進ですが、不要なベビー用品等を提供する子

育て用品リサイクル事業など、リユース品の情報提供や不要品交換会などを推進しています。

次に、リサイクルの推進ですが、当町では、廃食用油の回収事業を行っており、広報紙や防

災行政無線により、回収の呼びかけを行っております。また、山武郡市環境衛生組合では、

一般廃棄物である家庭ごみの中から、リサイクル資源として、カン、ビン、ペットボトル、

衣類、段ボールや新聞紙など、10品目に分別し、再資源化に取り組んでおります。 

  次に、３Ｒを推進して財源を生み出す考えはについてお答えします。 

  先ほどリサイクルの推進でお答えしました廃食用油の回収事業、山武郡市環境衛生組合の

分別した資源ごみ等のうち、可能なものは有価物として売却し、歳入となっております。３

Ｒを推進していくことは、ゴミを少なくする、物を大事に使う、限りある資源を大事にする

など、循環型社会の形成に向けた重要な施策であるため、新たな財源確保も含め、先進事例
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を調査研究したいと考えております。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君登壇〕 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 秋鹿幹夫議員ご質問の大綱３点目、近隣自治体との連携につ

いてにお答えいたします。 

  体育施設や文化施設等、各種施設や行政サービスの効率的な連携を行い、予算を抑制する

考えはについてですが、住民サービスの向上を目指す上で、一自治体で実施するよりも、複

数の自治体で実施することにより、効率性や経済的な効果などが認められる業務、例えば消

防、環境衛生などの分野においてこれまでも一部事務組合を設置し、連携を図っております。

広域連携には、人口減少や財政の厳しさが増す中で、より効率的な行政サービスを提供し、

持続可能な地域社会を構築するためのメリットがある一方で、各自治体の意見が相反したり、

意思決定に時間がかかるなどの難しさもあります。 

  また、公共施設等の相互利用に関しては、それぞれの自治体で投資をして造成した経緯も

あり、利用料の調整に向けてお互いの理解を得るのは困難であると考えられます。一方、規

模の大きくない自治体にとっては予算を抑制するうえでも大切な視点でありますので、必要

に応じ、地域の実情に合った広域連携について調査研究してまいります。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 住民課長。 

〔住民課長 越川直樹君登壇〕 

○住民課長（越川直樹君） 秋鹿幹夫議員ご質問の大綱４点目、健康ポイント事業についての

健康ポイントアプリを導入し、手軽に出来る健康増進事業の推進をにお答えいたします。 

  健康ポイント事業は、生活習慣病の予防や健康づくりの動機付けを目的に、町が実施する

健診等の受診や各種健康教室への参加、健康に関する個人の取り組みの目標設定をした方で、

応募した方全員に参加賞のほか、獲得したポイント数によって記念品を贈呈する事業です。 

  現在は紙のポイントカードにスタンプを押す方法で実施していますが、ＤＸを推進する中

で、アプリの導入につきましても、参加が少ない若い世代の健康意識の向上と利便性の向上

のため、事業者からのヒアリングや既に導入している自治体の事例、費用対効果などについ

て、関係課と調査・研究をしているところです。 

  具体的なアプリの内容としましては、各種教室等の参加の記録、自身の運動の記録、各種
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健診の受診記録、毎日の体重・血圧等の記録のほか、歩いた歩数が自動的にポイントとして

カウントされるなどの機能を検討しております。本事業は、令和３年度に国民健康保険事業

の保険者努力支援制度のポイント獲得をきっかけに、国保事業の一環として始まった事業で

すが、全ての町民が生涯を通じて心身ともに健やかな生活を送れることを目指した健康増進

事業でありますので、アプリ導入による更なる事業の推進に当たりましては、財源の確保、

推進体制と合わせ、関係課と検討してまいります。 

〔住民課長 越川直樹君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 答弁いただきありがとうございました。それでは、通告順に再質問を

させていただきます。 

  防災ＤＸの取組についてでありますけれども、重要性は十分ご理解いただいているようで

あります。気象情報とか、水位計なんかのウェブカメラを使って、情報発信をされていると

いうような内容であったかと思います。 

  ここで一つその情報の提供方法として、一つ東日本大震災のときの事例なんかを参考にち

ょっと紹介させていただくんですけれども、大規模災害が起きますと、様々な情報を各機関

から収集する必要があって、各所は縦割り行政で、それぞれに連絡を取ってデータを送って

もらったり、また、そのデータ形式がばらばらで互換性がなかったりというところが懸念材

料だと言われております。 

  ここで、国立研究開発法人防災科学技術研究所が開発したＳＩＰ４Ｄというシステムが、

その横串になる状態、縦割り行政のデータを集約して、利用しやすい形式に変換して、配信

する機能を持ったシステムというのを、そのネットワークを開発されたそうです。 

  これを自治体向けに利用範囲を拡張したり、使いやすいものに変更したものを、ＳＯＢＯ

－ＷＥＢというシステムがあるそうなんですね。こういったものを国が提供しているような

のですが、それは当町は導入されているんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 秋鹿幹夫議員のご質問にお答えします。 

  先ほどのＳＯＢＯ－ＷＥＢでございますが、こちらにつきましては、当町も申込み、手挙

げをさせていただいておりまして、こちらについては、新しいシステムとして、令和６年度

に運用が開始されたということで聞いております。 

  手挙げをさせていただいてＩＤ、パスワードを付与されておるんですが、システムの活用
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については研修等も必要なことから、現在まだ十分に活用できる状態にはなっていないとい

うのが現状であります。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 手挙げをさせていただいたというのは、導入したということなんです

か。それがちょっと分からないんですけれども、導入をされたというふうに認識をしました

けれども、それなのであれば、早急にその教育を進めていただいて、それが実際に実践的に

使えるようにしていただきたいと考えるんですけれども、どちらかも含めてお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） お答えします。 

  こちらにつきましては、クラウドシステムでアクセスして使えるものになっておりまして、

当町につきましても、申込みをして、無償ですので使えることにはなっております。ただ、

現状としまして研修が十分にされておりませんので、使いこなせる状況はこれから研修を進

めたいと考えています。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 分かりました。それであれば早急に進めていただきたいと。防災に関

しては待ったなしでございますので、しっかり進めていただきたいと思います。 

  各自治体なんかも、ほかの自治体ですね。ＩｏＴシステムを搭載した街路灯とか、先ほど

ウェブカメラを搭載した水位計なんかもおっしゃっていましたけれども、そういったものが

ＩｏＴを搭載していて、そこから情報を仕入れるというような形で、防災、減災のシステム

を構築するような自治体も出てきておりますから、そういったものが例えば県、県もＳＯＢ

Ｏ－ＷＥＢ入っています。というところからまた情報が周知されていた場合、やっぱりＳＯ

ＢＯ－ＷＥＢが使えたほうが、道路の損壊とか、土砂崩れとか、そういったものが各街路灯

とか、電柱とか、ウェブカメラなんかに入ってきた情報というのが即座に利用できるものに

なるかと思いますので、早急な対応をお願いいたします。 

  先ほどの中で、エリアメールの強化、携帯電話４社と提携してというようなお話がたしか

あったかと思うんですけれども、当然防災ＤＸ、通信技術というのが非常に大切になってく

るかと思いますので、当然盤石な通信インフラというものを整備して、並行してですね、整

備していかなければならないと思います。通信障害が起きないようにしていくために、どの

ようなことを考えていらっしゃるのか、お伺いします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 
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○環境防災課長（平野和美君） こちらのエリアメールにつきましては、Ｊ－ＡＬＥＲＴと連

動をしまして、Ｊ－ＡＬＥＲＴが起動した場合に、こちらの当町を中心としたエリア、一定

のエリアにいる方に、４つの主要のキャリアの携帯電話に発信される仕組みになっておりま

す。 

  こちらのシステムにつきましては、専用の回線で構築されておりますので、通常のインタ

ーネット回線等々よりは強靱なものになっていると考えております。 

  また、電力が必要になりますので、停電時につきましては、蓄電池、自家発電も含めて、

そういったものが当町の庁舎に備え、システム用にありますので、そちらで電力停電時には

まかなえて、一定の期間活用できるようになっております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 通常の回線とは違うので、強いものになっていらっしゃるということ

なんですけれども、ちょっと私は一般人なので分からないんですが、携帯電話の回線を使っ

ていて、例えばアンテナが倒れただの、アンテナに電力が供給されていないだのというふう

になったときでも使えるということなんですか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 通信設備につきましては、通常のものですね。アンテナだと

か、そういった設備については、使っているものもあると思いますので、倒壊してしまった

だとか、そういった場合には支障が出る可能性もあるとは思います。ただ、当町から直接配

信するものではございませんので、各キャリアの設備、施設から配信されるようになります

ので、例えばですが、防災行政無線であれば、当町から発信するので、庁舎に異常があった

場合だとか、庁舎にある発信する設備が異常があった場合には影響しますが、キャリアの設

備になりますので、ある一定の強度というか、そういったものは保たれていると感じていま

す。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） ちょっと何か盤石な通信インフラだと、ちょっと何となく思わないん

ですけれども、例えば最近、衛星通信を介した回線を使ったりとか、または移動式基地局と

いうものを災害協定を結んでいるところから持ってきてもらって、そこで通信を回復したり

とか、またはその地域メッシュＷｉ－Ｆｉ、Ｗｉ－Ｆｉの基地局を１個つくるのではなくて、

電線のような形で、どこかのラインが切れても、また別のラインからつなぎ直すようなメッ
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シュＷｉ－Ｆｉというのを地域で確立したりとか、そういうところをやっているところもあ

るんですね。 

  ちょっと時間の都合上もあるので、そういったものも調査研究していきながら、盤石な通

信インフラを整えていただきたいなと思います。 

  また、防災ＤＸの中でも、川島富士子議員が以前質問されていました防災アプリなんかも

強化されていくことなんかも考えられますけれども、いろんなアプリを一つのスマホの中で

たくさん入れていっても、なかなか緊急時にどこに何があるのかというのを瞬時に分かりに

くかったりとかというところも懸念されると思いますから、せんだっての森議員の一般質問

の中でもおっしゃっていた公式ＬＩＮＥですか、公式ＬＩＮＥをまず軸としていくのであれ

ば、その中で防災アプリにつなげられるとか、防災情報が手に入れられるような仕組みとい

うのを構築していったらどうかなと思いますけれども、その辺のお考えをお伺いします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 災害時につきましては、多種多様な状況が考えられますので、

そういった公式ＬＩＮＥだとか、そういったものでの発信も含めて、有効な手段を関係課等

とも協議しながら、情報発信につきましては、多くの種類のものを活用したいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 総務課長とよく協議して、進めていただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

  次にまいります。消防団確保の取組状況の中で、休団制度の調査研究結果が現在の取扱い

と同様ですので、お答えとしては取り入れていないと。 

  次にまいりますと、消防団協力事業所への奨励金創設に関しては、重要とは認識しながら

も、奨励金はお金がかかることですので、慎重な検討が必要ですというようなお答えであっ

たかと思います。 

  私はこの令和４年の３月議会で、このようなことはもう既に申し上げております。申し上

げた中で、当制度はメリットが薄いものでありますが、貴重なご意見をいただきましたので、

今後調査研究させていただけましたらというようなお答えなんですね。それで、なぜまた同

じお答えなんですか。お願いします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） お答えさせていただきます。 
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  調査研究のほうはさせていただいた結果というか、現在も調査研究させていただいている

んですが、休団制度につきましては、先ほど申し上げたように、一旦退団するものと、基本

的には団歴に加算しないであったり、報酬を支払わない、そういったものがあるので、制度

的に大きな、同様なものになっているので、制度の取り入れのほうは行っておりません。 

  ただ、機能別消防団員というようなものもありますので、そういったものも現在、検討を

しておりますので、併せて休団という制度を使っていただくのがよろしいのか、それとも、

災害時だったり、有事の際だけ活動をしていただくような機能別の消防団員というものを制

度化して取り入れたほうがいいのか、そういったものも含めて現在検討中であるというとこ

ろになります。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） それを壇上でお答えいただきたいです。でないと進捗にならないので。

私は、この休団制度とか、協力事業所を増やす、駄目だとは言っていませんけれども、これ

を無理やりやってくださいということを申し上げているのではなくて、これはこれでもっと

改善の必要がある制度だということは認識はしています。ただ、消防団員を確保していくた

めには、こういうものもありますよということを言っているだけですので、今のようなお答

えをいただければ、それは一つの進捗だと思います。ですので、お答えの仕方を今後考えて

ください。 

  次にまいりまして、活動費の一部団員報酬にシフトする考えでありますけれども、こちら

も一つの意見として申し上げていますが、各部８万円、私どもも頂いています。その中で、

26部中１部の戻入ということでありましたけれども、一部一部全て聞かないと分からないで

すが、８万円を使い切るために、少し言葉がよくないかもしれないですけれども、不必要な

ものをたくさん購入していたりとか、あるのではないかなという思いもあります。 

  その中で、この８万円のうち、例えば１部16名いた場合、3,000円を16名に配布すると４

万8,000円なんですけれども、活動費を３万円に減額して、５万円のうち3,000円掛ける16人

に報酬をあげれば、全員3,000円上がるわけですよね。本当3,000円なんですけれども。 

  そういった考えで予算配分を行えば、より必要性の高いものだけに使うのではないかとい

う考えから申し上げているんですけれども、その辺のお考えをお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 各部の活動補助金につきましては、毎年実績報告をいただい

ておりまして、担当課でも活用内容を精査させていただいて、有効に活用していただいてい
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ると考えております。 

  また、活動内容の中で、各部でいろいろな使い方をしておりますので、その辺を情報共有

をさせていただいて、より有効な活用方法をしていただければということで、担当課のほう

からは各部に連絡を通知の中に入れたりだとか、そういったもので情報共有をさせていただ

ければと思っております。 

  また、消防団活動に協力いただいている団員の方々につきましては、処遇改善については

重要な課題でありますので、こちらにつきましては、限られた予算の中で、きちんと有効に

報酬のほうも支払えるような形で検討していきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） より目的のために使えれば、それでもう当然結構なんですけれども、

先ほどもおっしゃられていた処遇改善の運びから、このような質問をさせていただいていま

すので、例えば、これ以外でも、例えば操法大会が選考会という形になったり、昨今状況も

変化してきております。 

  これを消防費の中の予算の大枠を変えずに考えれば、余裕が出る年なんかもあると思うん

ですね。そういったものを団員報酬に回していくというようなことは考えられるか、お願い

いたします。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 消防団の活動につきましては、現状、今年度につきましては

操法大会は行っておりませんが、次年度以降につきましては、消防団本部等協議しながら決

定していくものですので、現時点ではお答えするのは難しいんですが、ただ、消防費の中で、

有効な予算の要求の仕方につきましては、担当課としましては、消防団活動がより充実する

ように、要求の方法については考えて要求をしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 処遇改善云々については、じわりじわりと度々質問させていただいて

おるんですけれども、私は活動の負担と報酬のバランスが一つの過去の道筋の中の一つとは

考えております。 

  しかしながら、負担を大きく上回る報酬がない限り、それはなかなか難しいものかなとい

うような考えも持っておりますので、大変難しい問題ですが、一歩ずつ着実に進めていただ

きたいと思いますけれども、消防管理者の町長にその辺のお答えをお願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 
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○町長（佐藤晴彦君） 全部の団が全部同じように動いているかどうかというのは、非常に難

しい問題で、中には定数足らないとこもいっぱいあるし、そういうところの中で、また、人

数がいっぱいであっても、実際は年に１回来るか、来ないかという人もいるし、その人たち

にその団のやつを分けちゃってだとか、いろんな部分のやり方というのは、ちょっとなかな

か難しさがあるんですね。 

  秋鹿議員のところの中台の消防の部は、皆さんが一生懸命チームワークよくやっていると

ころもあると思うし、そうでないところもあるとすれば、その辺のやり方がいかがなもんか

という部分も出てきたりしますし、その辺のところは、団長を含め、本部の中で調整した中

で、本部がこうしてくれということについては、結構やりやすい状況になるんで、各分団長

さんなんかの意見なんかを聞きながら、それを管理者がトップダウンじゃなくて、やっぱり

全体の中でどうしたらいいかというものを考えながら進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） ありがとうございます。今後ともそれを考えていってただきたいと、

常に日頃から思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  次、ごみの３Ｒの推進についてでありますけれども、一部だとは思いますが、３Ｒ、リデ

ュース、リユース、リサイクル、それぞれされているということでありました。山武環境衛

生組合も５品目ですか。売却してお金にしていらっしゃるということであります。 

  壇上のほうで申し上げました徳島県の上勝町、大分昔に葉っぱビジネスで少し申し上げた

ことがあるところなんですけれども、ここは売却設備を整備する余裕がなくて、1998年まで

大量にごみを野焼きしていたみたいです。その焼却設備ですね、ごめんなさい、焼却設備の

建設以外の方法を探り始めて、全国のリサイクル企業と契約をして、現在ではごみの81％が

リサイクルされていると。年間約200万円の財源を生んでらっしゃると。山武環境にしてみ

れば、山武環境のほうに入っているんでしょうけれども、その缶やペットボトルの財源とい

うのはですね。当町に入るわけではないんでしょうけれども、ここは町の中でやられている

ということで、町に200万円の財源を生んでいらっしゃるということでありました。 

  分別方法については、45種類を分別していって、大変だと思います。どうしてもリサイク

ルできないものだけ仕方がなく焼却処分をしているんですけれども、さらにリサイクル率を

向上させて、ごみをゼロにするところまで目標を掲げております。 
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  この45種類の分別表示に、全ての表示に、どのようなものにこれがリサイクルされていく

のか。これを分別しなかったら、幾らかかってしまうのかとか、売却したら幾らになるのか

とか、全部見える化して表示してあるそうです。こういった取組、例えばこの辺でいえば、

スーパーなんかに白色トレーとかを持っていくとポイントになりますよみたいなところとか、

ありますよね。ああいったものからいきなり45種類、難しいと思うので、できるところから

でも、町の財源にしていくために、そういった取組をやっていくお考えはありますでしょう

か。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） お答えさせていただきます。 

  ３Ｒの推進につきましては、重要なものと認識しています。今までの啓発の中でも、各町

民の方々、皆さんの中にも、そういった意識というのは浸透しつつあるとは思いますが、さ

らに進めるという中で、そういった町としての取組、独自の取組というのも、研究の余地が

あると思いますので、先進事例を参考にさせていただいて、そういった調査研究のほうをさ

せていただければと思います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 分別を一生懸命やっている自治体っていっぱいあるんですけれども、

現実のところ、分別をすればするほど、実はお金がかかっちゃうんですよ。実際のところ、

全部ひっくるめて燃しちゃうのが一番安い。そういうのが現実なんですね。 

  しかしながら、それが環境の問題にいいか、悪いかという部分もありますし、これから資

源の問題もありますし、そういう中で、その辺のバランスをどこで取るかというところにそ

の問題の論点があるんじゃないかなという認識している中で、取りあえずは今世間一般的に

やられている空き缶、空き瓶、ペットボトル、あと衣類だとかという、今私どもでやってい

る、それぐらいのやつが一番ある意味ちょうどいいという言い方が適切かどうか分かりませ

んけれども、そういう状況の中で今進めているというのが現実だということを一言申し添え

させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） そのコストがかかるというのは、きっと人件費なんじゃないかなと思

います。それを町民がやるんですから、それは人件費はかからないということなんですよね。
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町長がおっしゃったその全部燃やすは、全部燃やしたいという意味で言っていないのは分か

っていますけれども、やっぱりゼロカーボンシティ宣言しているんですから、やっぱりその

ような考えを省いた中で推進していって、それが財源になれば、町に返ってきて、町民も喜

んでとなれば一番いいんじゃないかなというような考えから申し上げていますので、例えば、

今５品目の以外でも、ペットボトルのキャップはポリプロピレンだから、買取りやっている

ところとかあるんですね。例えばこのボールペン一つとかでも、便利な、山武環境衛生組合

の分別アプリ、ボールペンと引いたら可燃ごみなんですよ。可燃ごみになっちゃうんです。 

  ですけれども、例えば先っちょはステンレス鋼だし、ここは鉄だし、ほかはポリプロピレ

ンなんですよ。一つ一つ全部分別すれば、全部買い取ってくれるものなんですね。ちょっと

インクは別としても。インクもかえることができれば、それはリユースになりますし、そう

いった意識を少しずつでも広げていったほうが、もしかしたら山武環境衛生組合ももっとほ

かのところが集まって負担金を入れ合って、もっとミニマムな形で運営できるものにもなる

かもしれませんし、そういった考えから申し上げているので、そのような考えから、何か一

段階でも取り組んでいっていただきたいと思うんですが、そこを踏まえて町長、お願いいた

します。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 確かに上勝町というのは、住民がその場所に持っていくんですよね、

全てのごみをそのセンターに。それが横芝光町でできるかというと、なかなか、それ、どれ

だけ広い町だかちょっと知識がないのですけれども、それができる範囲の町なんだろうなと

いう思いの中でやっていて、自分で行ってぐるっと回って全部分別しながら捨てていくから、

収集の車が来ないんですよ。何曜日と何曜日。その代わり、いつでも捨てられるというのが

いいところだとはいいながらも、その辺もちょっとそこは本当に究極的なものというふうに

考えていますし、それにどれだけ近づけられ、そして合理的にそれができるかというところ

の、落としどころを探っていくというのが今の現状だというのをご理解いただければありが

たいと思います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） その上勝町に視察に来る人たちは、上勝町は1,700人、2,000人弱だと

思うんですけれども、小規模だからできるんじゃないかと、みんな片づけるそうです。ただ、

上勝町の人間は、例えばオーストラリアのキャンベラというところはゼロウェイスト宣言と
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いって、ごみをゼロにしましょうとやっているんですけれども、31万人いるんですね。 

  そういったところがやろうとしているんだから、もっと小単位に分けていけば必ずできる

というふうに説明するそうです。ですので、町長がおっしゃるように、いきなりその成功に、

完璧を求めるのではなくて、やれるところからやっていって横芝光町の財源になればいいじ

ゃないかというような思いから申し上げていますので、何かヒントがあればと思いますんで、

研究してみてください。 

  ちょっと時間がないので少し早足になりますが、近隣自治体との連携は壇上で申し上げた

とおりのことなんですけれども、利用料の助成は困難な部分もあるかもしれないというよう

な、費用負担の助成は困難な部分があるかもしれないというようなお答えであったかと思う

んですけれども、一つ私の思いというのは課長分かってくださっていると思うんですが、何

か合理的に進められるようなものがあれば、常に横芝光の成田便のように、芝山町に負担を

支払ってもらって芝山に泊まるような、ああいう仕組みからまたヒントを得て、うちのほう

でも、たった本当に３分、４分とかで、山武市の施設が利用できたりとかもあるので、そう

いったところから常に関係性を密に取って築いてこれれば、仮に、また合併とか、そんな話

になったときも、もっと話がスムーズに、建設的に進むのではないかなというようなところ

も考えられますので、そのような考えから少し研究していっていただけたらありがたいなと

思います。 

  健康ポイント事業についてでありますけれども、費用対効果を含めて調査研究をして、も

う既にしていらっしゃるということでありました。財源確保が課題ということでありますけ

れども、その辺はかなり前向きなお話だったんでしょうか。まず、その１点お願いいたしま

す。 

○議長（小倉弘業君） 住民課長。 

○住民課長（越川直樹君） 先ほどアプリの関係について研究しているという話で、導入に向

けた話、調査研究はしております。議員おっしゃるように、財源的なところもありますので、

いろんな機能がついているアプリになりますと、それなりの費用がかかるということで、費

用対効果と。 

  あとは、ポイントに限ったものというような考え方もありまして今、千葉県のほうで、や

はりポイント事業というものをやっているものがあります。それが、そこに市町村が連携し

て、千葉県の健康の趣旨に賛同した店とかに行きますと、割引が受けられるとかというよう

な千葉県の事業なんですけれども、そこのウェブ版というのを最近県のほうが導入しており
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まして、それはポイント事業に、ポイント付与と交換に特化したものなんですが、それは無

料で提供されるというようなところがありますので、本当にポイントに特化してやるのか、

それとも、健康増進の機能を取り入れるのか、それ、どちらがいいのかというところの検討

も今しているところでございます。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） ポイントをためる、それが商品券に変わるような、見附市なんかは商

品券に変わったりとかもあるんですけれども、それが本来の目的とか、確かに違うかもしれ

ないです。 

  ただ、健康に関心をあまり持っていない方が、関心をまず持つということも大切かと思い

ますので、そういった観点からも、やっぱり手軽に利用ができる、まず一つのアプリという

ツールがあるわけですから、県とのシステム、どういう兼ね合いがあるのかとかというのは、

私はそこまで承知していないんですけれども、費用対効果を鑑みて、できればもっと広い

方々に、今のカード方式ではなくて、できれば商品券も抽せんではなくて、必ずそこまでポ

イントをためたら商品券になるような仕組みを考えていただきたいと思いますが、いかがで

すか。ちょっと時間がないんですけれども。 

○議長（小倉弘業君） 住民課長。 

○住民課長（越川直樹君） 財源がふんだんにあればというところにはなるかと思います。い

ずれにしても、住民課で今実施しているのは、今のところ20歳以上全町民ということなんで

すが、国保事業でやっているということも考えますと、国保事業ですと、基本的には被保険

者のためというところになりますので、その兼ね合いは今後出てくるかと思います。 

○議長（小倉弘業君） 秋鹿幹夫議員。 

○８番（秋鹿幹夫君） 国保事業の財政から、ちょっと予算を捻出しなければならないという

ことは十分承知しています。そういったところを鑑みても、健康こども課のほうの予算のほ

うから一緒に連携を取って、福祉課もそうですけれども、森川議員の一般質問でもおっしゃ

っていましたね。各種健康教室、何かポイントがたまる事業なんかもあると思います。そう

いったところで、各課が連携を取り合って、ぜひとも実現させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  このたびも様々なご提案をさせていただきました。新年度になって、執行部の皆様方は異

動に伴い新体制となりましたが、皆様一丸となってしっかりと連携を図って、行政サービス

の向上にさらに努めていただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終了いたし
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ます。ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 以上で、秋鹿幹夫議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後２時10分とします。 

（午後 １時５９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ２時０９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 内 田 美 穂 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  内田美穂議員。 

〔２番議員 内田美穂君登壇〕 

○２番（内田美穂君） 議長のお許しを得ましたので、私、内田美穂が一般質問させていただ

きます。 

  さて、現在、文部科学省では、全ての子供たちが主体的に自分らしく学べる教育の実現を

図るために、学習指導要領の改訂に向けた議論が進められています。2030年度からの実施を

目指すこの新しい学習指導要領では、今までよりも教育課程を柔軟にし、これまでは特例申

請がないとできなかったようなことが、どの学校でもできるように変更することを検討して

おります。例えば、授業時間を５分ずつ減らし、その浮いた時間を児童生徒の振り返りの時

間にしたり、または教員の質向上のための研修時間に充てたり、新しい教科をつくって教え

たりと、特例なしで学校の裁量で自由に決められるようにしようとしています。 

  それだけではなく、不登校やギフテッド、外国籍の子供たちなどを対象とする特例校や、

校内サポートルーム、校外教育支援センターなどは、現時点では通常の教育課程には含まれ

ておりませんが、これらを教育課程の中に含み、その子が学んだことを教育課程として評価

することができるようにしようということも議論されています。 

  なぜ、このような改革をしようとしているのでしょうか。今学校には多様な子供たちが在

籍しています。不登校の子、不登校傾向の子、発達障害、外国籍の子、ギフテッドなど、子

供たちが多様化している中で、その子たちに合ったカリキュラムを一元的に決めるのが難し

くなってきているからです。だからこそ、各学校の裁量を上げ、子供たち一人一人に合った
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ものを考えられるような余白をつくろうということが議論されています。つまり、各学校や

地方自治体の責任が重くなってくるということです。この変化を見据え、現段階からできる

ことを模索していく必要があると考えます。 

  そこで、当町の教育に関する取組について、幾つかお伺いします。 

  １つ目、教育に関する目標についてです。１、当町では、教育に関する基本方針等を定め

る教育大綱またはそれに相当するものはありますでしょうか。２、あれば、どのような目標

を設定しているのか教えてください。 

  ２つ目、学校評価についてです。１、現在学校の教育環境をどのように評価しているのか。

２、そして、その結果をどのように活用しているのか教えてください。３、文科省はＣＯＣ

ＯＬＯプランの中で、学校評価の仕組みを活用し、児童生徒の授業への満足度や教職員への

信頼感、学校生活への安心感等の学校風土を把握し、学校運営の改善につなげるとうたって

います。この学校風土の評価に関する、当町のお考えを教えてください。 

  ３つ目、学校給食についてです。学校給食は単に空腹を満たすだけでなく、教育の一環と

してとても大事なものと考えますが、１、当町では給食を提供するに当たり、どのようなこ

とを大切にしていますでしょうか。２、学校給食を通じて実施している食育活動があれば教

えてください。３、近年、安全で安心な食材の需要が高まっておりますが、当町の給食にお

いて、食の安心・安全について、何か取り組んでいることがあれば教えてください。 

  以上、壇上からの私の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。 

〔２番議員 内田美穂君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  教育課長。 

〔教育課長 野村浩光君登壇〕 

○教育課長（野村浩光君） 内田美穂議員ご質問の大綱１点、教育関係についてにお答えいた

します。 

  初めに、教育目標についてでございますが、教育に関する大綱は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律の一部改正により、平成27年度から地方公共団体の長に策定が義務付け

られ、当町では平成27年８月に横芝光町の教育に関する大綱を策定いたしました。 

  その中で、基本理念といたしまして、自立した未来の担い手を育てるを掲げております。

また、基本理念を受けての基本目標といたしましては５点を掲げており、１点目は、次代を

担う子どもの確かな学力と生きる力の育成、２点目は、安心・安全な教育環境の整備と充実、
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３点目は、健康でいつまでも学べる機会と環境の提供、４点目は、健康づくりの実践とスポ

ーツ活動の振興、５点目は、多様で特色ある豊かな文化と芸術の振興となります。 

  更に、令和７年度の横芝光町教育施策として、町の教育・文化における基本構想でありま

す豊かな心と郷土愛を育む町の理念実現のため、教育施設の基本目標を定め、これらの充実

と実行に向けて取り組むよう、教育活動を展開しているところでございます。 

  次に、学校評価についてでございますが、学校教育法第42条では、小学校は、文部科学大

臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、

その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準

の向上に努めなければならないと明記されており、中学校におきましても、同法第49条で準

用するものとされております。 

  町内小中学校では、教育活動や学校運営の状況につきまして、自校の教職員による自己評

価をはじめ、保護者や児童生徒による学校生活や授業など、学校活動に係る４段階評価を行

っており、その結果を各校のホームページで公表するとともに、学校運営の改善を図るため

の重要な指針としております。 

  また、各小中学校では、保護者や地域住民等による学校関係者評価委員会を組織し、委員

による参観や懇談会などを設け、関係者評価として、今後の改善に生かすご意見やご助言を

いただいております。 

  さらに、学校風土が児童生徒の行動や学力などに影響を及ぼす一因となっていることが

様々な研究で明らかになっており、それぞれの評価は、各学校で職員・保護者・児童生徒に

行っている学校評価アンケートのいくつかの設問からはかることができます。したがいまし

て、学校評価の結果を分析し、改善に努めることで、学校風土を向上させることにつながり、

学校で起こっている諸問題の予防や学力の向上に効果があると考えられます。 

  いずれにいたしましても、児童生徒が安心して学校に通うことができる学校風土を構築す

べく、学校評価や関係者評価を真摯に受け止め、改善策を今後の学校運営に生かすことを念

頭に、校長をはじめ、学校職員にも周知してまいります。 

  次に、学校給食についての学校給食を提供するにあたり、大切にしていることはでござい

ますが、子供たちの成長に必要な栄養価が学校給食において摂取できるよう、文部科学省に

おいて定められた学校給食摂取基準を満たすことはもちろん、多様な食品を適切に組み合わ

せ、既製品にはない献立を手作りで調理しております。 

  また、当町では、町独自の食物アレルギー対応マニュアルを作成し、食品衛生法に定めら
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れた28品目に、アレルゲンのある児童生徒に対しまして、対応する品目を調理中に取り除く

ことが可能な食品のみ除去食や代替食の提供を行っております。食物アレルギーを有する児

童生徒に事故が発生しないよう、町教育委員会、保護者、学校、給食センターの間で、情報

連携を密にし、対応することを心がけております。 

  次に、学校給食を通じて実施している食育活動はあるかでございますが、日頃から旬の食

材を意識した献立の立案を行っており、併せて季節ごとの行事食を取り入れることで、食を

通じて、我が国や各地域の優れた食文化に触れる機会を設けております。この献立について

は、栄養士が主体となって取り組んでおり、すべての児童生徒や保護者に献立表とともに、

毎月配布する給食だよりや給食の時間に放送されるひとくちメモで、食材や献立の紹介を行

っております。 

  また、６月の食育月間では、児童が給食センターを訪れ、給食センター２階の食育ルーム

から、調理員が調理業務に取り組む様子を見学しております。11月は、千葉県が定めるチ産

チ消月間であることから、町内産の食材を多く用いるとともに、町農業振興会青年部会や女

性部会から給食の食材を提供していただき、部会員の皆様には、給食の時間に学校を訪問し、

学校給食に多くの人が携わっていることを学ぶ機会を設けている学校もございます。 

  次に、安全で安心な食材を提供するためにしていることはございますが、学校給食に使用

される食材のうち、野菜等の食材につきましては、町内生産者との直接契約を優先的に行い、

町内産、県内産を使用するよう努めております。また、食材の納品にあたっては、経験豊富

な調理員によるきめ細かい検査・確認を行っており、食品の規格、数量の確認だけではなく、

納入時刻や賞味期限、産地、食品メーカー、ロット番号の確認、冷蔵や冷凍を要するものは、

品温を計測しております。さらに、野菜などは３回の洗浄工程を経た後に、裁断などの調理

工程においても、食材の品質や異物混入に万全の注意を払い、日々の業務にあたっておりま

す。 

  安全で安心な学校給食の提供につきましては、調理員はもとより、事務職員や配送員も含

め、徹底した衛生管理により、異物混入の防止やウイルスの防除を行うなど、細心の注意を

払っております。今後も子供たちの笑顔を守れるよう、学校給食の提供を進めてまいります。 

〔教育課長 野村浩光君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ご答弁ありがとうございます。では、通告順に再質問したいと思いま

す。 
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  まず初めに、教育大綱についてなんですけれども、どこにも公開されていないようだった

ので、今後公開する予定はあるのかというのと、あと、平成27年ですかね、2015年から10年

たちますが、今後改定や見直しの予定はされているのか、この２点についてお伺いします。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 教育大綱の改定につきまして、まずは、千葉県では令和７年３月

に、10年後の千葉県教育の目指す姿を実現するための基本理念と基本目標が掲げられました、

第４期千葉県教育振興基本計画が作成され、今年度、令和７年度を初年度として令和11年度

までの５年間を実施計画の期間として位置づけられております。 

  また、町では、今年度に令和８年度を初年度として令和15年度までの８年間を計画期間と

いたしました、第３次横芝光町総合計画の策定作業が進んでいるものと認識してございます。 

  これらの状況を踏まえまして、第３次横芝光町総合計画策定後に、計画本編の内容を鑑み

て、町教育大綱の改定を予定してございます。あわせて、教育大綱が改定されましたら、ホ

ームページ等を通じて、公開する予定としてございます。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。 

  教育大綱を読ませていただいて、ちょっと分かりづらいなというふうに思っていたので、

改定を予定しているということで安心しました。教育大綱は、長期的な視野が必要だと思い

ますので、頻繁に変えるものではないというふうには思っているんですけれども、この10年

で世の中の情勢が劇的に変わったなというふうに思っていて、2015年だとまだコロナ前で、

タブレット端末とかの導入もされていなかったですし、もうＡＩとか何かの進歩も目まぐる

しいなというふうに思っていて、先日私、ＣｈａｔＧＰＴと教育について熱く語り合ってし

まったんですけれども、本当に語り合えるぐらいの技術進歩になってきているなというふう

に思っています。 

  あと、学習観もちょっと変わってきているなというふうに思っているんですけれども、私

たちの時代のように知識を丸暗記するようなものではなくて、文科省がよく言っていますけ

れども、思考力、判断力、表現力、あと学びに向かう力ですとか、あと人間性、いわゆる非

認知能力というところを重視するようになってきているなというふうに思っています。 

  なので、目標設定もそれに伴って変わってくると思いますので、ぜひ今の世の中の流れを

勘案した見直しを、総合計画も含めてご検討いただければなというふうに思います。 

  あと、ちょっとここで違った角度からの質問なりますけれども、教育長にお尋ねしたいん
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ですが、そもそも学校は何のためにあると思いますかというか、ちょっと漠然として分かり

づらいかと思いますので言い換えると、子供たちが学校に通うことでどうなってほしいとい

うふうにお考えでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育長。 

○教育長（實川睦子君） それでは、内田美穂議員のご質問についてお答えしたいと思います。 

  学校は何のためにあるのか。そしてまた、子供たちが学校に通うことでどうなってほしい

のかというところですけれども、まず大きく捉えさせていただきます。学校は、全ての子供

たちが自立して社会で生き、そして個人として豊かな人生を送ることができるよう、その基

礎となる力を養う場であると思います。 

  また、子供たちの豊かな学びとその成長を保障する場としての役割のみならず、やはり地

域のコミュニティーの拠点として、地域の将来の担い手となる人材を育成する役割を果たし

ていくということを目的としていると思います。 

  そこから大きく羽ばたいていく子供たちが、それぞれの場でさらに成長して、豊かな人生

が送れることを私は願っております。 

  それで、補足してちょっと言いますと、ちょっと大きな質問ですので、つまり学校は、小

さい幼児、それから児童生徒、あと高校生になると学生などに対する教育制度の中核、一番

中心となる機関であり、また施設でもあると思います。心も体も発達しながら、学力に応じ

て、系統的な配列をされた教育内容が学校では用意をされているというふうに考えておりま

す。 

  それで、学校は何をするところというところから入りますと、やはり基本的な教育を提供

する場所、それから言葉とか、計算、読み書き、それから計算など、スキルを、これから生

きていく、生活していく中で必要な学びをすることができるということ。そして、個人だけ

で勉強し切れない教育の機会が与えられているので、将来役立つ知識が得られるというとこ

ろで、学校はただ学べるところというか、勉強するだけではないというところです。 

  それから、どうして学校に行くのかと聞くと、理由としては、部活があるとか、運動会と

か、体育祭、それから修学旅行、学校行事のためとか、勉強のためとか、人によって様々で

異なるので、正解はないというふうに思っております。 

  教育の方法というのは、間違いは絶対ないと思います。いろいろな方面からのやっぱり学

びがあると思いますので、今、先ほど内田議員が言ったように、本当に急速に世の中が変化

している中で、教育も本当にもうついていけないぐらいスピードで変わってきております。
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ですので、そこに学校の教師もついていけるかというと、なかなか難しい状況の中で、子供

たちと接しているというところで、令和の日本型教育というのが打ち出されていて、主体

的・対話的で深い学びという言葉が出ております。 

  それで、よく内田議員さんが言う、欧米のほうとかの教育だと、子供がやりたいと思う、

自ら育つ力というのは、子供自身が主体となってやるんだよというところも分かるんですけ

れども、この日本の教育って、前回も話したと思うんですけれども、大きな枠の中には憲法

があって、その下に教育基本法、それから学校教育法、その下には学校教育法施行規則、そ

のまた下には政令として学校教育法施行令、そしてまたその下に学習指導要領というのがあ

って、その学習指導要領が先ほどお話出たように、昨年12月に次年度に向けて、2030年に向

けて、どういうふうに進めていこうかというところで、今一番の問題は、やはり教育課程、

要するに授業時数ですよね。そこをどうしていくのかというのは非常に求められております。 

  ですので、そういう面からも、学校というのは、学校が全てではない、よく学校は定食型

だと言います。定められた中できちっと全てうまく使えているけれども、そうじゃなくて、

トピック的なものの要素もあるというところで、一つの中には定められないというところを、

やはり大人たちも変えていかなきゃいけないというところでございます。 

  ちょっとまとまりませんけれども、以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。 

  非常に共感する部分もあって、私、学校制度自体を全然否定しているわけではないんです

けれども、日本の教育って物すごくしっかりしていると思います。すごくいい制度で、言い

方は悪いかもしれませんけれども、コスパがいいというか、そこに行けば先生たちがいろん

なことを教えてくれて、豊かに育っていける場だというふうには思っております。 

  ちょっと話それるかもしれないんですけれども、私、町の総合計画に書いてある、表紙に

たしか書いてあったと思うんですけれども、町の将来像ですかね。人・自然・文化が奏でる

暮らし 夢広がる幸せ実感のまち横芝光、これ、すごい好きなんですよ。 

  霞委員は夢広がる横芝光というところに注目されていましたけれども、私は特に幸せ実感

のまちという部分がすごい好きで、本当にみんなが幸せを実感できるようなまちになってい

ったらいいなというふうに思っています。 

  これ、総合計画の最上位目標だと思うんですよ。学校も本当に小さな社会なので、学校の

中で子供たちが安心して過ごせて、幸せを実感できることが物すごく大切で、さらにこれか
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ら社会の中で幸せに生きていくために、共生する力ですとか、自ら学びに向かう力ですとか、

いろんなことを安心して失敗しながら学べる場が学校なのかなというふうに私は思っており

ます。 

  ここで教育大綱の話に戻るんですけれども、教育大綱の最上位目標は、子供たち一人一人

が安心して学校生活を送って、幸せを実感できることなのではないかなというふうに私は思

っていて、実際、茨城県のつくば市の教育大綱の最上位目標がそんな感じになっています。 

  ここで、横芝光町の教育大綱に話を戻して、基本理念を見てみると、自立した未来の担い

手を育てるというふうになっていると思います。この育てるって、育てるのは学校の先生な

んだろうかというところをちょっと疑問に思っていて、これまでの教育感では、子供たちを

教え導くという感じだったと思うんですけれども、今は子供たち自身が自ら成長していくの

を支援するという教育のスタンスなのかなというふうに思うので、ぜひ子供を主語にした基

本理念にしていただけたらいいなという私の要望ですが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育長。 

○教育長（實川睦子君） 幸せ実感のまちということで、私もこの幸せというのがとても好き

です。それで、県のほうの第４期の教育振興基本計画の中に、ウェルビーイングという言葉

が出てきています。ウェルビーイングって造語なんですけれども、ウェルというのは良いと

いうこと、ビーイングというのは状態ということで、以前はＷＨＯの健康のところで出てい

たんですけれども、ここ６年ぐらい前から、この教育のウェルビーイングというのが出て、

誰もが幸せに感じられるというところで、これがこの後、教育の中で、私はこのウェルビー

イングという言葉がどんどん出てくるんじゃないかなというふうに感じております。 

  そこで、先ほどの教育大綱のほうですけれども、やはり指導というよりも支援なのかなと

いうところ。あと、場というよりも機会、教育を受ける機会というところで、そこはこの後

計画を立てるところでは、やっぱり必要になってくるんじゃないかなというふうに同感です

ので、その辺は今後検討をさせていただければと思います。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

  では次に、現在掲げられている目標に対する具体的な施策を見ていきたいんですけれども、

ちょっと正直申し上げて、大綱の内容がいまいち分かりづらいと私は感じているので、総合

計画のほうも一緒に見ながら質問させていただきたいと思います。 

  総合計画の中で、自ら考え課題解決できる力を養うため、アクティブラーニングや外国語
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活動、プログラミング学習などの教育内容の充実を図るというようなことが書かれていたと

思います。 

  ここでちょっとアクティブラーニングに注目したいと思うんですけれども、まずアクティ

ブラーニングとは何か。また、教育委員会として、どのようにそのような学びを広げようと

して、どのぐらい広がってきているのかなというところをお聞きしたいです。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 第２次横芝光町総合計画にアクティブラーニングという言葉がご

ざいます。これにつきましては、教員による一方的な講義形式の教育とは異なりまして、学

習者の能動的な学習への参加を取り入れた教授、学習法の総称とされております。 

  現在は、現行の学習指導要領に基づきまして、目指すべき新しい時代の学校教育の姿とし

て、先ほど教育長もおっしゃられましたが、全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な

学びと協働的な学びの実現、こちらが提言されてございます。 

  個別最適な学びと協働的な学びという観点から、学習活動の充実の方向性を改めて捉え直

し、ＩＣＴを最大限活用しまして、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につ

なげていくことが重要だと考えられてございます。 

  それを踏まえまして、当町におきまして、町内小中学校では、１人１台端末や電子黒板を

発表や話合いの場などに活用したり、力を合わせて課題に取り組むための共同で意見整理や

グループによる共同制作、また、遠隔地や海外の学校等との交流事業を行ったりしてござい

ます。 

  また、学校に登校することが難しい児童生徒に向けましては、学校からオンライン授業を

配信したり、千葉県教育委員会では、小学校４年生から中学３年生までを対象としたオンラ

イン授業、いわゆるエデュオプちばを配信してございます。 

  達成度につきましては、こちら、令和６年度全国学力・学習状況調査の結果からでござい

ますが、友達と協力しながら学習を進めることができるのかという質問に対しまして、町内

全小学校の児童の約81％、町内全中学校の生徒の約85％がとてもそう思う、またはそう思う

というふうな回答をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。 

  なぜこれをお聞きしたかというと、総合計画に、自ら考え課題解決できる力を養うという
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目標を立てていて、その具体策が、学力向上というふうになっているのかなというふうに私

には見えたので、学力が向上することで、果たして自ら課題解決できる力が養われているの

かなと疑問に思ったからなんです。 

  今、課長からご答弁あったように、お友達と学習を共同して学んでいるかみたいなところ

の回答ではかっているということなので、その辺はちゃんとはかれているのかなというふう

に思いました。 

  あと、評価方法について、ちょっとさらにお聞きしたいんですけれども、アクティブラー

ニングによってつくであろう思考力、判断力、表現力というのは、テストの点数でははかれ

ないというふうに思うんですけれども、そのような力を評価するような評価方法、例えばル

ーブリック評価ですとか、ポートフォリオ評価、振り返りシートとかでもできると思うんで

すけれども、そういった評価方法も使っているのかというところをお聞きしたいです。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） こちらにつきまして、学習指導要領に基づきまして、各教科で評

価基準を設定してございます。学習活動や定期テストにおきまして、達成度を数値化して評

価をしております。例といたしまして、自ら課題を発見し、課題解決に向けて思考、判断し

たことを説明したり、議論したりすることができるという観点で評価しているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。そのような評価がされているということで安

心しました。 

  恐らくきっと各学校では、生徒一人一人でそういう力を丁寧に評価しているのかなという

ふうに思うんですけれども、教育委員会として、教育大綱のような目標に掲げているので、

教育委員会がそれを把握できている必要があると思うんですが、私、学校評価とかでそうい

う力がついているかどうかをはかっているのかなと思って、各学校のホームページに載って

いる学校評価の質問事項をチェックしてみたんですけれども、それらしき力を把握するよう

な設問になっていないような感じがしたんです。 

  すみません、私の読み取りが甘かったら申し訳ないんですけれども、当町の学校評価の質

問というのは、学力向上ですとか、豊かな心を育むというような目標を設定されているので、

それが達成できているかどうかを分かるような質問はあったかなというふうに思ったんです
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けれども、その主体的な学びが推進されているかどうかというような質問がない、または少

ないように私は感じたんですね。 

  なので、教育委員会としては、どのように把握しているのかなというところをお聞きした

いんですが、よろしいでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 数値だけでは、なかなかはかれない部分がございます。これにつ

きましては達成度とか、総合的にちょっと勘案して、またその評価方法につきましても、先

ほど申し上げましたとおり教育大綱の改定も予定されてございますので、そちらを踏まえた

上で、取り組んでまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。 

  他の自治体の学校評価のところを見てみると、非認知能力の向上を目標に掲げている自治

体の学校評価アンケートの質問内容が、そのような力を把握するような質問になっていたん

です。例えば教職員のアンケートで、児童は学ぶ意欲が向上しているですとか、児童は学級

または学年、学校をよくするためにできることを考え行動しているですとか、こういう質問

があったので、今後、計画をアップデートする際には、目標と施策と評価が私でも分かるぐ

らい分かりやすく連動するように書いていただけるとうれしいです。 

  では、次にいきたいと思います。 

  教職員の研修の充実を図るというふうに目標のほうに書いてあったと思うんですけれども、

計画当初から比べて、こんなふうに充実したよという変化があれば教えてください。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 教職員の研修につきましては、文部科学省や千葉県が義務づけて

おります実務年数別の研修はもちろんのこと、教職員自らが希望して参加する研修などを取

り組んでございます。 

  町教育委員会主催の研修も同時に行っておりまして、全教職員が参加する町教職員研修、

若手の教職員が参加する若年層研修、主任層の教職員が参加するミドルリーダー研修などを

企画し、職員のスキルアップを図っておるところでございます。 

  また、教職員の実務経験に合わせまして、研修内容を工夫することなどで、年々充実した

研修が実施できているものと考えておりますが、さらなる向上を目指して取り組んでまいり
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たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。学習観も変わってきていて、私たちが受けて

いた教育とはまた違う部分も結構あると思いますので、さらに研修、充実させていっていた

だけたらというふうに思います。 

  先日、兵庫県の芦屋市の研修制度について学ぶ機会があったんですけれども、その研修制

度がちょっと面白いなと思ったので、少しでもご参考になればと思ってご紹介させてくださ

い。 

  芦屋市ではONE STEPpersというらしいんですけれども、それは何かというと、探求的な学

びに関心の高い先生だけが、自らの意思で集まって、協働しながら研究を推進するチームな

んだそうです。子供たちが主体的であるためには、まず先生たちが主体的でないといけない

という考えから、自主的な集まりということなんですけれども、どんなことをしているかと

いうと、３つ柱があって、１つはプロジェクト研究、子供たちの学習意欲や自己肯定感とか、

学校生活の充実感、つまりは学校風土だと思うんですけれども、これを高める研究の場をつ

くったりですとか、２つ目は先進事例の視察研修制度、３つ目は芦屋市で行う研修。 

  この研修なんですけれども、専属顧問となっている講師の方が、私的にすごく魅力的な方

で、外部の力を借りながら芦屋市の教育をよりよくしていくぞという市の意気込みみたいな

ものが感じられました。当初、研究チームに参加された方は20数名ぐらいだったらしいんで

すけれども、その翌年には38名になって、その翌々年には48名になってという、そういうふ

うな、自ら学ぶという空気が伝染していっているというふうにおっしゃっていました。 

  一部の先生たちの自主的な集まりなので、芦屋市全体の教育にこんな効果がありましたよ

という感じではまだないそうなんですけれども、一定の効果はあって、じわじわと広がって

いるというふうに市長がおっしゃっていました。 

  当町では、先生が自主的に関心のある研修を受けに行くという空気があまりないよという、

現場からの声をちらっと聞いたんですけれども、それって恐らく制度とかが用意されていな

いというのもあると思うので、今後さらに当町の研修制度を充実していくためのヒントにし

ていただけたらというふうに思っています。 

  あと、こういう自主的な空気がなかなか広がらないというのは、先生方に余裕がないとい

うのもあると思うんですけれども、そこで教職員の勤務時間の適正化も目標に入っておりま
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したので、どのぐらい進んだのかというところをお聞きしたいです。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 教職員の勤務時間の適正化につきましては、職員の意識改革と仕

事量の削減の両輪で、今現在進めております。各学校には、校務支援システムや留守番電話

を導入したり、学校行事などを見直したり、職員の出退勤時刻を勤怠管理システムにより、

客観的に把握してございます。 

  具体的には、勤務時間外在校時間の月平均80時間以上の職員の割合、こちらを見ますと、

令和５年度では16.7％でございましたが、令和６年度では15.0％というふうになってござい

ます。 

  今後も教職員の勤務時間の適正化につきましては、これからも取り組んでまいりたいと考

えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） 物すごく取組の成果が出ているのかなというふうに思いました。あり

がとうございます。さらに、先生方の負担を減らしていただいて、先生たちが主体的に動け

る時間をつくる努力を、教育委員会のほうでしていただけたらうれしいです。 

  芦屋市の受け売りではないですけれども、子供たちが主体的であるためには、先生方が主

体的である必要があって、さらには先生方や学校が主体的であるためには、教育委員会が主

体的に動く必要があると思いますので、ぜひ子供たちが幸せを実感できる学校にするために

はどうしたらいいのかというところを、自ら考えて課題解決できるよう、動いていただけた

らうれしいです。よろしくお願いします。 

  次に、２点目の学校評価についてですけれども、もう１と２に関しては先ほどの目標と評

価を連動させてほしいという要望ぐらいで、あと再質問はございません。強いて言うのであ

れば、ぜひ評価委員会の中で、学校風土の向上についても議題に上げていただいて、注目し

て話し合っていただけるとうれしいと思います。 

  ３の学校風土に関してなんですけれども、もうこちらも再質問という感じではなく、お願

いに近くなってしまうかもしれないんですが、この学校風土に関する質問を取り上げようと

思った理由ですけれども、私自身がやっぱり不登校の子供の居場所をやっていますので、学

校に対して安心感を持てないでいる子をたくさん知っていて、安心して過ごせるような学校

にしてほしいという声をたくさんいただいているからです。 

  目標にも、安心できる教育環境の維持というふうにあったので、しっかりそれを進めてい
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ただくために、学校風土にもぜひ注目していただきたいなというふうに思っております。 

  あと、前年度に向けた研修で、国立教育政策研究所の良好な学校風土がもたらす効果につ

いてという勉強会に参加する機会がありました。課長のご答弁の中にもありましたけれども、

学校風土が学校で起こっている諸問題の予防ですとか、学力向上に効果があるということが

研究で明らかになっているというふうにおっしゃっていましたが、本当にそのとおりらしく

て、そこの研究によると、学校風土がいいと子供のストレスとか、不安の軽減にもつながっ

て、いじめ加害が減ったりですとか、そういったところにも影響があり、生徒のウェルビー

イングにもつながりますよという研究結果が出ているらしいです。 

  こうしたら学校風土がよくなっていきますよというところも何か明らかになっているらし

く、学校風土をはかるツールも既に何種類も出ているというところまで進んでいるようなの

で、ＰＤＣＡが回せるような状態になっていると思いますので、ぜひ今ある学校評価の項目

を活用しつつ、学校風土というところにもさらに着目しながら評価して、改善につなげてい

っていただけたらなというふうに思います。 

  ちょっと話長くなりますけれども、海外の話なんですが、アメリカのカリフォルニア州で

は、州の学校ダッシュボードに学校評価が公開されるらしいんですね。パフォーマンスレベ

ルが低いというふうに評価された学校に対しては、お金と人をたっぷりかけて、よくなるよ

うに手厚くサポートしてくれる仕組みになっているんだそうです。 

  なので、評価が低いほどお金をかけていただけるということは、改善する方向に制度が仕

組まれているということだと思いますので、当町でもぜひヒントにしていただけたらなとい

うふうに思いまして、ご紹介しました。学校評価についてはちょっと以上です。すみません、

再質問でなくて。 

  次に、学校給食についてなんですけれども、いろいろな取組をされているのがすごく答弁

から分かりました。特に、アレルギー対応なんかは本当にすばらしいなというふうに思いま

すし、品質管理に関しても、本当に頭が下がる思いだなというふうに思って聞いていました。 

  ちなみに、こんな取組していますよという発信は、答弁の中でおっしゃっていた給食だよ

りと給食中の放送だけでしょうか。何か町民に広く知られるような発信はしていないのかな

というふうに思ったので、お願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 先ほど壇上で申し上げました給食だより等、こちらは町内小中学

校を通じて保護者にも配布してございます。また、給食費無償化事業に伴う予算額、また、
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営農団体や企業などから食材のご寄附をいただいた際には、町広報紙を通じまして、お知ら

せをしているところでございます。 

  このほか、地元生産者の方々に、学校交流事業といたしまして、学校へ訪問していただき

まして、生産の苦労や努力についてお話をいただいているところの機会を設けてございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。生産者との交流、物すごくいいと思います。

ぜひ続けていただきたいです。 

  あと、お隣の匝瑳市なんかは、ホームページで給食についていろいろと発信していて、こ

んなところに重点を置いているんだなというのが伝わってくるようなページとなっていたの

で、当町もせっかくすばらしい取組をされているので、もっと自慢してほしいなと思った次

第です。 

  あと、地元野菜の提供についてですが、11月の地産地消週間に提供しているとおっしゃっ

ていましたが、その週間中だけなんでしょうか。どのぐらいの頻度でというか、どのぐらい

提供されているのかというところをお聞きしたいです。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 令和６年度の学校給食におけます、町内産賄い材料の割合をご答

弁させていただきます。こちら、支出額ベースになりますが9.88％、約10％でございます。

こちらにつきましては、100％町内産のものが、主なもので申し上げますと、お米とか、小

松菜、水菜、ミニトマト等、また、旬の時期に、例えばピーマン、トウモロコシ、長ネギ、

キャベツ、ニンジン等は町内産を使用しているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。今後もできるだけ地元野菜で、かつ旬のもの

を提供していただけたら、きっと栄養学的にもすごく効果があるものだと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

  あと、食の安心・安全という部分ですけれども、有機米、有機野菜を給食で提供したこと

はございますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 現在、有機米、有機野菜を提供した実績はございませんが、これ
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につきましては、購入価格の上昇や必要なときに必要と望む規格で必要な収量の確保がなか

なかできない現状がございます。 

  安心で安全な学校給食の継続的な提供が困難と考えられますので、現状ではなかなか有機

農産物の利用は難しいのかなと考えております。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。 

  お隣の匝瑳市でいいますと、月１回、市内で生産された有機米を使用しているそうなんで

すけれども、例えば月に１回だけとか、年に１回だけとかでもいいんですけれども、少しで

も提供するのは難しいでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） こちらにつきましては、生産者とまたお伺いしまして、少しでも

取り組めるように努めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。あと、現状、安定供給できないということで

あれば、少しでも有機米や有機野菜を供給できるように、例えばそういう農家さんを増やす

ような取組は、町としてされないんでしょうか。 

  文科省のホームページで給食について調べているときに、たまたまみどりの食料システム

戦略というのを知ったんですけれども、これによると、2050年までに耕作地の25％を有機農

業にするですとか、あと、農薬の使用リスクを50％低減したり、化学肥料の使用料を30％低

減するというような目標を立てていますが、当町ではそのような方向に動いている動きはな

いのでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  町として、有機農業に関する農家への支援策については、現在まだありませんが、今後の

町としての有機農業の取組については検討を進めております。令和６年度には、千葉県の主

催する有機農業研修会と循環肥料研修会に参加しております。また、本年８月には、町農業

振興会が先進地視察を実施するため、令和５年３月にオーガニックビレッジ宣言をしている

佐倉市にご協力をいただくこととなっております。 

  今後につきましては、みどりの食料システム戦略の目指す目標達成に向けた町の取組方法
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を精査するため、農家さんへの周知や意向調査の実施なども検討しております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） ありがとうございます。ぜひ、子供たちの口に入るものなので、ぜひ

調査研究して進めていっていただけたらというふうに思います。 

  農薬など体に悪い影響が及ぼす可能性があるものは、なるべく量を少なくしていただきた

いですし、有機野菜って単に農薬を低減しているだけじゃなくて、ミネラル分が通常の野菜

よりも倍ぐらい含まれているというような検査結果というのも出ているらしいので、ぜひ少

しでもいいものを子供たちに食べてほしいという思いですので、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

  最後になりますけれども、教育長の任期が６月21日で終わるとお聞きして、本当に寂しい

限りです。この２年、私の一般質問は本当に教育課の集中攻撃のような感じで、本当に教育

課に向けての質問ばかりだったと思うんですけれども、本当に新人議員の拙い質問に真摯に

答えていただいて、議会の場でこうやって教育長と対話ができたということを本当に私の宝

だというふうに思っております。 

  實川教育長の今後のますますのご活躍を祈念して、私の一般質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

○議長（小倉弘業君） 以上で内田美穂議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後３時15分とします。 

（午後 ３時０１分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時１４分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 宮 薗 博 香 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  宮薗博香議員。 

〔９番議員 宮薗博香君登壇〕 

○９番（宮薗博香君） 議長のお許しをいただきましたので、宮薗博香が通告に従い一般質問
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をさせていただきます。 

  最初に、異常気象と言っていいのか分かりませんが、今年は49年ぶりに沖縄県よりも先に

南九州が梅雨入りをいたしました。そして、沖縄県は2015年と並び、最も早い梅雨明けが８

日の日曜日に宣言されました。現在は、北九州、四国地方から東海地方まで梅雨入りをし、

当地域におかれましても、本日梅雨入りされたと見られるという報道がなされました。 

  これからは雨が多くなり、曇り空の日が続く状況にあり、気分的にはあまりすぐれない時

期を迎えます。しかしながら、当町におかれましては、新たに平山副町長を迎え、さらには

４月の人事異動により幹部職員についても異動があり、心機一転したところであります。 

  言うまでもなく、各自治体におかれましては、地域間競争の時代に突入し、地域住民がよ

り安心して生活しやすい暮らしを送れるかは、ある意味では行政の力だと思います。当町は

財政力に乏しい自治体ですので、自主財源を増やす方法を考えるとともに、最大限に有効活

用していかなければなりません。 

  現在取り組んでいるヨコシバテラスや今後大きな不安材料になる自動運転モビリティ事業

を十分なる検討した上で、継続するべきなのか、それとも、取りやめをすべきなのか、早急

に結論を出さなければならない状況にあると思われます。 

  また、昨年10月１日付で機構改革まで行い、佐藤町長が積極的に進めている横芝光インタ

ーチェンジ周辺産業用地整備事業、ＪＲ横芝駅北側周辺整備、こどもの国跡地の開発計画に

つきましては、横芝光インターチェンジ周辺産業用地整備事業が１年遅れるといった報告は

ありました。 

  ＪＲ横芝駅北側周辺整備につきましては、横芝駅周辺を一体化した整備を行うという説明

が、５月28日の議会議員全員協議会にありましたが、ＪＲ横芝駅北側の改札を設置すること

が可能なのか、駅の南北を行き交うことができるのか、そのような根幹の問題が見えない中

でどのような整備ができるのか、私には不安でなりません。 

  こどもの国跡地の開発計画につきましては、何も報告がありませんでした。順調に事業が

進んでいるのであれば言うことはありませんが、報告できない状況にあるのか。今になり、

実施のめどがつかないのでは、町長自身の責任問題にもなりかねません。 

  また、米問題についてですが、農業を基幹産業とする当町におかれましては、深刻な問題

だと思います。政府は備蓄米を市場に出していますが、農家、いわゆる生産者は、現在米価

が上がっても下がっても関係ない状況にあります。いずれにしましても、現在の米の状況を

踏まえ、今年の稲刈り時期に良質な米がたくさん収穫できることができ、かつ米価が上がる
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ことを大いに期待する一人であります。 

  また、生産人口の流出を防ぎ、定住を促すため、農業委員会、雇用管理協議会及び成田空

港株式会社と連携を密に取り、農業で働きたい人、町内で働きたい人、成田空港で働きたい

人を把握し、仮称横芝光町ハローワーク事業を推進することは、急務のような状況にあると

思われます。ぜひ検討していただきたいと思います。 

  それでは、大綱３点について、一般質問をさせていただきます。 

  大綱１点目としましては、熱中症対策についてでありますが、この件につきましては、昨

年の６月定例会でも質問をさせていただき、答弁をいただいたところでありますが、国は今

年４月15日付で、熱中症対策を罰則つきで事業者の義務とする改正省令を公布し、６月１日

から施行されました。 

  具体的には、暑さ指数28度以上または気温31度以上の環境下で、連続１時間以上または１

日４時間を超える作業が対象となります。事業者が対策を怠った場合、６か月以下の拘禁刑

または50万円以下の罰金が科される可能性があるということです。 

  それらを踏まえてお伺いいたします。 

  １点目として、小中学校における対策についてでありますが、職場の熱中症対策が義務化

されたことにより、小中学校においても、いろいろと影響が出てくるものと思われます。し

たがって、昨年以上に万全な対応を行う必要があると思われますが、町当局の具体的な考え

方をお伺いします。あわせて、スポーツ少年団等への周知方法等についてもお伺いするもの

であります。 

  ２点目として、東陽病院の活用についてでありますが、東陽病院には小児科がありません。

しかしながら、子ども・子育て支援や少子化の中、子供を守るという観点に立った場合、平

日の午前８時30分から午後５時15分までの間、言い換えれば東陽病院に常勤医師が勤務して

いる間、熱中症と思われる児童生徒がいた場合には、診察をしていただけないのか、お伺い

するものであります。 

  続きまして、大綱２点目の成田空港関係について、３点お伺いいたします。 

  最初に、成田空港株式会社におかれましては、民家防音工事の改修に当たり、建築資材等

をはじめとする諸物価の高騰により、補助金の見直しを行わなければならない中、ここ数年

におかれましては、年２回見直しをしていただいていることに対し、感謝を申し上げる次第

であります。 

  １点目としまして、第１種区域の民家住宅の防音工事についてでありますが、令和２年４
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月から事業が実施されていますが、令和７年４月１日現在の防音工事の状況は、対象件数

3,700戸に対し、受付をした世帯が2,256戸、申込み世帯の割合は約61％、認定された世帯は

2,192戸、決定された世帯が1,194戸、確定された世帯が1,080戸ということです。 

  ５年間経過したにもかかわらず、対象件数からすると約29％しか防音工事が済んでいませ

ん。成田空港の３本目の滑走路が供用開始になるのは、2029年３月ということであります。

あと４年を切りましたが、現在認定を受けた世帯は、供用開始までに防音工事が間に合うの

か、お伺いするものであります。 

  ２点目として、民家防音工事に係る設計料についてですが、工事を行う前には設計を組み

ますが、工事にかかる経費が補助金額を上回った場合、防音工事にためらう世帯もあろうか

と思います。現時点では、防音工事を実施しなかった場合の設計料は、その世帯の負担とな

ります。そうしますと、エアコンの補助対象からも除かれるわけであります。それらの事案

を解消する対策を講じるよい方法がないのか、お伺いするものであります。 

  ３点目として、周辺対策交付金の補助対象用途の拡充についてですが、この交付金は当初

からすると、かなり用途について拡充されているようですが、当町は交付金を頂いている県

内騒音下の市町の中でも、自主財源に一番乏しいと思います。したがって、市町村間競争の

時代でありますので、各市町の歳入により、周辺対策交付金を活用することができれば、今

まで以上に有効に活用できると思われますので、空港会社に積極的にお願いをする必要があ

ると思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

  最後に、大綱３点目の消防・防災の自主防災組織の育成についてですが、消防・防災の要

である消防団は、社会情勢の変化や生活様式の多様化、複雑化等により、団員の確保に苦慮

している状況にあります。 

  平成18年度の合併当初は、条例定数531人に対し、実団員数を確保していましたが、令和

７年度の条例定数は438人と、93人減員、実団員数も367人となり、合併時と比較しますと、

164人減員となっています。 

  しかしながら、大規模災害はいつ発生してもおかしくない状況にあります。そこで、自分

たちの地域は自分たちで守るという意識づけとともに、コミュニティーを醸成していくとい

う観点に立ち、それぞれの地域に合った自主防災組織を町内全域に設置していく必要がある

と思います。 

  現在は10団体の自主防災組織が設置されていますが、町内全体の割合からしますと、非常

に少ない数ですので、現在の状況を踏まえ、今後どのように進めていくのか、町長のお考え
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をお伺いいたします。 

  以上をもちまして、壇上からの質問とさせていただきますが、町当局の明快なご答弁をお

願いいたします。 

〔９番議員 宮薗博香君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  教育課長。 

〔教育課長 野村浩光君登壇〕 

○教育課長（野村浩光君） 宮薗博香議員ご質問の大綱１点目、熱中症対策についてのうち、

小・中学校における対策についてにお答えいたします。 

  町内小中学校では、昨年度より早い時期から熱中症対策に取り組んでおります。今年の夏

も全国的に気温が高くなることが予想されているため、夏日になる前から熱中症による被害

を防止するための対策を講じております。 

  教育委員会といたしましては、教職員の共通理解を図るため、環境省・文部科学省による

学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引きや千葉県教育委員会による学校における

熱中症対策ガイドラインを参考に、令和６年８月に横芝光町立小中学校熱中症対策ガイドラ

インを策定し、各小中学校に通知いたしました。 

  本ガイドラインでは、各学校におきまして、熱中症対策を含めた危機管理マニュアルの見

直しを毎年行うとともに、児童生徒等の命を守る熱中症予防対策の徹底と、熱中症の症状が

みられた場合には適切な対応が取れるよう、校内体制の充実を図るため、本ガイドラインの

中にチェックリストを盛り込み、普段から学校で熱中症事故を防ぐために活用するよう指導

しております。さらに、熱中症に対する意識を高めるべく、本年４月にも改めて通知したと

ころでございます。 

  一方、スポーツ少年団への周知方法等につきましては、昨年と同様に、町スポーツ協会に

加盟する各団体へ熱中症事故を未然に防止すべく、公益財団法人日本スポーツ協会が発行し

ておりますスポーツ活動中の熱中症予防ガイドブックを活用してもらうよう、改めて配付い

たします。 

  また、近年の高温化を鑑み、スポーツ等の活動には細心の注意を払うよう啓発していくと

ともに、公益財団法人日本スポーツ協会が作成した熱中症予防運動指針により、運動は避け

る又は延期するといった判断も視野に入れていただくよう、周知を図ってまいります。 

  今後も児童生徒の健康状態を最優先に考え、熱中症予防対策を万全に実施してまいります。 
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〔教育課長 野村浩光君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 東陽病院事務長。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君登壇〕 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） 宮薗博香議員ご質問の大綱１点目、熱中症対策についての

うち、東陽病院の活用についてにお答えします。 

  東陽病院では、熱中症の診療要請があった場合、受け入れ可能な状況であった場合は、症

状などを伺ったうえで、医師の判断により受け入れております。なお、児童・生徒につきま

しては、令和５年９月議会定例会において、小児特有の様々な病気の可能性があり、小児科

医のいない当院では見逃しの心配があり対応が難しいことから、高校生以上が対象となりま

すと答弁させていただいております。 

  現在も、小児科医がいない状況は変わっておりません。児童・生徒が持病などを抱え、熱

中症以外の原因が疑われる場合は、命に関わることですので、近隣では小児科を標榜してお

ります、さんむ医療センター、国保多古中央病院、総合病院国保旭中央病院への搬送となり

ます。 

  しかしながら、議員ご質問の平日、常勤医師が勤務している間につきましては、症状が軽

症で明らかな熱中症の初期症状と思われる場合などは、常勤医師の判断によりますが、可能

な限り診察・対応できるよう努めてまいります。 

〔東陽病院事務長 吉田 潔君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君登壇〕 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 宮薗博香議員ご質問の大綱２点目、成田空港関係についてお

答えいたします。 

  初めに、防音工事についてですが、令和２年４月１日の公共用飛行場周辺における航空機

騒音における障害の防止等に関するする法律、いわゆる騒防法変更告示により、町内の騒防

法第一種区域が拡大されました。それに伴い、第一種区域に所在する住宅が新たに防音工事

助成対象となり、現在の進捗状況としましては、対象件数3,700件に対し、確定された件数

が1,080件で、29％ほどの進捗となっております。 

  令和10年度末までの第三滑走路の供用開始までに、対象件数の工事が完了するかにつきま

しては、町が明言できるものではございませんが、現在の進捗では厳しいのではないかと感

じております。 
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  申請から着工までの待機が続く中、航空機の騒音対策として実施されている防音工事が計

画どおりに進まず、住民の生活環境に支障をきたしてしまう恐れがあることは、町として真

摯に受け止め、迅速に対応していかなければならないと考えております。 

  防音工事の進度を上げるため、成田国際空港株式会社は、令和６年４月に住宅防音工事助

成限度額の引き上げ、翌５月からは設計業務を効率的に実施いただけるよう、助成金交付申

請書等に関して、実印から認印への変更、委託契約方法の変更、保証人制度の廃止、設計図

面のスリム化・提出書類の簡素化等を実施しております。 

  また、防音工事に参画いただける設計会社や施工会社を増やすため、各市町の商工会議所

等にご協力をいただき、設計会社や施工会社に防音工事の説明会を開催する等の取り組みを

行っております。これらの取り組みの結果、防音工事の進捗は徐々に上がってきております。 

  町としましても、さらに、工事の進捗を加速する必要があると認識しておりますので、よ

り工事が進捗するよう、引き続き成田国際空港株式会社に取り組みを求め、町も協力してま

いりたいと考えております。 

  次に、防音工事に係る設計料についてですが、住宅防音工事については、世帯人数に応じ

て限度額が定められております。成田国際空港株式会社からは、これまで防音工事を実施さ

れた方の大多数においては、限度額の範囲内で施工いただけているものの、全室を防音化す

ることができない事例がある旨も聞いております。 

  そのような場合には、生活の中で主要となる部屋を中心に工事を実施するなど、限度額の

範囲で防音化が図られるよう、住民の皆様と設計会社で工事内容を相談し、成田国際空港株

式会社も一緒に考えながら進めていただいていると聞いております。 

  住民の皆様におかれましては、騒音による障害の防止を図るため、家屋の防音化を進めて

いただきたいと考えております。また、その際に何かご不安に感じることがございましたら、

町並びに成田国際空港株式会社にご相談をいただければと思います。 

  次に、周辺対策交付金の補助対象用途の拡充についてですが、成田国際空港周辺対策交付

金は、成田国際空港株式会社法及び同法施行令に基づき交付されているものであり、成田国

際空港株式会社の内規に沿って運用されています。 

  周辺対策交付金につきましては、従来、騒音対策事業や騒音下の公共事業等を使途に交付

されていたものに加えて、交付金の充実について、周辺市町からの要望を受け、平成30年３

月の成田国際空港の更なる機能強化に関する確認書の中で、新たに地域づくりに伴う財源措

置として、地域振興枠を設定し、使途の柔軟化を図り、それまで使途対象外であった教育や
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医療、福祉などにも活用できるなど、より使いやすいものとなるよう、成田国際空港株式会

社とも対応していただいている経緯もございます。 

  現在、交付金の使途につきましては、空港の周辺における航空機の騒音等により生じる障

害の防止をはじめとする空港周辺対策に関する費用に充てるものとなっており、交付時期に

つきましても、毎年度９月と３月とするとなっております。 

  交付金の使途の拡大については、成田国際空港株式会社にもご意見があった旨はお伝えさ

せていただき、町としましては、今後も可能な限り交付金の確保を図ってまいります。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 宮薗博香議員ご質問の大綱３点目、消防・防災についての自

主防災組織の育成についてにお答えします。 

  災害時における地域の初動対応能力を高めるためには、地域の実情に即した自主防災組織

の育成・強化が極めて重要と考えております。当町では、現在、自主防災組織は10組織が設

置されています。また、今年度においても相談をいただいている地区がありますので、新規

設立が見込まれているところです。 

  しかしながら、町全体に対する設置率は、依然低い状況となっております。この理由とし

ましては、地域ごとの世帯構成や防災意識の格差、組織設立に関する負担感など、様々な要

因が推測されます。 

  自主防災組織は、地域住民により自主的に設立される組織であることから、引き続き町防

災訓練や町づくり出前講座などで自主防災組織の必要性について理解を深めていただくとと

もに、町広報紙やホームページ等を活用して、普及推進を図ってまいります。また、自主防

災組織に係る説明会を地区に出向いて開催するなど、各地区への働きかけを積極的に取り組

んでいきたいと考えております。 

  今後も、更なる地域防災力の向上に向け、共助の根幹となる自主防災組織の設置・育成を

積極的に推進し、安心で安全なまちづくりに努めてまいります。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） いろいろとご答弁をいただき、ありがとうございました。それでは、

改めまして通告順に再質問をさせていただきます。 
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  最初に、小中学校における対策についてでありますが、これは熱中症にかからないのが一

番でありますが、児童生徒に熱中症の症状があった場合に、保健教諭等が判断すると思われ

ます。医療機関に搬送する必要がある場合に、どのような対応を取るのか教えていただけれ

ばありがたいんですけれども。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 各学校におきましては、熱中症対策マニュアル、こちらを策定し

てございます。まずは、熱中症の症状の有無、例えば目まい、失神、あるいは頭痛、意識障

害、まずあるかどうか、これを判断した上で、意識の確認、ここで意識がなければ、救急車

の要請をするというところで、各学校でマニュアルを策定し、教職員に周知してございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） マニュアルが作成されていることで大丈夫だということでありますの

で、今、救急の搬送についても、すぐに搬送してくれる状況にありませんので、その辺はや

っぱり学校としても、保護者との信頼関係が保てるように、やっぱりそういう症状が起きた

場合については、すぐ対応できるような体制を敷いておいていただけるとありがたいと思い

ます。 

  それとあと、だんだんに熱中症の関係、社会的にうるさくなってきておりますので、学校

のマニュアル等で、昨年と変わっている点がある場合には、どんなものがあるのか教えてい

ただければありがたいんですけれども、なければいいんですけれども。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 先ほど宮薗議員からの壇上の答弁のほうでお話がありました、労

働安全衛生規則の一部を改正する省令、これ、学校教育現場におきましても、ちょうど５月

29日付で、青少年の改正について通知がございました。この中で、熱中症の重篤化を防止す

るための体制整備、手順作成、関係者の周知、これが事業者に義務づけられるというところ

で、こちらの点を重点的に周知してまいるというところでございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） それでは、次にスポーツ活動等における熱中症事故防止についてです

けれども、社会文化課からは資料提供をいただき、ありがとうございました。しかしながら、

気をつけて行っていっても、熱中症という症状が出てしまうことがあります。その場合の対
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応については、多分示されていないと思います。 

  一般的に、土曜日、日曜日、祝日等の地域指導者による部活動やスポーツ少年団活動中に、

児童生徒が熱中症と見られる症状が出た場合、休日当番医等に受診し、対応することもある

と思います。万が一それらの対応について、保護者等からクラブや指導者が訴えられた場合、

町並びに教育委員会はどのような対応をしてくれるのか、町長及び教育長にお伺いをいたし

ます。 

○議長（小倉弘業君） 教育長。 

○教育長（實川睦子君） 宮薗博香議員のご質問について、お答えをしたいと思います。 

  スポーツ活動中における熱中症事故の防止ということで、スポーツ少年団、それからあと

地域移行についての活動についてですけれども、これもそれぞれ指導者等の責任ということ

が出されておりますので、その辺につきましては、スポーツ活動中の熱中症スポーツガイド

ブック、これを参考にして、各スポーツ団体のほうで進めているというような状況でござい

ます。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 訴えられるというならば、行政が訴えられるということでしょうから、

そのときについては、真摯に受けて立って、責任がどこにあるかの処遇については、弁護士

とも相談しなきゃならないし、どういう状況なのかというのが分からない状況の中で、それ

が今どうだこうだと、なかなかここでお答えすることは難しいと思いますが、それはもう訴

えられたら、それはもう蹴っ飛ばすことはできませんので、それはしっかり対応したいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 再確認させていただきます。実際になった場合でないと分からないと

いうことでありますけれども、多分訴えられるとすれば、保護者から、そのときのクラブの

指導者または責任者だと思いますので、その場合については、町も一緒に対応するという考

えでよろしいですか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） いや、それは違います。あくまでも町が訴えられた場合の話でありま

す。 

  以上です。 
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○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） それでは、スポーツ少年団や地域指導者がそういうふうに訴えられた

場合、町及び教育委員会は何も対応しないという考え方でよろしいのか、その辺を再度確認

いたします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 相談は受けたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 受けるのは相談だけなのか、それ以降も考えてもらえるのか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） その先に何があるか分からない状況の中で、今ここでの答弁は差し控

えさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） それでは多分、なってはならないことなんですけれども、それぞれの

指導者等については、多分対応するのにかなり苦慮するのかなと思います。ですから、その

辺を考えてやるのが私は行政だと思います。ですから、その辺保証がなければ、逆に指導者

を頼むのも私は筋違いだと思っております。いざというときに対応できるのが行政だと思っ

ております。そういうことで言わせていただきます。 

  それで逆に、今のような状況であれば、社会文化課や教育課のほうから、今町はこういう

状況ですというのを、少なくとも指導者等には流しておく必要性というのはあるのかなとい

うふうに思っております。 

  次に、東陽病院の関係ですけれども、久しぶりにすばらしい答弁をいただきました。管理

者である町長の前向きな姿勢には、大いに評価するものであります。早速、教育委員会につ

きましては、校長会や教育委員会議でやっぱりこういうことについては周知をしなければな

らならないと思いますので、その辺どのようにお考えになっているのかお伺いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 教育長。 

○教育長（實川睦子君） 宮薗議員の質問にお答えさせていただきます。 

  あってはならないことであります。適切な予防措置というのは、とても大事なこと。暑熱

順化と言いますよね。それにつきましては、６月の校長会のほうでも、私のほうで資料を１
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枚提示させていただきまして、十分な対応をしていただきたいということをお話をさせてい

ただきました。 

  それから、先ほどスポーツ庁のほうから指導者等の責任ということで、法的責任、もし事

故が発生した場合、民事責任や刑事責任、指導者等の個人または法人が問われることになり

ますということですので、この辺につきましては、部活動の地域移行の検討委員会のときに

も、担当の指導主事のほうが、きちっと指導のほうは話をしている状況でございます。必ず

そういうことが起きないような指導体制の下で、地域移行のほうを進めている状況でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 今言われたように、起きないにこしたことはない、それが一番いい形

なんです。ただ、それでも起きる場合がある。やっぱりその場合には少なくとも、町とか教

育委員会は考えないということであれば、指導者にそれなりの弁護士、要するに訴えられた

場合のそういう費用、そういうものの保険というのは、やっぱり少なくとも掛けておく必要

性があると思うんですけれども、それについて今掛けてあるのか、どうなのか、その辺を確

認したいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 教育長。 

○教育長（實川睦子君） 指導者の保険ということですか、それとも、指導者の保険。それに

ついては、ちょっと今お答えできませんので、後ほどまたお答えをさせていただきたいと思

います。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） お答えできないということであるんですけれども、そういう答えられ

ないときに今、現実問題として、そういうことが発生しちゃった場合どうするのか。ちょっ

と私は疑問であります。やっぱりそういうものについては、お願いするときに当然保険に入

ってやるべきだと思います。ですから、東陽病院だって、医療訴訟等を起こされる関係あり

ますから、医師等については全て町の予算で入っているわけですから、そういうものをやっ

ぱりしっかり考えた中で対応していくのが本来の姿であると思いますので、その辺について

は、早速対応していただけなければならない問題なのかなというふうに思っております。 

  時間がありませんので、次に進ませていただきます。 

  次に、防音工事の関係ですけれども、５月24日に開催されました横芝光町航空機騒音等対
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策協議会定期総会には、町長、小倉議長をはじめ、多くの議会議員が出席していました。国

土交通省及び千葉県からは挨拶の中で、空港づくりは地域づくり、空港と共生共栄をしてい

くと言われていました。空港と共に生き、共に栄えるということです。 

  また、委員の中には、2029年３月末までに民家防音工事が終わるのか。空港の整備ばかり

で、周辺の整備が遅れているので、空港の整備と周辺整備を同じ割合でできないのかなどの

厳しい意見も出されていました。やっぱり第１種区域の民家防音工事については、かなり進

捗状況を高めていかなければならないと思いますので、お願いをするはいいんだけれども、

やっぱり具体的に早急にまとめて、その効果というのが出るように対策を講じなければなら

ないと思いますが、町長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 営業で非常にたくさんいっぱいその工事として取ったところが、大分

たまっちゃっていて、進んでいないという現状があるように見られます。そんな中で、本当

にそういう人については、私のほうも個人的に、じゃ、別のところを紹介しようかと言って、

もう既に終わっているところもあります。 

  その辺のところの中で、そこに１か所に頼んでおいて、ずっとできないという状況もある

というのも事実なんですね。だから、そこのところを皆さんが、お一人お一人がどのように

思うか。 

  せんだっての騒対協のときも、その発言をした方が、小堤の方はおられましたけれども、

あの人にも私は申し上げました。違うところ紹介しましょうかと言ったら、いいんだという

話だったんで、それっきりになりましたけれども、そういう状況の中で、どうすればいいの

かについては、やはりご本人が本当にそれをやるんだという思いの中で、空港会社がこれを

行って工事をするというわけじゃございませんので、その工事に対して空港会社がお金を出

すという状況なので、それを空港会社に言うのはちょっと筋違いかなという思いもあります。 

  相談があれば幾らでも受けたいと思いますので、そういうような状況で対応していきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 今の筋違いという対応そのものが、行政の対応なのかなというふうに

思いました。いずれにしても、これではちょっと３本目の滑走路ができるまでには、当分今

の状況だと間に合わないのかなと。これからは、やっぱりもっともっと空港会社等にいろい
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ろプッシュしていく必要性があるのかなと思いました。 

  それから、あと課長の答弁の中で、ちょっと気になったことがあるんですけれども、設計

の限度額の範囲内で対応するのはいかがなものかというのもあったんですけれども、本当に

そのような設計を組んで対応して構わないのかどうなのか。その辺もう一回確認したいんで

すけれども。 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 宮薗議員、設計の範囲内というのは、防音工事にかかる設計

料についての中であったことかと思います。こちらのほうですが、設計するときに、補助の

限度額の範囲内に収まるように施工する範囲を設計屋さんと相談する、そういった内容でお

答えのほうをさせていただいたところです。よろしくお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） そうすると、防音工事にかかる分であるけれども、現在のものよりも

設計、要するに、限度額を超える場合については、材質を逆に言えば落とせということです

か。 

  それで、いずれにしても、民間防音工事の申請者の中には、部分的な工事のみを要望する

人、エアコン設置だけを要望する人もいると思います。これは法律からいったら違うと思い

ますけれども。それらの人たちに対応していく、それがやっぱり一番必要じゃないのかな。

そうすれば、今これだけ抱えている状況についても、ある程度勘案することもできると思い

ますので、そのような方法をやっぱり空港会社と十分協議した中で対応する必要というのは

私は出てきたのかなと思うんですけれども、その辺について、町長、どのように思いますか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） いずれにしても、それを、防音工事をやる、改修するといっても、い

ろんなおうちの形があって、できるところ、できないところ、本当に部屋がいっぱいあって

窓もいっぱいあるところなんかは、それこそ決まった金額の中ではできないだろうというふ

うに考えておりますけれども、それについては、空港会社と国が判断するところであります

ので、前々からもその話というのは、今回だけでなくて、それこそ最初に開港したときから

その話というのはあったものでありますので、それがいまだに40数年かかって解決しないと

いう状況にあるのは、確かにあるのかもしれませんけれども、実際そのような公平性を保つ

ための施策だというふうに認識はしております。 

  以上です。 
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○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 法律でありますので、人間がつくったものでありますね。それで、場

合によっては、その法律の改正だって、考え方によってはできると思うんですよ。そうすれ

ば、国は財源も浮くし、申請者も自分の思ったようになるし。ですから、そういうものもや

っぱりある程度考慮に入れる必要性はあるのかなというふうに思っております。そうじゃな

いと、多分なかなか住民の皆さん、納得してくれないのかなというふうに思っております。 

  それと次に、防音工事にかかる設計料でありますけれども、要するに例えば、工事費が

600万、補助金が500万、すると100万の持ち出しになりますね。それで、設計料出てきます

ね。そうすると今、そのくらいの工事だと設計料、大体10％から14％ぐらいなのかな。ちょ

っとよく分からないんですけれども。そうすると、持ち出しが、防音工事に対して100万以

上の持ち出しが出てきちゃうというケースも多分出てくると思うんですよね。 

  ですから、その場合については、なかなか家庭の状況で防音工事をしたいんだけれども、

できないという世帯もあるんじゃないか。ですから、その辺についても、先ほど町長の考え

方だと協議をしてくださいということであるんだけれども、じゃ、協議をした段階で、それ

が何とか解消できるんであればいいけれども、解消できないんであれば協議しても何もなら

ないんじゃないかなと。 

  ですから、そういうところも、やっぱり空港会社に今こういう現実が出てきているんであ

れば、やっぱり話をするべきじゃないのかなというふうに思っておるんですけれども、その

辺についてどのようにお考えになっているか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 基本、その話は、騒対協でもいろんな部分でその話は空港会社も聞い

ています。しかしながら、公平性を保つか、何かよく分かりませんけれども、ある程度規格

の中で、何人家族だったら何百何十万円、それについてはひとつ確率的なものを出して、そ

れでやっていただくというような話の中で、大体がそれで収まっている状況の中で、それを、

じゃ、100万円余計にかかっちゃうといったって、それは設計の仕様だろうし、部材によっ

ても違うだろうし、それができる範囲でやれば、それは騒防法の中で、空港会社が義務を果

たす一つとなるというようなことでございますので、それはそれで致し方ない部分であろう

というふうに認識はしています。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 
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○９番（宮薗博香君） それでは、町長の考え方は、やりたいんであれば、部材を落としてで

も補助金の範囲内で収めるようにするのがいいんじゃないかということでよろしいですか、

お伺いします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） ほかに対応策はないというふうに考えております。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 分かりました。 

  じゃ、次に、周辺対策交付金の関係でありますけれども、用途についてはかなり拡充され

てきているというのは私も分かっておりますけれども、各自治体の状況により活用すること

が可能になれば、今まで以上に有効活用できると思われますが、町長の考えをお伺いします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 要するに、いろんな使い方ができるんじゃないかという話ですね。そ

このところは、できる限りそのように努力をしているつもりであります。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 私が日頃から言っていますように、地域間競争の時代であり、うちの

町は、空港の騒音の市町の中でも、財政力が一番乏しいところでありますので、それで騒音

しか実際問題しょっていませんので、そういう意見はある面でいけば通るんじゃないのかな

という気はいたします。 

  それと併せまして、周辺対策交付金の交付時期でありますけれども、現在は９月と翌年の

３月に交付されていると思います。この交付時期を４月と９月に概算払いしていただくこと

により、当町としても現在もさらに有効活用できると思われますが、町長のお考えをお伺い

いたします。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 実際、我が町でふだん１年間の経緯を、財政をやっている中で、基金

を取りあえず取り崩すということは、たまにあります。だけれども、数億円単位でお金が足

らなくなって、銀行から一借をするというようなケースは今までございませんので、それが

先に出されたからといって、大きなメリットはないのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 
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○９番（宮薗博香君） 工事の関係等もそうなんですけれども、うちのほうは国庫補助やそう

いうものを受けてやりますから、実際工事が始まるのは、一般的には下半期になっちゃうと

思うんですよね。そうすると、逆に上半期の中でそういうものが対応できるようになれば、

より有効に活用できるんじゃないかなという、私は考え方で述べさせていただいているんで

すけれども、特段必要はないということであればそれでも構いませんけれども、ちょっとそ

ういう心配をさせていただきましたんで。 

  では、その次に、自主防災組織の関係でありますけれども、やっぱりいざというときに活

動できる自主防災組織については、多分皆さんも必要性というのは感じていると思います。

それで、現在、農村が持っていた独特のコミュニティーも希薄化しており、町では大体約

30％の人が各集落に加入していない今状況にあると思います。 

  ですから、そういうコミュニティーを再度形成するためにも、この自主防災組織というの

は一番いい方法なのかなということで思ったから、今日提案させていただいたんですけれど

も、町長のいいお考えがあれば、お伺いしたいと思うんですけれども。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） この人口減少をダイレクトに受けている当町の中で、各集落、集落の

中での、今既存の消防団、これも相当高齢化をしている状況の中で、それを20組織にすると

いうことは、それだけ人材があればまずすばらしいと思いますし、やる気のある人たちがそ

れこそ消防のＯＢが昔取ったきねづかをと言って、我々で、70代で頑張ろうという人たちが

いてくれればそれはそれでいいんですけれども、それをしなくても、我々のところにはいい

消防団があるじゃないか、地元にあるじゃないかということであれば、それはそれでよろし

いかと思いますし、自主防災組織というのは、それこそ大きな災害が起きたときに、きっと

活躍をしてくださろうかと思うんで、これからも推進はしてまいりますが、なかなかこれを

強制的につくるということも、非常に具体的に難しい。 

  今言った10あるということなんですね。それはそれで、すごいことだなというふうに改め

て今感じているところでございます。一つでも多いことにこしたことはございませんけれど

も、それについてはしっかりと説明をさせていただき、これからも努力していきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 確認をさせてください。そうすると、町のほうから積極的にそういう
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組織をつくるというようなことは、しないということでよろしいですか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 町のほうからの働きかけというところでは、先ほど答弁をさ

せていただきましたが、集落に出向いての説明会等を積極的に行いたいと考えております。 

  また、自主防災組織がなかなか進まない一つの要因としましては、地域のリーダーになっ

ていただく方がなかなか手挙げしていただけないという状況も実際にございます。また、地

域の方が、必要性は分かっているんだが、実際にそれを立ち上げる段階に、どのようなこと

を手続を取って、どういう形での組織が自分たちの地域に好ましいのかというところで、説

明をさせていただいているんですが、なかなかそこまでご理解いただけない部分もあります

ので、担当課としては丁寧な説明をしていただいて、リーダーになっていただく方、あと必

要性について理解をしていただいて、設置について進めていきたいと考えています。よろし

くお願いします。 

○議長（小倉弘業君） 宮薗博香議員。 

○９番（宮薗博香君） 少し違ってくるかもしれませんけれども、今、冠婚葬祭、特に葬祭の

ときなんかについても、昔は隣組の協力をいただいてやっておりましたけれども、今はもう

斎場で隣組の協力を得ないようなところもかなり出てきていると思います。 

  したがいまして、このままになっていくと、農村が持っていた独特のコミュニティーとい

うのは本当になくなっていっちゃうのかな。ですから、そういうものまで踏まえた中で、私

は要するに地域で生活弱者というものをやっぱり支えて、いざ災害になったときに支えてい

くのはやっぱり地域の力なのかなと。 

  ですから、そういうものも踏まえた中で、やっぱりコミュニティーの醸成と併せて、そう

いうものをつくっていったほうがよいのかなというふうには思っていたんですけれども、そ

ういうことでなければ、それは結構であります。 

  それでは、若干時間が早いんですけれども、以上をもちまして私の一般質問を終わらさせ

ていただきます。町長をはじめ、町当局の頑張りに大いに期待したいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 以上で宮薗博香議員の一般質問を終わります。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎休会の件 

○議長（小倉弘業君） 日程第２、休会の件を議題とします。 

  お諮りします。 
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  ６月11日と６月12日は議案調査のため休会にしたいと思いますが、これに異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、６月11日と６月12日は休会と決定しました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎散会の宣告 

○議長（小倉弘業君） 本日の日程はこれをもって終了します。 

  ６月13日は定刻より会議を開きます。 

  本日はこれにて散会します。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 ４時１３分） 
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（第 ３ 号） 
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令和７年６月横芝光町議会定例会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和７年６月１３日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 一般質問 

日程第 ２ 議案第１０号及び議案第１１号について（町長提案理由説明） 

日程第 ３ 議案第１号審議（質疑・討論・採決） 

      横芝光町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

      律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第２号審議（質疑・討論・採決） 

      九十九里地域水道企業団規約の変更に関する協議について 

日程第 ５ 議案第３号審議（質疑・討論・採決） 

      九十九里地域水道企業団の解散について 

日程第 ６ 議案第４号審議（質疑・討論・採決） 

      九十九里地域水道企業団の解散に伴う財産処分について 

日程第 ７ 議案第５号審議（質疑・討論・採決） 

      町道路線の変更について 

日程第 ８ 議案第６号審議（質疑・討論・採決） 

      令和７年度横芝光町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第７号審議（質疑・討論・採決） 

      令和７年度横芝光町病院事業会計補正予算（第１号）について 

日程第１０ 議案第８号審議（質疑・討論・採決） 

      横芝光町教育委員会教育長の任命について 

日程第１１ 議案第９号審議（質疑・討論・採決） 

      横芝光町教育委員会委員の任命について 

日程第１２ 議案第１０号審議（質疑・討論・採決） 

      横芝小学校改築外構工事請負契約の締結について 

日程第１３ 議案第１１号審議（質疑・討論・採決） 
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      横芝小学校隣接駐車場整備工事請負契約の締結について 

日程第１４ 議員派遣の件 

日程第１５ 請願・陳情の件 

  ──────────────────────────────────────────────   

本日の会議に付した事件 

 日程第１～日程第１５まで同じ 

 追加日程第１ 発議第１号 国における２０２６年度教育予算拡充に関する意見書について 

 追加日程第２ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について 

  ──────────────────────────────────────────────   

出席議員（１５名） 
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  ７番   森  川  貴  恵  君    ８番   秋  鹿  幹  夫  君 

  ９番   宮  薗  博  香  君   １０番   山  﨑  義  貞  君 

 １２番   鈴  木  輝  男  君   １３番   川  島     仁  君 
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 １６番   鈴  木  唯  夫  君 

欠席議員（なし） 

  ──────────────────────────────────────────────   
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎開議の宣告 

○議長（小倉弘業君） おはようございます。 

  開会に先立ち、ご報告申し上げます。 

  ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、本日の会議は成立いたし

ました。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時５８分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎諸般の報告 

○議長（小倉弘業君） 日程に入るに先立ち、ご報告します。 

  最初に、本日、民生文教常任委員会委員長から請願第１号及び請願第２号並びに陳情第１

号について、総務経済常任委員会委員長から継続審査となっていました陳情第１号について、

お手元に配付のとおり、審査結果報告書の提出がありましたのでご報告します。 

  次に、本日、町長から追加議案の送付があり、これを受理したのでご報告します。 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） ここで、６月10日に行われました宮薗博香議員の一般質問に対する当

局の答弁に答弁漏れがありましたので、社会文化課長より説明をお願いします。 

  社会文化課長。 

○社会文化課長（北田勝也君） おはようございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、６月10日の宮薗博香議員の一般質問、大綱１点目、

熱中症対策についてのうち、小中学校における対策についての再質問、指導者への保険加入

及び町からの支援についてに対しましてご回答いたします。 

  熱中症などの事故に関わる指導者への争訟費用につきましては、公益財団法人スポーツ安

全協会によりますスポーツ安全保険の賠償責任保険において、引受幹事保険会社の同意を得

て、支出した弁護士費用等の争訟費用が当該保険の対象となります。 

  保険料につきましては、横芝光町スポーツ協会に加盟するスポーツ少年団では、各団体へ

交付する補助金を活用しております。また、学校部活動地域移行では、地域クラブ活動への

移行に向けた実証事業業務委託料から支出しております。 

  町といたしましては、今後も安心して指導ができるよう支援に努めてまいります。 
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  以上でございます。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎一般質問 

○議長（小倉弘業君） これより日程に入ります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 川 島 富士子 君 

○議長（小倉弘業君） 通告順に発言を許します。 

  川島富士子議員。 

〔１４番議員 川島富士子君登壇〕 

○１４番（川島富士子君） 皆様、おはようございます。公明党の川島富士子でございます。 

  議長のお許しを得まして、一般質問をさせていただきます。 

  昨今の日本は、少子高齢化と人口減少により、国の存立が揺るがされかねない深刻な局面

に入っています。2040年過ぎに高齢者人口はピークに達し、生産年齢人口が大幅に激減しま

す。一方、地域におけるつながりの衰退は孤独・孤立の問題を深刻化させ、国民の幸福度を

押し下げています。2040年へ向けて、少子化の流れを抑制しつつ、互いの支え合いを基盤に

した新しい社会の構築へどのように踏み出すか、これから先はまさに正念場の15年となりま

す。 

  この重要な時期において、様々再確認することは必須であります。特に少子化、単身世帯

の急増、人手不足、自治体や地域共同体の存続不安などで将来不安や生きづらさをもたらし

ています。地域のつながり、支え合いで人口減少を克服する社会を目指し、今こそ創造的福

祉社会の構築をと訴え、質問に入ります。当局の力強い明快なご答弁をお願い申し上げます。 

  第１に、町長の政治姿勢について、３点お伺いいたします。 

  １点目として、少子化対策・子育て支援について伺います。 

  ０～２歳児の保育料無償化についてでありますが、東京都では、本年９月から、０～２歳

児の全ての子らの保育料を年齢や所得にかかわらず完全無償化されます。対象となるのは８

万6,000人の見込みだそうです。 

  過去の都議会公明党の質問に、知事は、保育料の無償化についてであるが、都は子供を持

ちたいと願う方々が安心して子供を産み育てることができる環境を整備するため、様々な子

ども・子育て支援施策を強力に推進してきた。令和５年10月からは、経済的理由で子供を２
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人以上育てたいという願いを諦めずに済むよう、都独自に第２子の保育料無償化に取り組ん

でいる。この施策を一歩先に進め、保育料無償化の第１子への対象拡大について具体的に検

討していくということでございました。 

  無償化は未来への投資であると考えます。財源が問題になるのは百も承知でありますが、

助けを必要とする人々の尊厳を守りつつ、町の宝の子らを社会全体でその負担を分かち合う

ことによって、子育て世帯の不安解消と社会の安定性と活力が増すと確信いたします。少子

化対策の手だてを今講じなければ、一気に出生数が激減するおそれがあります。この施策を

一歩先に進めるお考えがないか、町長のご見解、ご英断をお聞かせください。 

  ２点目として、人口増への対策について伺います。 

  さらなる観光まちづくりについてでありますが、地方創生という政治課題の中で、本町に

おいても新たな地域産業の就業促進で人口流出を食い止めるとともに、人口増を目指す様々

な取組に果敢に挑戦していただきたいと願うものであります。 

  今年の政府の観光政策は、数を追う観光から地域が稼ぐ観光への転換を目指すとされ、当

初予算も前年度比5.4％増の530億3,300万円が計上されました。ソフト・ハード両面で自治

体を支援する使いやすい事業が手厚く整備されているとのことですが、ぜひこうした国の大

きな動きに敏感に取り組み、頑張っていただきたいと心から強く思います。 

  域外からのお金を落としていただくために、さらなる観光による交流人口の拡大、さらに

はリピーターとなる関係人口の拡大、そして新たな若年労働力の雇用拡大を目指し、最後は

定住人口の拡大を目指すことが何よりも重要であり、今が大事と考えます。そこで、これま

での努力を自信として、さらなる観光まちづくりへのご所見、ご決意をお聞かせ願います。 

  ３点目として、被災者支援システムの導入について伺います。 

  千葉県との協定締結についてでありますが、2016年９月議会で被災者台帳、被災者支援シ

ステムの導入・運用をと質問し、当局から、有事に備えて、被災者支援システムの導入に向

けた調査研究を進めてまいりますとの答弁をいただいてから９年がたちます。現在では、デ

ジタル化により、システム導入のメリットが増えております。特に災害時に他の自治体職員

が円滑に応援業務を行えるなど、被災自治体に対する応援体制の強化が期待されます。 

  能登半島地震で石川県内の全市町村が導入していた被災者支援システムが住家被害認定調

査の業務効率化に大きく貢献したことから、千葉県は全県での導入、共同運用を目指し、昨

年11月５日に22市町村と共同で千葉県被災者支援システム運用協議会を設立し、本年３月26

日に被災者支援システムに係る契約に関する協定書を締結しています。県の導入したシステ
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ムはＮＴＴ東日本が提供する被災者支援システムであり、契約手続は県が一括して行うそう

です。原則として、人口規模等に応じた負担はございますが、県の支援、負担もございます。 

  先行導入している自治体は本年４月１日から、また早い自治体では７月より運用開始予定

であります。本町におかれましても、早期に千葉県と協定締結し、システムの導入に着手す

べきと考えますが、町長の英断を求めます。 

  第２に、教育行政について、２点お伺いいたします。 

  １点目として、教育施策の推進について伺います。 

  積極的な英語教育の取組についてでありますが、昨年秋の議会視察で伺った茨城県境町の

取組に大変感銘を受けております。直接、英語教育のお話を聞いたわけではありませんが、

全国から視察が相次ぎ、実践的な英語教育が広がりを見せているようです。「イングリッシ

ュタイム」、担任の掛け声に瞳を輝かせ、パンパンパンと手拍子で応え、子供たちの大人気

の授業が始まるそうです。 

  境町では、「すべての子どもが英語を話せる町へ」を掲げ、ネーティブとの会話重視の英

語教育が大きな成果を上げておられます。境町では、ＡＬＴを全７校の小中学校に平均３人

配置し、家庭の経済状況に関係なく、義務教育９年間を通して日常から英語を慣れ親しんで

もらい、実用的な英語力を身につけ、グローバル社会で活躍できる人材を育成することを目

指されています。 

  さて、空港圏の中にある本町においても、今後子育て世代の移住者が次々増えると考える

中で、未来を担う世代のために、千葉県だったら横芝光町だよねと言われるような全県をリ

ードする全ての子供が英語を話せる横芝光町へ、さらなるネーティブの力を生かした英語教

育を切望するものでありますが、当局のご所見をお尋ねいたします。 

  ２点目として、教職員の負担軽減について伺います。 

  デジタル採点システムの導入についてでありますが、学校の教員の多忙な業務により長時

間労働が問題となってきたことで、文科省が2022年度に行った調査では、中学校教諭の平日

１日当たりの勤務時間、在校時間が11時間１分と長時間労働が続いている実情が浮き出まし

た。 

  そうした中、教員の負担軽減策の一つとして、ＩＣＴ、情報通信技術を活用した業務のデ

ジタル化を進める自治体が増えております。紙の採点で平均約８時間かかっていた１回の作

業時間が約４時間へ半減したと教員の負担軽減の効果を説明する自治体や、ミスの減少につ

ながったり、採点時間を短縮できる分、生徒と接する時間が増え、子供にもメリットがある
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など、効果は大きいようであります。教員の働き方が改善されることで心にゆとりが生まれ、

教育の質向上につながると確信いたします。 

  本町においても、さらなる働きやすい環境整備へ、中学校教員の働き方改革の一つとして

デジタル採点システムの導入を進めるべきと考えますが、当局のご見解をお聞かせください。 

  第３に、福祉行政について、２点お伺いいたします。 

  １点目として、一人暮らしのシニア世帯を支える体制の拡充について伺います。 

  １人で暮らす65歳以上のシニアが全国的に増加しています。昨年暮れに、国立社会保障・

人口問題研究所は、2020年の国勢調査を基にした2050年までの都道府県別世帯数の推計結果

を公表しました。その中で、独り暮らしのシニア世帯は2050年に全国で約1,084万世帯と

2020年と比べ1.5倍近くに増加し、世帯総数に占める割合は20.6％に上昇するとのことであ

ります。 

  一人暮らしのシニア世帯が増加する背景については、少子高齢化に加え、ライフスタイル

の多様化で子供や孫と同居する高齢者が減少していることが指摘されており、社会的つなが

りが希薄化したり身寄りのないシニア世帯が一層増えると見られ、こうした世帯を支える体

制の拡充が急務となっています。シニア世代の人がいつまでも安心して暮らしていけるよう、

医療、介護や福祉サービスの支援強化に加えて活躍しやすい環境整備を進め、共に支え合う

共生社会の実現を目指していくことが何より重要ではないでしょうか。人生100年時代を見

据え、誰もが健康で生き生きと豊かな心で暮らすためのシニア世代のニーズに応じた生活支

援策の拡充に対する当局のご認識、ご見解をお聞かせ願います。 

  ２点目として、認知症とともに生きるまちづくりについて伺います。 

  希望宣言の町民への周知についてでありますが、一昨年、認知症基本法が成立し、昨年暮

れには政府の閣議で認知症施策の指針となる基本計画を決定しました。急速な高齢化で認知

症は今や誰もがなり得るとし、みんなが支え合う共生社会の実現に向け、取組を推進すると

明記しました。また、社会参加の機会確保や認知症の正しい理解の周知といった推進すべき

12施策を掲げ、計画では一人一人が自分事として理解し、当事者が自分らしい暮らしを続け

ることを考える時代が来たと指摘しております。 

  そのような中で、認知症の人たちの体験や思いをまとめ発表された「認知症とともに生き

る希望宣言」をご存じでしょうか。そこには、「一足先に認知症になった私たちからすべて

の人たちへ」として、５つの希望宣言が掲げられています。 

  本町でも認知症基本法成立を機に、この希望宣言を改めて町民に周知し、認知症の人が希
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望を持って地域の中で共に暮らせるまちづくりに取り組むべきと考えます。当局のご所見を

お尋ねし、私の最初の質問といたします。 

〔１４番議員 川島富士子君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  町長。 

〔町長 佐藤晴彦君登壇〕 

○町長（佐藤晴彦君） おはようございます。 

  それでは、早速、川島富士子議員のご質問にお答えをさせていただきます。なお、私から

は大綱１点目、町長の政治姿勢についてのうち、少子化対策・子育て支援についての０～２

歳児の保育料無償化についてにお答えをさせていただき、その他のご質問につきましては各

担当課長から答弁させますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  初めに、少子化対策・子育て支援についての０～２歳児の保育料無償化についてでござい

ますが、当町における保育料は、国の施策による無償化、免除を除き、所得に応じた負担額

を頂いておりますが、国が定める保育料基準額から概ね40％を超える減免をしており、近隣

自治体と比較しても保育料を低く設定をさせていただいているところでございます。 

  ご質問の０～２歳児の保育料無償化についてでございますが、現在、町においては、限ら

れた財源の中で少子化対策としてこの保育料の軽減をはじめとした各種子育て支援や人口減

少の対策として、移住や定住に向けた各種施策を展開しておるところでございます。 

  このような中、先ほど議員からおっしゃられておりましたけれども、東京都におきまして

は、この９月から保育料の完全無償化が公表されており、少子化対策として非常に有効な施

策であると認識しておるところではございますが、東京都と当町の財政状況等を鑑みると、

すぐに追従することは困難であると言わざるを得ません。 

  しかしながら、今後も財政健全化に取り組みながら、保育料の無償化に向けて積極的に鋭

意努力を続け、子育て支援の、ひいては福祉施策の、県内そして近隣地域のパイオニアとし

て取り組んでまいる所存でございますので、今後ともひとつよろしくご理解、ご協力をお願

いを申し上げ、以上で私の壇上からの答弁とさせていただきます。 

〔町長 佐藤晴彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 企画空港課長。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君登壇〕 

○企画空港課長（加瀬淳一君） 川島富士子議員ご質問の大綱１点目、町長の政治姿勢につい
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てのうち、人口増への対策についてお答えいたします。 

  更なる観光まちづくりについては、人口減少社会において、地域の持続性が課題となる中

で、観光も課題解決の手段として重要な役割を果たすものと考えます。 

  当町の第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、目指すべき将来の方向として、

観光交流人口の拡大による雇用の創出を図り、若者雇用の受け皿づくりを進めること、また

将来的な移住にも繋がる関係人口の創出を目指し、地域外の人が関係人口となる機会の提供

が必要となるとしています。交流人口とは町を訪れる人々を指し、関係人口とは何度も町を

訪れ、地域と多様に関わる人々を指します。 

  この将来の方向に向けた町民と共に進める町の活性化の事業として、観光まちづくり協会

との連携とコミュニティ団体の育成を位置づけ、これまで各種イベントなどが開催されてい

ます。具体的には、観光まちづくり協会が主催する梅まつりや、同時期にＪＲ東日本が開催

する駅からハイキング、地域の住民が主体となって開催する音楽イベントやスポーツイベン

ト、カヤックツアーなどには、近隣のみならず県外から訪れる方もおります。ここに移住相

談員が赴き、移住相談を展開しています。 

  今後は、当町を訪れてくれる方々と地域との交流を促し、関係人口を創出する取組が重要

であると考えており、関係各課や観光まちづくり協会をはじめとした各種団体等と連携し、

施策を構築することで人口の増加に繋げられるよう努めてまいります。 

〔企画空港課長 加瀬淳一君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 川島富士子議員ご質問の大綱１点目、町長の政治姿勢につい

てのうち、被災者支援システムの導入についての千葉県との協定締結についてにお答えしま

す。 

  被災者支援システムは、被災者台帳と住家被害認定調査、罹災証明書等の各種被災者支援

の状況をデジタル技術で連携させ、生活再建に係る業務全体を電子システムにより共有・管

理するシステムです。 

  令和６年１月１日発生の能登半島地震で、石川県内の全市町村が導入していた被災者支援

システムが住家被害認定調査の業務効率化に大きく貢献したことから、千葉県においても導

入に向けてシステムの活用及び被災者支援に関する協議等を行う千葉県被災者支援システム

運用協議会が千葉県と県内22市町村が参加して令和６年11月５日に設立され、令和７年３月
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26日に被災者支援システムに係る契約に関する協定書が締結されました。 

  現在、当町はこの協議会へは参加しておりませんが、災害対策の強化が求められる中、最

新の情報技術を用いたデジタル化による被災者生活再建支援業務の効率化が可能となること

から、参加について積極的に検討してまいります。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

〔教育課長 野村浩光君登壇〕 

○教育課長（野村浩光君） 川島富士子議員ご質問の大綱２点目、教育行政についてにお答え

いたします。 

  初めに、教育施策の推進についての積極的な英語教育の取り組みについてでございますが、

当町では小中学生の英語力を強化し、世界で活躍できるグローバルな人材を育成するため、

町内の小学校に日本人英語補助講師を会計年度任用職員として５名配置し、中学校に外国人

英語補助講師を各校１名ずつ、２名配置しております。 

  また、第２期横芝光町まち・ひと・しごと創生総合戦略の英語教育推進事業の一環として、

令和７年度におきましては、町内中学校の生徒を対象に、受検を希望する全中学生に１回の

検定料を全額補助しております。年々、英語検定の取得者数は増加傾向にあり、今後も英語

教育の推進に努めてまいります。 

  次に、教職員の負担軽減についてのデジタル採点システムの導入についてでございますが、

デジタル採点システムは、学校現場における定期試験等の採点業務におきまして、教職員が

児童生徒の答案を複合機で読み取り、パソコン上で設問ごとに答案を一覧表示しての採点や、

採点結果を自動集計・分析できる仕組みであると認識しております。 

  現在、当町の小中学校では、デジタル採点システムを導入している学校はございません。

なお、導入実績のある学校によりますと、テスト問題の設問ごとにまとめて採点することが

でき、得点集計もされるため勤務時間の短縮につながるなどといった意見の一方で、テスト

ごとの集計の設定に負担が大きい等の理由から活用を見送ったとの意見もございました。 

  当町では、学校職員の業務改善等を図るため、令和４年４月から校務支援システムを本格

的に導入し、成績管理、出席管理、表簿の作成等をシステム化いたしました。教職員の時間

外勤務等も年々減少しており、導入の効果が表れているものと考えております。 

  いずれにいたしましても、デジタル採点システムの導入につきましては、機能等の長所・

短所を把握するとともに、費用対効果や課題等を洗い出し、調査研究してまいります。 
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〔教育課長 野村浩光君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

〔福祉課長 平山昭彦君登壇〕 

○福祉課長（平山昭彦君） 川島富士子議員ご質問の大綱３点目、福祉行政についてにお答え

いたします。 

  初めに、一人暮らしのシニア世帯を支える体制の拡充についてでありますが、国立社会保

障・人口問題研究所が公表した日本の世帯数の将来推計によりますと、2020年と2050年の比

較では、65歳以上の単独世帯数とその割合が737万世帯、13.2％から1,083万世帯、20.6％ま

で上昇すると推定されています。 

  一人暮らしのシニア世帯が増加する背景には、少子高齢化や核家族化、個人の価値観やラ

イフスタイルの多様化などが影響していると考えられています。高齢化と単身化によって、

社会的つながりが希薄化したり、身寄りのないシニア世帯が一層増えると見込まれる中、希

薄化している人と人とのつながりを再構築し、孤独や孤立を生まない社会を実現することが

重要であります。 

  現在は、地域の見守り役として、民生委員児童委員が住民の悩み事や心配事の相談に応じ、

適切な援助を行うなど、地域福祉の向上のため重要な役割を担っていただいております。ま

た、町や社会福祉協議会では、ふれあいサロンやきらり若返り運動など、地域の方が主体と

なり、介護予防や住民同士のふれあいを通し、生きがいづくり、仲間づくりの輪を広げる通

いの場を作る取組を行っているところであります。 

  今後、一人暮らしのシニア世帯の増加が見込まれることを踏まえ、これらの取組に係る支

援体制を強化するとともに、地域のつながりの醸成や地域福祉の活動における人材の養成に

努めてまいります。 

  また、令和８年度から令和12年度を計画期間とする第２次地域福祉計画を今年度中に策定

いたします。町民アンケートや福祉関係団体アンケートの結果を反映し、策定委員の皆様の

ご意見やアドバイスをいただきながら、社会変化に対応した計画の策定を進めていきたいと

考えております。 

  次に、認知症とともに生きるまちづくりについての希望宣言の町民への周知についてであ

りますが、高齢者の人口がほぼピークとなる2040年には、約３人に１人が認知症または軽度

認知障害を発症する可能性があると推測されております。このことから、認知症は誰もがな

り得る一般的な症状と考えられます。 
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  一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループが表明した「認知症とともに生きる希望

宣言」は、認知症とともに暮らす本人一人ひとりが、自らの体験と思いを言葉にした５つの

希望宣言であります。この宣言は、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症

になってからも一人ひとりができること、やりたいことを、住み慣れた地域で、みんなとつ

ながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという体験と思いから生

まれたものであり、当町では、認知症サポーター養成講座のテキストにこの宣言を掲載し、

周知しているところであります。 

  認知症基本法の施行に伴い、国が策定した認知症施策推進基本計画では、認知症とともに

希望を持って生きるという新しい認知症観が示されています。この理解を広めるため、町で

は希望宣言を改めてホームページに掲載するなど、町民への効果的な周知に取り組んでまい

ります。 

  さらに、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、現在取り

組んでいる認知症関連事業や普及啓発を促進するとともに、地域包括支援センターと連携し、

認知症の人の視点に立った地域づくりに努めてまいります。 

〔福祉課長 平山昭彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） ご答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただ

きます。 

  ０～２歳児の保育料無償化でございますけれども、町長から期待の持てる答弁をいただき

ましたけれども、あえて再度しつこく言わせていただきますけれども、国立社会保障・人口

問題研究所が2021年に行った出生動向基本調査で、子供の数を持たない理由を尋ねたところ、

「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」が最も多く77.8％で、少子化の原因の最大の一

つであります。少子化の流れを急激に反転させることは大変に困難ですが、抑制するための

手だてを今講じなければ、一気に出生数が激減するおそれがあります。新しい社会への道を

切り開くトップリーダーに大いに期待をいたします。必要な見直しを行いつつ、先駆のお取

組を切望いたします。現に、全国では青森市、大阪府八尾市、第１子から無償化でございま

す。 

  また、特に子育て支援なくして未来は語れないと思いますが、町長に再度ご決意を伺いま

す。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 
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○町長（佐藤晴彦君） この問題は、大変もう極めてこの日本の国を維持していくために、本

当に重要な課題であるということは重々認識している中で、本来であれば国が積極的にこれ

を進めていくぞというのは筋だというふうに思っていますが、医療費の無償化から始まって、

千葉県の中でこの地域においても、先ほど壇上からもご答弁させていただきましたけれども、

そういう部分においてのオピニオンリーダーだという認識を持つ中で、できる限り積極的に

今後とも進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと存じ

ます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 大いに期待しております。 

  町長、今国がっておっしゃいましたけれども、例えば児童手当、全国どこでもやっていな

かった児童手当、千葉県の市川市でスタートして、それが東京都にいって、東京都から全国

に広がって、最終的には国の制度になりました。そういったことで、何も国がやらなくても

必要なことを我が町で示していくということも必要かというふうに思いますので、たしか福

祉日本一を目指しているって町長の最初のスローガンだったと思います。 

  そこで、東京都はこの９月から完全に無償化になるわけですけれども、今初めてやるわけ

ではありませんし、令和５年10月から０～２歳児の第２子以降の保育料無償化、これをスタ

ートさせているわけですね。ですから、段階的にというふうに考えて２子以降からスタート

してということもあり得るのかな、また多子世帯の支援から始めるということもあるのかな

というふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） その辺も含めて、財政とも相談しながらですけれども、頑張っていき

たいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） どうかよろしくお願いいたします。 

  次に、さらなる観光まちづくり、町長にご答弁いただきたいというふうに思います。課長

からご答弁いただきましたけれども、町長、５月20日に県が公表した新たな総合計画の素案

で、県が基本理念に掲げた目指す姿というのは承知されておりますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 
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○町長（佐藤晴彦君） 観光についての詳細の部分について承知しているかと言われると、ち

ょっとうろ覚えで申し訳ありません。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 大変失礼いたしました。観光というわけではないんですけれども、

「～千葉の未来を共に創る～「県民を守り、支え、そして飛躍する千葉の実現」」というこ

とで新聞で発表されました。この千葉を横芝光町に、県を町に変えて私は読んでみました。

「～横芝光の未来を共に創る～「町民を守り、支え、そして飛躍する横芝光の実現」」、こ

ういうふうに捉えると、県と共有できるのかなという思いで一緒に進めるんではないかなと

いうふうに考えていたところでございます。 

  今後、日本に訪れる世界の観光客が爆発的に増えても、今手をつけなくてはその恩恵にあ

ずかれません。今後、観光客の増加とともに、新しいレジャー施設や文化施設が増え、町民

にとっても生活の利便性の向上が期待できます。また、新しい観光スポットが誕生すれば町

民も楽しみが増え、住民にとって地域がより魅力的な場所になり、愛着が高まります。その

ためにもインターチェンジ周辺、駅北、こどもの国跡地、この開発は何としても成功裏に進

めなくてはならない大変大きなプロジェクトであると改めて強く思いました。改めて現時点

での町長の思いとご決意をお聞かせ願えますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 私が今までずっとこの２年ぐらい言っている中で、その３か所につき

まして、議員もご承知のとおり、昨年の10月に未来づくり課というものをその開発に特化し

た課をつくって、今誠意努力を重ねているところでございまして、観光ということに特化い

たしますと、この横芝光町にある九十九里海岸、これはやはり世界の海岸の中においても極

めて有意義なものになってくるだろうなというふうに思っておりますので、それに対してど

のように世界の人たちをそこに導いていけるか、連れていけるかというところに大きな問題

があったり、それに対するライフラインですとか交通アクセスですとか、そういう部分をし

っかりつくっていくし、またそこにランドマークがあればさらにそれがいいということにな

りますので、それについてもしっかり対応していきたいというふうに考えておりますし、あ

る意味政治生命をかけてのことという認識で頑張っておりますので、これからも皆さんのご

協力をよろしくお願いしたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 
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○１４番（川島富士子君） とにかくもう船は出航しておりますので、いろんな気象状況のと

きがあろうかと思いますけれども、何があっても負けない、何があっても町民のためにとい

う、その強い信念と行動力があれば必ずや乗り越えられるというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、被災者支援システムであります。 

  私が質問してから９年たちますけれども、改めて伺いますが、なぜ千葉県被災者支援シス

テム運用協議会の参加を表明しなかったんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 川島富士子議員の質問にお答えします。 

  こちらのシステムの運用協議会のお話のほうは６年度に県のほうから説明等がございまし

て、システム会社の説明会が２度ほど行われました。こちらを聞いた中で重要なものだとい

うことは理解したんですが、コスト的なものであったりだとか、あと他自治体の近隣自治体

を含めて県内の自治体の動向、あと実際の運用の仕方について詳細な部分をちょっと検討す

る必要がありましたので、一旦協議会の参加のほうは見合わせているところでございます。 

  ただ、内容につきましては重要なものでありますので、今後さらに詳細な部分を検討して、

協議会のほうの参加に向けて検討はしたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 町長、これは千葉県知事自ら先頭になって取り組んでいるという

ふうに私は認識しておるところであります。 

  先日、秋鹿副議長が防災ＤＸ、質問されておりましたけれども、県知事肝煎りの防災ＤＸ

だというふうに私も認識しているところでありますので、やはり県と呼吸を合わせる、何か

あったら、石川県はそういうところでは全市町村が同じＮＴＴ東日本のシステム、みんなが

心一つにして入っていたということで、他県からの応援がスムーズに入ったというふうに私

も伺いましたので、県の職員から。ぜひもうこれは知事と呼吸を合わせるという意味からも、

千葉県全体が一つになるという意味からも、きちんと呼吸を合わせて進めたほうがいいとい

うふうに思います。２年後以降のランニングコストというのがどうしても引っかかってくる

ところでありますけれども、またしっかり環境防災課長、町長のほうに説明をしていただい

て、一刻も早い導入に向けてよろしくお願いしたいと思います。答弁は結構です。 

  次、英語教育についてであります。 
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  小学校、日本人教諭５名、中学校、外国人各校１人ずつ、２名ということで伺いました。

その外国人の教員の出身国を教えていただきたいのと、本町の中学３年生の英検３級以上の

取得率というのを教えていただけますでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 川島富士子議員のご質問にお答えいたします。 

  初めに、中学校の外国人英語補助講師の出身国でございますが、横芝中学校ではアメリカ

合衆国、光中学校ではガーナ共和国の出身になります。 

  続きまして、英語検定の３級以上の取得している中学３年生の状況でございます。これに

つきましては、令和６年度の結果でご提示をさせていただきます。 

  横芝中学校及び光中学校の両中学校の３学年178名中、英検３級以上を取得している生徒

は52名、割合にいたしますと29.2％となります。なお、内訳につきましては、２級が１名、

準２級が９名、３級が42名となります。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） ありがとうございます。 

  茨城県境町の取組事例を、少し時間がないんですが、早口でご紹介させていただきたいと

思います。なぜこれを伺ったか、分かると思います。 

  英語の時間は、一般の公立校より年間35時間多い。対面の授業だけでなく、ＡＩやタブレ

ットを駆使してオンライン授業を充実させ、ネーティブ人材の力を生かす。財源は、ふるさ

と納税ほか、令和５年度で99億3,800万円。小中学生のホームステイ費用が無料。令和６年

度、計15人。検定は、町内会場で小中学校全７校で検定。小中学生が３級で5,000円全額補

助。小６と中３が毎年挑戦。放課後、ＡＬＴによるオンライン英会話を各学年で実施。月に

１度、英語のレッスン動画をユーチューブで配信。企画や撮影はＡＬＴが担う。令和５年度、

中学３年生の半数が英検３級以上取得。 

  そして、境町の成果でありますけれども、英語が自然に身につくことで自分自身の将来の

選択肢も格段に増える。子育て世代の移住者が次々増え、大手月刊誌の移住者増の人気地ベ

スト100で全国１位を獲得。 

  その裏には境町の町長の英断があったと。英語力の高く真面目な国民性であり、比較的人

件費の安いフィリピンの教員を採用されたらよいそうですとの有識者の言葉に町長が即座に

対応された。フィリピンの英語力は非常に高く、ネーティブな英語教育を受けることができ

るのですばらしいとのことでありました。 
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  また、我が町と姉妹町の神奈川県松田町の町長の取組もすばらしく、伺っております。町

立の小中学校に加え、幼稚園にＡＬＴを配置し、家で子供が英単語を自然に話すようになっ

た松田町の子供たちだそうであります。 

  本町の実情を少し調べましたけれども、光町中央幼稚園では、１歳から２歳児を対象に、

遊びの中に英語を取り入れ親しむ活動をしている。ほかの幼稚園、保育園、ちょっとまだ分

からないところもありますけれども、また各小学校３年生、４年生の外国語活動、各小学校

５、６年生の教科として外国語年間時間はどのくらいなのかなという、こういった細かいこ

とを今日は本当は本町の実情を聞こうと思ったんですが、時間がございませんので、また教

育課のほうに行って教えていただきに上がりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  そのときに現在のＡＬＴの任用状況、今後の目標を伺いたいのと、１つだけ聞かせてくだ

さい。小中学校兼務の先生っておられますか。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） 現在はございません。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） すみません、ありがとうございます。 

  英語教育、非常に細かく私もいろいろ調べさせてはいただいたんですが、時間がないので、

また担当課のほうに行って聞いていただけたらいいかなというふうに思います。 

  人数、最初に課長から報告ありましたけれども、やっぱり本気で取り組むといったら境町

のように英語の時間をもう少し取る、またＡＬＴの人数も増やす。今はどうか分かりません

が、総務省とか外務省、文科省、また一般財団法人自治体国際化協会のプロジェクトにある

ＪＥＴプログラムによるＡＬＴさらなる任用ということで補助金、またそこからのご案内と

かがあると思いますので、ぜひ将来の町のために、子供たちのために調べていただければと

いうふうに思います。 

  先日、広報無線で流れておりました企画空港課の町民に向けている取組、本当にすばらし

いというふうに思いました。これは大人だけでなく、子供も希望すれば入れるということで

ありました。教育課に対しての質問でありましたけれども、こういったことも大いにこれか

らまた進めていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

  デジタル採点システムであります。 

  別の業務の形で負担軽減しているということがよく分かりました。令和４年４月から校務
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支援システム、これを導入しているということでありましたけれども、ちなみにデジタル採

点システム、全国で北海道北広島市、また千葉県では流山市、岡山県等が進めておりますの

で、費用対効果、またメリット・デメリットあろうかと思いますけれども、メリットが大き

ければ今後ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 

  課長から紹介ありましたけれども、ほかに負担軽減につながる何か対策というか、事業と

かというのはあるんでしょうか。もしあればご紹介ください。 

○議長（小倉弘業君） 教育課長。 

○教育課長（野村浩光君） ほかに取り組んでおります項目といたしましては、特に学校デジ

タル連絡ツール「スクリレ」を活用して、欠席、遅刻、早退する児童・生徒の把握、保護者

へのお便り配信等を実施しております。 

  教職員の負担軽減につきましては、児童・生徒に向き合う時間を増やすためにも重要であ

ると考えておりますので、今後も取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） ありがとうございます。「すぐーる」というのがあるということ

で、例えば熊本市なんかは学校と保護者の連絡アプリで、「すぐーる」というアプリで負担

軽減しているということで、公立144校で、また幼稚園、小中学校、高校、特別支援学校で

も使われるということでありますので、ご紹介したいというふうに思います。 

  次に、一人暮らしのシニア世帯を支える体制の拡充であります。 

  70代やそれ以上になっても仕事を続けたいという人が増えました。そこで、シニアの就労

や社会活動に加わる方法の相談から実際の活動までをワンストップ、１か所でサポートする

場所を改めて創設し、地域のニーズとシニア世代をマッチングさせる橋渡しの取組を強化し

てはいかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 高齢者の就労の関係につきましては、いわゆるシルバー人材セン

ターによる就業もございますが、シルバー人材センターにつきましては、体力に不安のある

方や例えば免許を返納した方など、就労を希望する方の特性に応じて柔軟に対応できるよう

新規事業や独自事業の開拓など、就労の場の確保についてお願いしていきたいと考えており

ます。 

  また、就職活動に不安があり、すぐにお仕事に就くことが心配な方、また就労意欲が低下
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している方などに個別の就労支援を行う就労準備支援事業というものをリンクサポートとあ

いの手介護サービスが共同体として県の委託を受け行っておりますので、この事業について

も改めて周知のほうをしていきたいと考えております。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 分かりました。ぜひ周知よろしくお願いします。多分、たくさん

相談があるので、知らない方が多いかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、希望宣言の町民への周知でございますけれども、認知症の人の意見を聞く体制も必

要かと考えます。また、認知症の人が社会参画する暮らしやすいまちづくりへの取組として、

希望宣言から本人が自分の力を生かして安心・スムーズに外出を続けるための認知症の人の

希望をかなえるヘルプカードがございますが、利用の推進を図ってはいかがでしょうか。こ

れは自分を証明する、また頼りにできるカードということでありますが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 福祉課長。 

○福祉課長（平山昭彦君） 希望宣言を受けまして、認知症本人が自分の力を生かして安心・

スムーズに外出を続けるためのヘルプカードの利用が広がっているとのことです。国の設置

する認知症介護研究・研修センターのホームページでカードのひな形や周知用のパンフレッ

トなどが用意されておりますので、希望宣言の周知に合わせ、ヘルプカードについても認知

症カフェや認知症の人と家族交流会、また昨年度結成したチームオレンジ、よこぴーの会の

連絡会などの活動の場においてもお知らせしていきたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  希望宣言、課長、ホームページ等でまたご紹介してくれるということでありましたけれど

も、課長も見ていただいたと思いますが、広報、ユーチューブ、この紹介ね、この広報、ユ

ーチューブ見ると、認知症の人が今、昔と違う。本当にこのヘルプカードがあるとこういう

ふうに外に出られるんだ、こうやって自信を持って生活していけるんだということが健常者

の人も理解が進みますし、非常に有効ではないかというふうに思います。私も見て、これは

希望宣言と同時に町民へぜひ周知していただけたら関心のある方から見ていただけるんでは

ないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後に、次から次へと押し寄せる政治課題の荒波を英知と団結でいかに乗り切るか、町民

のもとへどれだけ早く希望と安心を届けられるか、私自身も肝に銘じながら町長の政治手腕

に大いにご期待申し上げますとともに、心から切にお願いし、私の質問を終わります。よろ
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しくお願いいたします。 

○議長（小倉弘業君） 以上で川島富士子議員の一般質問を終わります。 

  ここで休憩します。 

  再開は午前11時10分とします。 

（午前１０時５８分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◇ 山 﨑 義 貞 君 

○議長（小倉弘業君） 一般質問を続けます。 

  山﨑義貞議員。 

〔１０番議員 山﨑義貞君登壇〕 

○１０番（山﨑義貞君） 日本共産党の山﨑義貞です。一般質問を行います。 

  初めに、米問題について発言をさせていただきます。 

  米不足、米高騰問題をつくったのは自民党であり、この失政を認めることについて若干発

言させていただきます。 

  昨年の春から顕在化した2023年産の米不足、コロナ禍での米の需要減から生まれた過剰在

庫は2021年産米価の暴落を招き、農協の概算金は7,000円台にまで落ち込みました。過剰在

庫の買入れも拒否した政府は、2022年、23年の２年間で50万トン以上の減産を米農家に押し

つけた結果、2024年６月末の在庫は３か月分の需要量にも満たない過去最低の153万トンに

まで低下しました。そして、米の逼迫状況をつくり出し、2024年産米の奪い合い、そして価

格高騰という状況を招きました。 

  消費者米価の高騰中の今年３月からの備蓄米放出は、円滑な流通や価格抑制が目的ではあ

りませんでした。全国農業協同組合連合会などに2024年産の播種前契約等の事前契約を結ん

でいた大手卸売業者と大手量販店や大手の中・外食業者、炊飯業者などへの供給量が農協の

買い負けによる集荷量の減で、２年連続で事前契約数量が未達成となる事態となりました。

事前契約の不調は、マーケットインを標榜する需要に応じた生産を押しつける政府としては

何としても穴埋めをしなければならず、各業界からの要請もあって、まだ買入れ段階のもの

であっただろう2024年産の備蓄米を買い戻し、条件つきで買入れ後、すぐに放出するに至っ
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たのです。 

  また、政府米の保管、運送、売買契約を担っていた食糧事務所等、農水省の地方組織を廃

止し、民間に委託したことから、緊急の事態には対応できず、出回りが遅れている実態もあ

りますが、もともとお米屋さんや店頭で消費者が買えるお米の原料としての2024年産米放出

は僅かだったということです。 

  小泉農水大臣は、就任当日に第４回入札公告を取り消し、随意契約での販売への変更も前

代未聞のことでした。参院選挙目当てとも取れる消費者米価の引下げ発言も連日マスコミを

にぎわしています。 

  ６月11日、農水省は新たに2021年度産米10万トン、小中の業者向けに２万トンの放出を決

めました。随意契約が完了すれば古々米、古々々米はなくなります。それでも米価は下がり

ません。値上げした商品は下げようがないからです。お米屋さんへの的外れな批判も予想さ

れ、小泉劇場の新自由主義的米屋潰しの意図も透けて見えてきます。 

  そして、政府が備蓄制度を崩壊させてまで放出を続けるもう一つの目的は、お米の基本指

数の数字のごまかしです。現在の基本指数で、今年６月末の民間在庫は158万トンの見通し

となっています。これまでの180から200万トンくらいから昨年と同水準の100から110万トン

まで縮小する可能性が高く、それは３年連続の米不足が確定してしまうということです。何

としても備蓄米を民間に移動させ、取り繕わなければならないからです。今までの61万トン

の放出、そして12万トンの新たな放出は備蓄機能を崩壊させてしまい、備蓄91万トン水準へ

の復活の見通しは全く立たなくなります。 

  幅を利かせてきているのが輸入米活用論です。石破首相は、生産性を増やせないなら輸入

を増やすのも一つの選択肢としてあり得る、林官房長官は、非常時はＭＡ米を活用と言い出

しています。備蓄制度の崩壊は外国産米への依存度をより高めることになり、国産米の価格

と需要を一層不安定にさせます。今の米危機はこれまでの市場原理一辺倒、自由競争で効率

化の下に進めてきた農政の結果ではないでしょうか。現状を変えるには米の増産がどうして

も必要で、生産者が再生産でき、流通業者も営業でき、消費者も買える適正な価格が求めら

れます。 

  政府は、1970年から、米は過剰だと言って減反政策を進めながら、その一方でＭＡ米、ミ

ニマムアクセス米を輸入してきました。ＴＰＰなど、自由化を進めた自民党・安倍晋三政権

は2013年に日本再興戦略を閣議決定し、生産コスト削減の名で60キロ当たり１万6,000円だ

ったコストを下げ、9,600円にする目標を決めました。2018年度から、米の直接支払いや行
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政による減反は廃止、稲作農家に生産者が自らの経営判断、販売戦略によって需要に応じた

生産販売を求めました。 

  農水省の農業経営統計調査に基づいた資料から、2021、22年の米農家の年収は平均１万円

程度、時給でいうと10円というような状況で、担い手はこの20年間で半減し、70歳以上の農

家が57％となってしまい、離農者は増え続けています。日本農業が崩壊してしまうおそれが

あります。農家は、売値が上がっても肥料や燃油などの経費がかさみ続けています。農家に

とっても地球温暖化、異常気象も深刻な状況になっています。 

  政治が精いっぱい力を尽くすことや、この状況を消費者に理解していただくことも大切に

なります。農業の再建には、価格保証、所得保証で若者が安心して農業に励める土台を整え

る農業政策が必要です。循環型農業や有機農業、そして大規模化農業など、多様な農業形態

がありますが、政府は全ての生産方法に対し支援し、食料確保と自給率を高めるため、米の

増産へ農政のかじを切るときだということを申し上げて、一般質問に移ります。 

  それでは、大綱１点目、農業問題について質問をいたします。 

  新規就農者支援について伺います。 

  新規就農者数は減少傾向にあります。これは農家の後継者である新規自営農業就農者、い

わゆる親元就農者の著しい減少が大きな要因になっていると言われています。一方で、土地

や資金を独自に調達し、新たな農業経営を開始した新規参入者は増加傾向にあります。 

  国は農業従事者の高齢化と農村人口の減少という課題の解決に向け、持続可能な農業の実

現を目指しています。そのため、年２万人の新規就農者、定着する青年農業者を確保する目

標を掲げ、新農業対策に取り組んでいます。持続可能な農業は後継者の確保なくしては実現

できないし、企業の農業進出では地方の農業、農村の維持にはつながりません。新規就農者

を確保する魅力的な取組が求められています。町の新規就農者数についてお答えください。 

  新規就農者は親元就農が多く、農業所得が低い状況の中で農業経営を続けさせたくないと

いう考えも多く、新規就農にためらう状況もあります。新規就農者への相談の取組について

お答えください。 

  次に、農業後継者支援について質問します。 

  新規就農を支援する制度は様々あると思います。就農準備資金、経営開始資金、経営発展

支援などあるかと思いますが、親元就農等の後継者支援策については縛りが多いように感じ

ます。農業後継者への支援についてお答えください。 

  次に、ジャンボタニシ対策の取組と支援について質問します。 
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  スクミリンゴガイ、いわゆるジャンボタニシは南米原産で、日本には1980年代の初めに食

用を目的として台湾などから輸入されました。水田作物に深刻な被害をもたらす特定外来生

物とされており、適切な防除対策が求められます。 

  ジャンボタニシは耐寒性が低く、日本では茨城県より北の地域では生息できません。温暖

化が進む中、生息域の北上も懸念されているところです。ジャンボタニシは水中にあるもの

しか食べず、水中に伸びる植物を食べます。そのため、特に田植後１か月もたたない軟らか

い苗を好んで食べることで欠株が発生し、被害のひどい場合はほとんどの苗がなくなってし

まうこともあります。欠株が増えると当然ながら収量が減ってしまうので、ジャンボタニシ

の食害は稲作農家にとって非常に深刻な問題となっています。 

  ジャンボタニシの駆除対策は、薬剤だけではなく浅水管理などありますが、どのような対

策を推進しているのか、行っている町の取組と支援をお答えください。 

  大綱２点目、環境問題について質問します。 

  初めに、水道水と地下水のＰＦＡＳ検査について質問をします。 

  自然環境の中で分解することがほとんどなく、永遠の環境汚染化学物質とも呼ばれるＰＦ

ＡＳによる保全と、それによる健康被害が懸念されています。 

  ＰＦＡＳとは有機フッ素化合物の総称で、1940年代以降にアメリカで開発され、１万種以

上が存在しています。水や油をはじく、熱や薬品にも強いため便利な素材として使われてき

ましたが、自然環境の中ではほとんど分解することがなく、永遠の化学物質と呼ばれていま

す。フッ素樹脂のフライパンの製造工場や半導体工場で使われてきたものが環境中に放出さ

れたことによる汚染のほか、飛行場の泡消火剤としても使われてきたため、アメリカ軍基地

や航空自衛隊基地などの周辺でも汚染が発生していました。これらが漏れ出し、地下水や河

川を源水とする飲料水を含むことによって、人にがんなどの健康被害を引き起こすのではな

いかということが指摘され、世界的に規制が進められています。 

  大阪のダイキン工業の近くで農作物を作っていた男性は、血液と農作物からＰＦＡＳが高

濃度で検出され、不安を抱えることになり、農作物の生産を諦める選択をしたという報告が

ありました。自分たちの地域でこれから何をすべきなのか、徹底した環境調査と実態の把握、

汚染があればそこからの汚染対策、土壌検査の実施とデータの公開も必要ではないでしょう

か。 

  そこで、私たちが毎日飲んでいる水道水の検査はどのようになっているのか、水道水を利

用していない家の地下水検査はどのように考えるのかをお答えください。 
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  次に、工場、工業団地周辺及び産業廃棄物、その保管場所などから漏れ出す可能性もあり

ます。また、中間処理場があれば、その付近の地下水汚染も心配になります。地下水調査は

行っているのかをお答えください。 

  次に、乾草沼の大賀ハスは見事に美しい花を咲かせていましたが、再生土利用の埋立てや

太陽光発電の設置後、今は全く蓮の花は見られません。因果関係があるのかと疑っています。

水質調査などは行っているのか、蓮枯れについてお答えください。 

  大綱３点、水道事業問題について。 

  前回も統合問題について一般質問をしていますが、確認も含め、県内水道の広域化につい

て質問をいたします。 

  九十九里地域と南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道との統合については、用水供

給事業の経営基盤の強化、災害に強い水道施設の構築を図り、統合に伴う財政措置を活用し

て、料金上昇幅を抑制しながら将来にわたる安定給水を維持していくことを目指すとなって

います。 

  令和８年度から、千葉県企業局は水道事業の開始を予定していますが、今後県企業局と末

端給水事業体との関係がどのようになるのかが心配されるものです。現在の末端水道事業体

に対する財政措置は、統合すれば財政措置の在り方が変わってきます。統合後10年間の末端

水道事業体への財政措置の割合は変わらないことになっていますが、統合後11年目以降の財

政措置に関して心配をするものです。千葉県企業局と末端水道事業体との関係の答弁をいた

だき、大綱３点、最初の質問とさせていただきます。 

〔１０番議員 山﨑義貞君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

  産業課長。 

〔産業課長 小川健二君登壇〕 

○産業課長（小川健二君） 山﨑義貞議員ご質問の大綱１点目、農業問題についてお答えいた

します。 

  初めに、新規就農者支援についての新規就農者数についてでありますが、令和２年から令

和６年度までの５年で新規に就農された方は19名です。内訳といたしまして、新規に参入し

た方が３名、雇用により就農された方が１名、親元で就農された方が15名です。 

  次に、新規就農者相談の取り組みについてでありますが、新規就農を希望する方等が農業

を始めたい旨、相談があった場合、就農には農業技術の習得、農地の確保、農業機械の調達
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など多くの問題があり、これらの相談に千葉県山武農業事務所や農業団体と協力しながら対

応しております。 

  次に、農業後継者支援についてでありますが、町として行っている支援は、国や県の補助

事業申請書類等の作成支援や相談を行っております。 

  農業担い手の問題は喫緊の課題であります。新規就農者の確保とともに、千葉県山武農業

事務所や農業団体と協力しながら、農業従事者に対して支援を調査研究してまいります。 

  次に、ジャンボタニシ対策の取り組みと支援についてでありますが、千葉県では、発生が

拡大していることから、地域が一体となって行う緊急かつ総合的な防除対策の推進を図るた

め、対策経費等を助成するジャンボタニシ防除対策事業を実施しています。この事業は、地

域が一体となり、地域自らが侵入防止や食害防止対策など、総合的な防除対策について検討、

実践、効果を確認する取組が必要となる助成制度で、今年度、当町では２団体が当該事業を

活用して防除対策に取り組んでいます。 

  また、町では、国の米政策である水田活用の直接支払交付金を申請し、米の生産目安を達

成している農業者に対して、水稲病害虫であるいもち、カメムシ類等のほか、ジャンボタニ

シの被害を最小限に防除するために必要な薬剤購入費用の軽減を図ることを目的とした水稲

病害虫等防除事業補助金を助成しています。 

  ジャンボタニシの防除対策は、地域が一体となって侵入防止策や食害防止策など、総合的

な対策を取り組むことが重要であると考えられます。今後も千葉県と協力し、地域に対する

効果的な防除対策や県事業のジャンボタニシ防除対策事業の活用について周知していくとと

もに、町の現行制度を引き続き実施しながらジャンボタニシ防除対策に取り組んでまいりま

す。 

〔産業課長 小川健二君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

〔環境防災課長 平野和美君登壇〕 

○環境防災課長（平野和美君） 山﨑義貞議員ご質問の大綱２点目、環境問題についてと、大

綱３点目、水道事業問題についてにお答えします。 

  初めに、水道水と地下水のＰＦＡＳ検査についてにお答えします。 

  ＰＦＡＳとは有機フッ素化合物の総称であり、約１万種類以上の物質があるとされており

ます。代表的な有機フッ素化合物として、ＰＦＯＳとＰＦＯＡがあります。ＰＦＯＳとＰＦ

ＯＡは耐熱性・耐薬品性に優れているため、自動車・泡消火器・食品包装紙・フローリン



－159－ 

グ・調理器具のコーティング剤等に使われていました。しかしながら、蓄積性があり、発が

ん性や子供の成長への影響など有害性が指摘されたことから、国際的な規制が進み、現在は

日本を含む多くの国で製造・輸入が禁止されております。 

  このように現在では使用されていない物質ですが、分解されにくい性質であることから、

これらを扱っていた施設からの排水が河川や地下水に流出することにより、汚染が拡大する

ことが問題となっております。また、汚染地域では飲料水が主な接種源となっております。 

  水道水に関するＰＦＡＳ検査については、水道用水供給事業体である九十九里地域水道企

業団が水道原水である栗山川及び浄水場の水質検査を定期的に行っております。検査の結果、

直近の令和６年度は１リットル当たり６ナノグラムであり、ＷＨＯ世界保健機関が定める暫

定基準値100ナノグラム、また政府が定める暫定基準値の50ナノグラムを大きく下回ってお

ります。なお、検査結果については九十九里地域水道企業団のホームページで公表されてお

ります。 

  次に、工場及び産業廃棄物中間処理場付近の地下水調査についてにお答えします。 

  工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下浸透を規制し、水質の汚濁

及び健康被害の防止を目的として、水質汚濁防止法が定められております。 

  また、町では、生活環境の保全に関し、町・事業者及び町民の責務を明らかにし、公害の

防止と町民の健康を保護するため、公害防止条例を定めております。公害防止条例では、有

害物質としてカドミウムや塩素、鉛など６種類の物質が規制の対象となっております。 

  現在、町では、公害防止条例により規制されている有害物質を発生させるまたは、保管し

ている工場や企業はありません。そのため、現在町が主体となって地下水等の調査を行って

いるものはありません。今後、水質汚濁防止法及び公害防止条例にて規制される企業や工場

が進出した場合には、適切に対応したいと考えております。 

  次に、乾草沼の大賀ハス枯れと太陽光発電所建設の因果関係はについてお答えします。 

  現在、乾草沼周辺には大小複数の太陽光発電施設が設置されています。農免道路東側に設

置した、太陽光発電施設を建設するために搬入された土砂の影響を確認するため、設置当初

の令和２年度から水質調査を実施しています。調査箇所は、農免道路に面した乾草沼西側、

上流部、当該太陽光発電施設直近及び乾草沼最東端、下流部の合計３か所を行っております。 

  議員ご指摘のように、以前は乾草沼西側の開けた大きな池には大賀ハスが花を咲かせてお

りました。近年では見られなくなりましたが、過去５年間に渡る水質検査の結果では、搬入

された土砂が水質に悪影響を及ぼしている明確な結果は確認されておりません。 
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  次に、大綱３点目、水道事業問題についての九十九里、南房総地域の水道水供給事業の統

合事業と末端給水事業体との関係はについてお答えいたします。 

  九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と県営水道の統合に関しては、千葉県知

事を会長として、千葉県企業局、九十九里地域水道企業団、南房総広域水道企業団、関係19

市町村で構成される統合協議会が設置され、統合に関する協議を行ってまいりました。 

  この協議結果を踏まえ、令和７年１月17日付で九十九里地域・南房総地域の水道用水供給

事業体と県営水道の統合に関する基本協定書が締結され、これにより令和８年４月１日に九

十九里地域水道企業団と南房総広域水道企業団が県営水道と統合し、新たな組織となること

が決定いたしました。 

  今後は、統合された水道用水供給事業体から、山武広域水道企業団や八匝水道企業団等の

末端給水事業体へ水道用水が供給されることとなります。また、この統合後も、今までどお

り末端給水事業体により、各家庭に水道水が給水されることとなります。 

  なお、用水供給事業を担う千葉県企業局と末端給水事業体及び構成市町村は、統合に関す

る基本協定により、経営状況や施設整備の取組状況等の情報共有を図る会議体を設置するこ

ととなっており、生活に直結する水道水の安定供給に努めることとなっております。 

〔環境防災課長 平野和美君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 再質問をさせていただきます。 

  農業問題について。 

  人数に関しては、全部で19名、親元が15人、新規就農が３人、雇用が１人ということで報

告がありました。 

  新規就農者の取組ですが、親元じゃなくて新規就農者というのはいろいろ補助をもらった

りして始めるけれども、補助のもらったお金が尽きちゃうと、もう結局継続できなくてやめ

ちゃうというようなこともあったりもするわけなんですが、そういうような新規就農したけ

れども挫折しちゃったという方はこの３人の中ではないんでしょうか、あるんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  ただいま報告させていただいた新規就農者３名につきましては、現在も営農してございま

す。 

  以上です。 
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○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。壇上でも言いましたが、やっぱり農業人口が大きく

減っているという中で、新規就農者をどうやって増やすかというのが一番大事になってくる

かと思います。町がどれだけ頑張っても、結局国の農政のかじ一つでこれが決まっちゃうと

いうところはあるんですが、それでもやはり農業後継者を確保していかないと農村、この町

がなくなってしまう、廃ってしまうというようなことになりますので、いかに県や国の支援

を有効に活用してもらうかというのが大事になってくるのかなというふうに思うんですね。 

  そういう中で、新規就農者の相談、親元就農の相談に関して、どれくらいの相談があって

どのような対応をされているのか、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  先ほど答弁で、令和２年から６年度までの５年間就農した方19名とお答えいたしましたが、

こちらの19名の方、この５年間に相談があった方全員が就農されている状況でございます。 

  相談者の多くはご自身でも就農について十分に検討された上で相談に来られておりまして、

相談の内容につきましても、就農に当たり何か補助や支援はないかと、そういった相談が多

いような状況でございます。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 課長、そうしますと、これ19人全員、親元就農15人ということにな

っていますけれども、５年間なので、単純計算すると毎年３人ずつということになってきま

す。ぜひ有利な支援を受けられるようにしていただきたいというふうに思ってはいるんです

が、結構ハードルが高くて、いや受けるのやめるわって言ってやめちゃっている人もね、棄

権しちゃっている人もいるかと思うんです。親元が19人なんだけれども、相談者、実際問題、

産業課の窓口に来た人というのは何人くらいあるのか分かりますか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  ５年間で相談にあった方19名で、こちらには電話の相談は含まれていないんですけれども、

窓口に来た方が19名で全員が就農されている状況です。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 
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○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。成績いいですねというふうに、ちょっとそれを思う

と窓口の対応がいい、合格点をつけてあげる必要があるのかなと思います。ありがとうござ

います。じゃ、ぜひ相談に関しては、これからもより新規就農者がいい条件で受けられるよ

うな、そういうような努力を引き続きお願いしたいというふうに思います。 

  次に、ジャンボタニシ対策の取組についてなんですが、課長が言われたように、地域で防

除事業というようなことで県のこの防除事業を受けているかと思います。２団体が利用して

いるということですが、いわゆる薬剤の町独自の防除事業もある。しかし、それに関しては

生産調整ですかね、それが必要になってくるので、そこをしていないと受けられないという

ような、そういう縛りがあるんですよね。県のほうの地域の営農集団はじめ集落営農とか、

そういうところで利用されているかと思うんですが、これもっともっと利用できるように進

めるということはできないんでしょうかね。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  県の事業につきましては、要件として10ヘクタール以上の防除対策推進圃場を設置する必

要がありまして、また化学農薬の使用に頼らない防除策の検討等、少し条件が厳しいもので

ありまして、利用したいというご相談があれば利用できるように支援はしていきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 厳しいということですが、県のほうも原則10ヘクタールというよう

なことにたしかなっていたかなと思うんですね。だから、10ヘクタール以上なければという

ようなこともないのかなと思うし、それからやはり農薬を使わないで防除できればよりいい

し、地域でこれは防除する必要がある、まとまって取り組んでいく必要があるというふうに

思うんですが、ここのところというのはそれこそ営農組合とか集落営農とかないところであ

っても、多面的機能支払交付金の中での環境保全会なども各地域で結成されていると思うん

ですね。取り組まれていると思うので、そういうところでも、ひどいところはぜひこれ利用

してできるような、担当課としてどうだという形でも進めていく、そういう情報提供という

のは必要だと思うし、それができるように支援してほしいと思うんですが、そこのところは

いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 産業課長。 



－163－ 

○産業課長（小川健二君） お答えいたします。 

  この事業につきましては、まとまった農地で実施する必要があることから、営農集団と保

全会に対しまして毎年要望調査を行った上で相談受けておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。要望調査をした上でということですね。分かりまし

た。 

  じゃ、先ほど生産調整っていいますかね、殺虫剤というか防除事業ですよね。これに関し

ては、やはり生産調整に協力していないというようなことになっているんですが、ここのと

ころは今の米がないという中で生産調整する必要があるのかというふうに思うんですね。生

産調整するんじゃなくて、どんどん米を作れというのがスタンスとして必要になってくるの

かなと私は思うんです。なので、ここのところは生産調整関係なく、このジャンボタニシに

も使える防除事業を拡大していってほしいと、どれくらいのことができるのか、ちょっと検

討してほしいと思うんですが、町長、いかがですかね。 

○議長（小倉弘業君） 町長。 

○町長（佐藤晴彦君） 生産調整の施策の部分と、その部分とは切り離したらどうだという話

ですよね、言っていることはね。 

〔「そうです」と言う人あり〕 

○町長（佐藤晴彦君） 今、国のやっている生産調整の方法が本当にいいか悪いかについては

ここであえて申し上げませんけれども、現実問題として持続可能な本当に水稲農業を守って

いくというのは、この横芝光町の中でも極めて重要な案件であることは言うまでもございま

せん。その辺の部分をしっかりと捉えながら考えていきたいと考えておりますので、ひとつ

よろしくご理解を賜りたいと存じます。 

  以上でございます。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） さっき壇上からも言いましたが、生産者米価も上がっているという

ので、若干は農家の手取りも増えて助かってきてはいるというのが現状だと思いますが、や

はりもっともっと農家に対する支援というものが必要になってくるということがあると思い

ますので、そこのところもぜひ産業課の皆さんには認識をしていただいて、支援のほうを充

実したものにしていってほしいなというふうに思います。要望しておきます。 
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  次に、環境問題の水道水のＰＦＡＳのことですが、九水さんのほうで定期的に水質調査を

している、令和６年度が0.6ナノグラムだったということでした。低い数字であってほっと

はしているんですが、定期的ということは、これどれくらいの、回数は何回ぐらい年間して

いるんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） お答えします。 

  ＰＦＡＳにつきましては、近年問題になったことから、九十九里水道企業団ではまず昨年

１回検査をさせていただいております。引き続き、今年度以降も定期的な検査をするという

ことで聞いております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。ＰＦＡＳ、どこでも検査できるというところじゃな

いので、検査場のほうもそれなりの検査機械がないと検査できないので、分かりました。そ

れで、昨年度１回と、今年度も引き続きやっていくということの中です。分かりました。 

  地下水のことに関してになりますが、先ほど公害防止条例の中で工場やそういう企業がな

いということでしたが、町の中でも産業廃棄物的なものを取り扱っている業者があるかと思

うんですね、中間業者じゃなくて。そういう産業廃棄物を扱っている業者がフレコンバッグ

みたいなところで保管しておくと、そこから漏れ出すということもよそでは結構そういうの

が問題になって、そこから漏れ出したって、それから河川に流れ出したということがありま

すが、そのようなところの地下水の検査というのは行うとかという、そういう計画とか考え

はあるのかどうなのか、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 山﨑義貞議員の質問にお答えします。 

  廃棄物というか、中間処理施設につきましては、適切な管理をされていて許可を受けて行

っている施設が基本的に町内にはありますが、そのほかに有価物として物を運び入れて、そ

れを解体して、また販売するだとか加工するということになりますと、産業廃棄物の処理と

いうものではなくて、そういった有価物、物を保管しているということで、ヤードというよ

うな位置づけになりますので、その辺の区分の違いが施設によってあります。 

  また、当然近隣に悪影響を及ぼすようなものが、懸念されるようなものが確認されればそ

ういった対応を取るということはあるんですが、現状大きなそういった危険性があるだとか、
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そういったものを確認しておりませんので、個別に火災の危険性があるだとか保管状況があ

まり適切ではないというようなものについては、適宜指導はさせていただいている状況です。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。今のヤードの扱いということで、そのような有害な

ものが保管されていないという、そういうものが確認されればということだったので、ぜひ

そのような危険なものというふうに確認された場合には素早い対応をお願いしたいというふ

うに思います。 

  それから、乾草沼の大賀ハスについても報告いただきました。分かりました。太陽光との

関係はないし、水質の調査も問題ないということなので安心いたしました。 

  最後に、水道事業の問題なんですが、先ほど課長言われました、前回も全協での報告もあ

ったり、それから私の一般質問もしてはいるんですが、私はやはり県の企業局に今度供給事

業が移されるというふうになったときに、町や末端の事業団に関しては県の企業局に何も言

う権利、権限がなくなってくるかと思うんですね。そうなったときに、どのように、課長、

協議体があってということで会議で意見は伝えることができるということであったんですが、

あくまでも意見ということになるので決定権は何もなくなってくるわけですよね、こちらは

ね。その意見はどのように反映されていくのかというのがちょっと心配になったもので、ち

ょっとそこのところを説明していただければと思います。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 用水供給事業体が県の企業局に統合されて、その組織の一部

となります。ですので、県の組織ですので、直接的に拘束力のあるような、そういうような

ことというのは、町としてなかなかそういう形で意見を言うというのはできないのかなとい

うところはございます。ただ、統合の基本協定書の中で、情報を共有していくという形で会

議体をつくるということに明記されておりますので、そういう中で当然水道水を利用してい

る自治体、構成市町村になりますので、そちらについては住民の声をきちんと県のほうにも

お伝えして、安全な水道を安定的に供給できるような働きかけをしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） はい、分かりました。 

  財政措置についてちょっとお聞きしたいんですが、この県が各統合に当たって示されてい
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る財政措置なんですが、この７条なんですね。７条では、千葉県は末端給水事業者に対して

市町村水道総合対策事業補助金の年度平均相当額を振り替え、毎年度新用水供給事業に対し

て繰出金として支出をすると。そして、（２）で、関係市町村は毎年度新用水供給事業に対

して追加負担金を支出することとする。（３）で、千葉県は毎年度新用水供給事業に対して

関係市町村の追加負担金と同額の繰出金を支出とあるので、末端水道事業への県からの補助

割合、末端と県との負担割合ですかね、補助割合。負担割合というのは変わらないというこ

とですよね、合併してからの財政措置は。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 現在、市町村と県のほうから末端水道企業体に補助金を交付

する制度がございます。こちらが水道総合対策事業補助金というものになりますが、今回の

統合によりまして、各水道企業団へ交付をしておりました５年間の平均を参考にしまして、

県のほうで企業局へ振替をする額を決めております。そちらが約20億になります。 

  内訳としましては、県が末端水道企業体に約17億を毎年繰り出しておりまして、補助をし

ておりまして、構成市町が今回追加負担金で県のほうへ負担をするというものが2.9億円求

められておりますので、それを合わせて県も同じように20億を企業局のほうへ繰り出すとい

うことになります。 

  構成市町につきましては、今までどおり末端水道企業体へ補助金を支出することになりま

すので、実質的には末端水道企業体のほうへの財政的な負担というのは変わらないというよ

うなことになります。ただ、水をつくる用水事業のほうへ直接県の予算が振り替えられます

ので、その辺については水道水の抑制された額を、末端に水を売る単価を抑制して、その分

で反映させるというような仕組みになっております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） ちょっと最後になっちゃうかと思うんですが、この第８条で、今課

長言われたように、追加の負担金に関して、この負担金を追加ということはこの追加分、今

度県の補助、今まで半分の補助があったと思うんですが、これに関しては同じく県からの補

助というのがあるということで考えてよろしいんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 環境防災課長。 

○環境防災課長（平野和美君） 町のほうの追加負担金につきましては、今までの補助金とは

別に今回の統合により発生するものですので、純粋に追加になるものと思われます。 
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  県のほうの予算につきましては、企業局へその分の、市町村が追加で負担する分も含めて

今までの水道総合対策事業補助金の額、相当額を合わせて20億になりますので、その分を県

の一般会計から企業局のほうへ繰り入れるという形になります。 

○議長（小倉弘業君） 山﨑義貞議員。 

○１０番（山﨑義貞君） 分かりました。統合というのは南房総の人たちにはどうしても必要

なことになってくるのかなと思いますので、ぜひ末端の住民の負担が増えないような形でよ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（小倉弘業君） 以上で山﨑義貞議員の一般質問を終わります。 

  これで一般質問を終了します。 

  ここで休憩します。 

  再開は午後１時とします。 

（午後 ０時０９分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ０時５８分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第１０号及び議案第１１号の上程、説明 

○議長（小倉弘業君） 日程第２、議案第10号及び議案第11号について、町長より提案理由の

説明を求めます。 

  町長。 

〔町長 佐藤晴彦君登壇〕 

○町長（佐藤晴彦君） 本日、追加議案を提出させていただきましたので、提案理由をご説明

申し上げます。 

  お手元の資料、令和７年６月横芝光町議会定例会追加提案理由説明書をご覧ください。 

  議案第10号 横芝小学校改築外構工事請負契約の締結についてでありますが、本案は横芝

小学校改築外構工事請負契約の予定価格が条例で定める基準に該当するため、地方自治法第

96条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるべく提案したものでございます。 

  議案第11号 横芝小学校隣接駐車場整備工事請負契約の締結についてでありますが、本案

は横芝小学校隣接駐車場整備工事請負契約の予定価格が条例で定める基準に該当するため、
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地方自治法第96条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるべく提案したものでござ

います。 

  以上、このたび提出いたしました案件について、その概要をご説明申し上げましたが、詳

細につきましては担当課長から説明を加えさせますので、ご審議いただき、可決、承認賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

〔町長 佐藤晴彦君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 次に、担当課長の説明を求めます。 

  議案第10号及び議案第11号について、教育課長。 

〔教育課長 野村浩光君登壇〕 

○教育課長（野村浩光君） それでは、議案第10号及び議案第11号につきまして補足説明をさ

せていただきます。 

  初めに、議案第10号 横芝小学校改築外構工事請負契約の締結について、資料につきまし

てはピンク色の表紙、追加議案つづり１ページをお願いいたします。 

  契約の目的は横芝小学校改築外構工事、契約の方法は一般競争入札で、入札参加資格に一

定の要件を付した制限付一般競争入札を去る５月28日、予定価格及び最低制限価格を事前公

表した上で電子入札により執行し、２者からの応札がございました。 

  この結果、株式会社畔蒜工務店が、税抜きの予定価格３億5,500万円に対しまして入札金

額３億4,790万円で落札候補者となり、６月５日開催の横芝光町建設工事等入札参加業者選

定審査委員会におきまして資格審査を行い、落札者に決定したことから、入札金額に消費税

を加えた３億8,269万円を契約金額とし、契約の相手方を千葉県山武郡横芝光町木戸10110番

地、株式会社畔蒜工務店代表取締役、畔蒜義文として請負契約を締結することについて、地

方自治法第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  工事の要旨でございますが、工事の場所は校庭の南側半面と新校舎西側部分で、工事期間

は議決の日の翌日から令和８年３月13日までとなります。 

  工事種別は４項目で、１項目めは屋外倉庫、外構整備、校庭整備を主体といたしました建

築工事、２項目めは体育館及びプールを主体といたしました解体工事、３項目めは本建築工

事に付随する電気設備工事、４項目めは本建築工事に付随する機械設備工事となります。 

  以上、議案第10号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可決、ご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、議案第11号 横芝小学校隣接駐車場整備工事請負契約の締結について補足説
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明をさせていただきます。 

  資料につきましては、ピンク色の表紙、追加議案つづり３ページをお願いいたします。 

  契約の目的は横芝小学校隣接駐車場整備工事、契約の方法は一般競争入札で、入札参加資

格に一定の要件を付した制限付一般競争入札を去る５月28日、予定価格及び最低制限価格を

事前公表した上で電子入札により執行し、２者からの応札がございました。 

  この結果、古谷建設株式会社が税抜きの予定価格１億4,220万円に対しまして入札金額１

億4,000万円で落札候補者となり、６月５日開催の横芝光町建設工事等入札参加業者選定審

査委員会におきまして資格審査を行い、落札者に決定したことから、入札金額に消費税を加

えた１億5,400万円を契約金額とし、契約の相手方を千葉県山武郡横芝光町栗山3195番地１、

古谷建設株式会社代表取締役、古谷秀一として請負契約を締結することについて、地方自治

法第96条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  工事の要旨でございますが、工事の場所は新校舎及び校庭の東側隣接地で、区画する駐車

台数はスクールバス４台分の駐車区画を含む210台分、工事期間は議決の日の翌日から令和

８年３月13日までとなります。 

  工事種別は２項目で、１項目めは場内の盛土、アスファルト舗装のほか、雨水貯留槽、雨

水ます、Ｕ字型側溝の敷設を主体とした駐車場整備、２項目めは駐車場整備に付随する街路

灯照明設備等の設置に係る電気設備工事となります。 

  以上、議案第11号の補足説明とさせていただきます。慎重審議の上、可決、ご承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

〔教育課長 野村浩光君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 以上で提案理由説明を終わります。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第１号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） これより議案審議を行います。 

  日程第３、議案第１号 横芝光町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 
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○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第１号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第２号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第４、議案第２号 九十九里地域水道企業団規約の変更に関する

協議についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第２号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第３号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第５、議案第３号 九十九里地域水道企業団の解散についてを議

題とします。 

  これより質疑に入ります。 
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  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第３号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第４号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第６、議案第４号 九十九里地域水道企業団の解散に伴う財産処

分についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第４号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第５号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第７、議案第５号 町道路線の変更についてを議題とします。 
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  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第５号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第６号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第８、議案第６号 令和７年度横芝光町一般会計補正予算（第１

号）についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 補正予算書の９ページ、帯状疱疹ワクチンでありますけれども、

ホームページを見ると、町民の方から若干意見がございました。少し分かりづらい。それで、

よそのところも少し調べたわけでありますけれども、定期接種になった紹介と昨年７月から

始まったやつが、町のホームページですと定期接種の助成のところが確認中、１回当たり確

認中ってなったままでありますけれども、そこのところはいかがなんでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 確認中ということでございますけれども、定期接種につ

きましては、法律上の令和７年４月１日に施行されることになりまして、定期接種した公費

負担につきましては今回の補正予算に計上させていただきましたので、この補正予算、議決

をいただきましたら、ホームページのほうも助成額を載せていきたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 
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○１４番（川島富士子君） すみません、確認なんですが、私自身がよく飲み込んでいなくて、

昨年７月から生ワクチンですと１回の接種で１回の助成が4,000円だったと思います。不活

化ですと２回のワクチン接種で１回につき１万円の助成。ですから、２回で２万円というこ

とになろうかと思いますけれども、ここのところが国の定期接種ですと65歳から始まって５

歳刻みですよね。町の助成は先進的にスタートしていただいて50歳以上ということで、年齢

制限は50歳以上の任意というか希望者だと思うんですけれども、生ワクにするか不活化にす

るかもご自身の判断で選ぶ形になろうかと思いますけれども、国の定期接種が始まると、こ

の年齢以外の人は受けられないというふうに思っていた方が実はいらっしゃるんです。 

  ここのところの分かりづらさって、昨年からスタートしたところの自治体見てみますと、

県内の中でも、ですから助成の高いほうの紹介しかしていない自治体もありました。ここの

ところがちょっと分かりづらいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 実際の定期接種の補助率といいますか、任意接種と同じ

く生ワクチン4,000円、不活化ワクチン２回分で２万円ということで、今回の９ページの補

正予算書の中の個別接種委託料、こちらの積算に同一で積算をしております。 

○議長（小倉弘業君） 川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） そうしますと、今後この定例会終わった後に、ホームページにき

ちんと確認中が変更されてきちんと載るということで、それが昨年から始まった町の任意接

種とイコールになるからそんなに間違いがなくなるというふうに捉えていいですかね。 

  あと、昨年から始まったところで、既に今年の４月から、例えば県内ですと長南町では現

物給付になっているんです。うちの町は一旦立て替えて、後から口座に振り込まれるという、

そういう形であろうかと思いますけれども、現物給付にしていくご検討の余地というのはな

いんでしょうか。最後にそれを聞きます。 

○議長（小倉弘業君） 健康こども課長。 

○健康こども課長（佐久間真一君） 現物給付ということで、これ任意接種についてのお話で

よろしいでしょうか。定期接種につきましては現物給付で実施をいたします。任意接種にな

りますと、こちら山武郡管内でも芝山町と当町のみの２町でありまして、医師会との調整を

考えた中で、山武郡管内でも全ての市町がこの任意の助成制度を導入するなど、そういった

状況であれば医師会と提案をしながら進めていきたいと思います。 

○議長（小倉弘業君） ほかに質問ありませんか。 
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〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第６号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立多数。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第７号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第９、議案第７号 令和７年度横芝光町病院事業会計補正予算

（第１号）についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

  内田美穂議員。 

○２番（内田美穂君） この事業、すごく注目していて応援している事業ですので、応援の意

味を含めて質問したいと思います。 

  恐らくこれボランティアで有志でやられている事業かと思うんですけれども、補助金つい

たことですごくいいなというふうに思っているんですが、このような事業を周知するのにど

ういったことをしているのかというのと、あとこれ多分医療と福祉が連携できたり、医療と

子育て分野が連携できたりするような事業だと思うんですけれども、他分野の連携という形

で、今現状どのぐらい連携できているのかなというところをお聞きしたいです。 

○議長（小倉弘業君） 東陽病院事務長。 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） ありがとうございます。内田議員のご質問にお答えします。 

  今、周知ということでありましたが、今東陽病院の外来ロビーにおきまして暮らしの相談

室というスペースをつくってありまして、そちらのほうにコミュニティナースの活動内容と

か今月の行事とかを載せてあります。コミュニティナースの関係は介護とか福祉のほうの連

携も必要ですから、この中心となっております常勤医師の内科医師であります長谷部圭亮先
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生のほうが、社会福祉協議会も含めて福祉課、健康こども課とも連携を取って事業を拡大し

ていくような形を取っております。 

  中でも、毎週木曜日、午前10時から１時間ほどの患者、家族の相談を行っていますが、町

福祉課主催の元気☆はつらつ運動教室へも参加しておりまして、また健康こども課主催の栗

山川ウオーキング隊へも参加しております。現在の状況はこのような状況です。 

  今年度もいろいろこの補助事業をしまして、今やっている事業に加えまして、いろんな季

節のイベントとかも企画しておりまして、こちらのほうは町広報紙等に掲載して周知をして

いく予定にはなっております。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） ほかにご質問等ございませんか。 

  川島富士子議員。 

○１４番（川島富士子君） 私も大賛成なんですけれども、この予算説明書の中のデザイン委

託費30万、デザインアート依頼ということで、コミュニティールームというのがもう一度ど

こにあるか、分かる範囲で、あとどのようなアートになるというのがもし分かっていれば教

えてください。 

○議長（小倉弘業君） 東陽病院事務長。 

○東陽病院事務長（吉田 潔君） 川島富士子議員のご質問にお答えします。 

  ただいまコミュニティールームというものはございませんので、先ほど言いました外来の

ロビーにあります血圧計の脇にちょっとしたスペースがあって、そこを暮らしの相談室とし

ておりますが、東陽病院１階先、リハビリテーション科へ向かう途中に患者様休憩室という

ところがあります。そちらのほうを使いまして、今回アートディレクターとしまして、こち

らバルサミコヤスさんという方ですね、アートデザイナーで山武市の観光大使も行っており

ます。この方はさんむ医療センターの壁面にも絵画、アートを描きまして有名になっている

方でありまして、そちらの壁面のほうにデザインを描いてもらったりして、そちらのほうを

これから患者様休憩室として使用していくことで今話を進めているところであります。 

  以上です。 

○議長（小倉弘業君） ほかにご質問等ございませんか。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご
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異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第７号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第８号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第10、議案第８号 横芝光町教育委員会教育長の任命についてを

議題とします。 

  本案は人事案件につき、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第８号について採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立多数。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ここで、小川重之氏の入場を求めます。 

〔新教育長 小川重之君入場〕 

○議長（小倉弘業君） ただいま、教育長の任命が同意されました小川重之氏に挨拶をお願い

します。 

○新教育長（小川重之君） このたび議会の同意をいただき、教育長を拝命することとなりま

した小川重之と申します。甚だ微力ではございますが、教育行政の推進、そして横芝光町の

児童・生徒の健やかな成長を目指して尽力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○議長（小倉弘業君） ありがとうございました。 

  これで小川重之氏は退場いたします。 

〔新教育長 小川重之君退場〕 
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第９号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第11、議案第９号 横芝光町教育委員会委員の任命についてを議

題とします。 

  本案は人事案件につき、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第９号について採決します。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第１０号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 日程第12、議案第10号 横芝小学校改築外構工事請負契約の締結につ

いてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第10号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議案第１１号審議（質疑・討論・採決） 
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○議長（小倉弘業君） 日程第13、議案第11号 横芝小学校隣接駐車場整備工事請負契約の締

結についてを議題とします。 

  これより質疑に入ります。 

  順次発言を許します。 

〔「原案賛成」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） これにて質疑を終結します。 

  原案賛成の声がありますので、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより議案第11号について採決します。 

  本案は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎議員派遣の件 

○議長（小倉弘業君） 日程第14、議員派遣の件を議題とします。 

  会議規則第128条の規定により、お手元に配付の印刷物のとおり議員派遣したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、そのように決定しました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎請願・陳情の件 

○議長（小倉弘業君） 日程第15、請願及び陳情の件を議題とします。 

  常任委員会の審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

  初めに、民生文教常任委員会委員長。 

〔民生文教常任委員会委員長 川島 仁君登壇〕 

○民生文教常任委員会委員長（川島 仁君） それでは、民生文教常任委員会のご報告をさせ

ていただきます。 
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  今期定例会において、民生文教常任委員会に付託された請願２件及び陳情１件の審査経過

と結果についてご報告申し上げます。 

  本委員会は、６月３日、午後２時42分から、委員７名出席の下、付託案件の審査を行いま

した。 

  審査の結果については、お手元に配付の報告書のとおり決定いたしました。 

  審査の過程で各委員から意見があり、その主なものを要約して申し上げます。 

  初めに、請願第１号 「国における2026年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する

請願書についてでありますが、「物価高が続いており、保護者の教育費負担軽減のためにも

国でしっかりと予算確保をしていただきたい」という意見や、「相談体制や多様な学びの場

の充実はすごく重要なので、教育予算をぜひ拡充していただきたい」との意見があり、採決

の結果、請願第１号は採択と決定しました。 

  次に、請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願

書についてでありますが、「地方での格差が生まれてはいけないと思うので、国でしっかり

と均等になるよう補助していただきたい」や、「義務教育の基盤の維持、確保は、国の責務

だと思っておりますので、賛成する」との意見があり、採決の結果、請願第２号は採択と決

定しました。 

  次に、陳情第１号 加齢性難聴者への補聴器購入のための公的助成を求める陳情書につい

てでありますが、「高齢者のコミュニティを助ける意味でも、役に立つ支援をすべきだと思

う」や、「まずはこの仕組みをつくることにしていただけたらと思うので、賛成する」との

意見があり、採決の結果、陳情第１号は採択と決定しました。 

  本会議において、ご了承賜りますようお願い申し上げまして、審査結果の報告といたしま

す。 

〔民生文教常任委員会委員長 川島 仁君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 次に、総務経済常任委員会委員長。 

〔総務経済常任委員会委員長 川島富士子君登壇〕 

○総務経済常任委員会委員長（川島富士子君） 総務経済常任委員会のご報告をさせていただ

きます。 

  本委員会は、６月３日、午後２時43分から及び６月10日、午後５時から、委員８名全員出

席の下、３月議会定例会において総務経済常任委員会に付託され、継続審査となっていまし

た陳情１件の審査を行いました。 
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  陳情第１号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情書に

ついてでありますが、「町総務課及び財政課の対応書により、職員が心理的圧力を感じてい

ないこと、それと庁舎管理規則を適正に運用していますという結論をもって、町議会として

動く必要がないと判断します。なお、今後このような事例があったときには、町議会として

チェック機能を働かせ、町にアンケート調査をお願いし、もし議会人としてそういう行為が

あったのであれば、その方に襟を正していただくお願いをすることで、今後も心配のない対

応ができることから不採択」という意見があり、採決の結果、陳情第１号は不採択と決定し

ました。 

  本会議において、ご了承を賜りますようお願い申し上げまして、審査の報告といたします。 

〔総務経済常任委員会委員長 川島富士子君降壇〕 

○議長（小倉弘業君） 以上で委員長の報告を終わります。 

  ここでお諮りします。 

  ただいま民生文教常任委員会委員長及び総務経済常任委員会委員長から報告のありました

請願２件及び陳情２件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより請願第１号及び請願第２号、陳情第

１号及び継続審査陳情第１号について採決します。 

  採決は分割して行います。 

  初めに、請願第１号 「国における2026年度教育予算拡充に関する意見書」採択に関する

請願書について採決します。 

  この請願に対する委員長の報告は採択とするものです。 

  この請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、請願第１号は採択することに決定しました。 

  次に、請願第２号 「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に関する請願

書について採決します。 

  この請願に対する委員長の報告は採択とするものです。 

  この請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。 



－181－ 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、請願第２号は採択することに決定しました。 

  次に、陳情第１号 加齢性難聴者への補聴器購入のための公的助成を求める陳情書につい

て採決します。 

  この陳情に対する委員長の報告は採択とするものです。 

  この陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、陳情第１号は採択することに決定しました。 

  次に、継続審査陳情第１号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を

求める陳情書について採決します。 

  この陳情に対する委員長の報告は不採択とするものです。 

  この陳情を採択することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立なし。 

  よって、継続審査陳情第１号は不採択とすることに決定しました。 

  ここで休憩します。 

（午後 １時４２分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時４４分） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎日程の追加 

○議長（小倉弘業君） 休憩中に、民生文教常任委員会委員長から、発議第１号 国における

2026年度教育予算拡充に関する意見書（案）、発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持

に関する意見書（案）が提出されました。 

  この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、そのように決定しました。 
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  ──────────────────────────────────────────────   

◎発議第１号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 追加日程第１、発議第１号 国における2026年度教育予算拡充に関す

る意見書についてを議題とします。 

  なお、提案の趣旨については既にご理解いただいているものと思いますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

  発議第１号は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎発議第２号審議（質疑・討論・採決） 

○議長（小倉弘業君） 追加日程第２、発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する

意見書についてを議題とします。 

  なお、提案の趣旨については既にご理解いただいているものと思いますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認め、これより採決します。 

  発議第２号は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小倉弘業君） 起立全員。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  ──────────────────────────────────────────────   

○議長（小倉弘業君） ここで、６月定例会の終わりに際し、實川教育長から発言を求められ

ておりますので、これを許可します。 

  實川教育長。 

○教育長（實川睦子君） 議長のお許しをいただきましたので、そして発言を与えていただき

ましたので、退任に当たりまして一言ご挨拶をさせていただきます。 
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  私は、令和４年６月22日から、町の議会のご同意をいただきまして教育長を拝命いたしま

した。間もなく６月21日をもって町教育委員会教育長の任期を満了ということで退職をする

ことになりました。この３年間、議員の皆様方には温かいご指導やご鞭撻、そしてご支援を

していただきまして、無事に務めることができました。この場をお借りしまして、心からお

礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  私が今でも記憶に残っていることは、この本会議場に生まれて初めて、３年前、６月９日

です。入り口で議場のこの神聖な雰囲気にのまれ、言葉を失ったことが今でも鮮明に覚えて

おります。また、このような場所に立たせていただいたことにも、本当に改めて感謝をいた

します。 

  この間、教育に対する歴史と伝統のある横芝光町も、子供たちにとっても大人たちにとっ

ても、本当に社会の変化の激しい時代であるからこそ、この教育行政に対する期待というも

のが非常に強く出され、また多様化もあり、いいこと、課題なこと、様々なことがありまし

た。そんな中でも、この横芝光町は幾つかの大きな事業が順調に進んでおること、大変うれ

しく思っております。 

  退任するまでの残された期間、誠意を持って職務に邁進する所存でございます。今後は町

民の一人として、微力ではございますが、応援をさせていただく所存でございます。 

  最後になりますが、横芝光町議会、横芝光町の発展を願うとともに、議員の皆様方から賜

りましたご厚情に深く感謝を申し上げまして、言葉整いませんが、御礼の挨拶とさせていた

だきます。誠にありがとうございました。（拍手） 

  ──────────────────────────────────────────────   

◎閉会の宣告 

○議長（小倉弘業君） お諮りします。 

  本定例会に付議された案件の全てを議了しました。 

  会議規則第７条の規定により、本日で閉会したいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（小倉弘業君） ご異議ないものと認めます。 

  よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

  本日の会議を閉じます。 

  令和７年６月横芝光町議会定例会を閉会します。 
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  ご苦労さまでした。 

（午後 １時５２分） 
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